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平成24年10月２日（火曜日）

午後１時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成23年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（６人）
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副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 右 松 隆 央

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１名）

委 員 田 口 雄 二

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 成 合 修

企業立地推進局長 福 田 裕 幸

観光交流推進局長 安 田 宏 士

商 工 政 策 課 長 中 田 哲 朗

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 田 中 保 通

商 業 支 援 課 長 椎 重 明

労 働 政 策 課 長 山之内 点

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 井 手 義 哉

工業技術センター所長 勢 井 史 人

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 篠 田 良 廣

労働委員会事務局

事 務 局 長 江 上 仁 訓

調 整 審 査 課 長 大 野 保 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議事課主任主事 大 山 孝 治

○山下主査 ただいまから決算特別委員会商工

建設分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会説明要領により行います

が、決算事項別の説明は、目の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また、主要施策の成果は主なものについて

説明があると思いますので、審査に当たりまし

てはよろしくお願いをいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において、他の分科会との時間

調整を行った上で質疑の場を設けることとする

旨、確認がなされましたので、よろしくお願い

したいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた
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します。

午後１時２分休憩

午後１時３分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成23年度決算について、執行部

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○江上労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。労働委員会の平成23年度の決算

概要につきまして御説明いたします。

決算の内容は、決算に関する調書の146ページ

と147ページに記載されておりますけれども、お

手元にお配りしております平成23年度決算特別

委員会資料で御説明を申し上げます。

１ページをお願いいたします。（款）労働

費、（項）労働委員会費、（目）委員会費であ

ります。一番下の合計欄にございますように、

予算額は１億1,514万3,000円、支出済額が１

億1,403万3,152円で、繰り越しはございませ

ん。不用額（執行残）は110万9,848円で、執行

率が99.0％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上のものがござ

いますので、御説明を申し上げます。（目）委

員会費でございますけれども、不用額が110

万9,848円となっております。この主なものは、

節の欄の一番上にございます報酬の不用額80

万2,424円でございます。これは、労働委員会委

員の報酬の不用額でございますけれども、あっ

せん事件等の件数が見込みを下回ったことによ

る執行残でございます。

なお、執行率90％未満のものはございませ

ん。

決算事項の説明は以上でございますけれど

も、監査委員の決算審査意見書及び監査報告書

に関しまして報告すべき事項はございません。

また、主要施策の成果に関する報告書への記載

もございません。

次に、２ページ以降の平成23年度業務実績の

概要につきましては、調整審査課長のほうから

御説明を申し上げます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○大野調整審査課長 それでは、平成23年度業

務実績の概要につきまして御説明いたします。

委員会資料の２ページをごらんください。労

働委員会が取り扱う労使紛争については、集団

的なものと個別的なものの大きく２つに分かれ

ております。

まず、（１）の集団的労使紛争は、労働組合

が関与するものであります。①の調整事件です

が、これは、労働組合と使用者との双方が話し

合いながら受け入れ可能なあっせんを行うもの

であります。23年度には、２件のあっせん申請

について、いずれも和解が成立し解決しており

ます。Ａあっせん事件は、雇用期間の定めのあ

る職員の雇いどめに関するものであり、Ｂあっ

せん事件は、不当な処分撤回などを求めたもの

であります。

次に、②の不当労働行為審査事件ですが、こ

れは、労働組合法に規定する不当労働行為に該

当するか否かの審査を行うものであります。２

件の申し立てについて審査を行いましたが、最

終的には命令に至らず、和解が成立し、事件が

終結しております。１つ目のＣ審査事件は、団

体交渉に会社代表者が出席しないことが団体交

渉の拒否に当たるとして、申し立てがなされた

ものであります。２つ目のＤ審査事件は、組合

員に対し、団体交渉に出席しない旨を記載した
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書類を会社が作成し、組合員に署名押印を強制

したことが組合への支配介入に当たるとして、

申し立てがなされたものでございます。

次に、３ページをお開きください。（２）個

別的労使紛争のあっせん事件ですが、これは、

労働組合ではなく、労働者個人が個別に関与す

る紛争に対してあっせんを行うものでありま

す。23年度に取り扱った事件は、いずれも労働

者側からの申請によるもので、ごらんのとおり

８件ございました。一番右の欄の終結区分に示

しておりますように、あっせんにより和解した

事件が４件、解決に至らず打ち切りとなった事

件が３件となっております。なお、次のページ

の⑧の事件は24年度に繰り越しまして、５月に

打ち切りとなっております。それぞれの事件の

内容についての説明は省略させていただきま

す。

次に、４ページの（３）労働相談の実績につ

いてであります。労働相談においては、職場で

のトラブルなどに助言や情報提供を行い、さら

に労使の間に入りましてあっせんによる解決に

結びつけるなど、労使紛争の解決に大きな役割

を果たしております。①の相談件数でございま

すが、23年度には109件ございました。そのうち

個人からの相談が94件と大部分を占めておりま

す。②の相談内容としては、解雇と退職に関す

るものが42件と最も多く、以下多いものから、

賃金未払いに関するもの、時間外労働に関する

もの、パワーハラスメントに関するものとなっ

ております。

最後に、（４）の処理件数の推移であります

が、過去３年間に処理した件数はごらんのとお

りとなっております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○山下主査 執行部の説明が終了いたしまし

た。

これより質疑を行います。

○緒嶋委員 報酬はある程度計算できたと思う

んですけど、不用額が80万余出た原因は何です

か。

○大野調整審査課長 これは委員報酬というこ

とでございますが、１月から日額制、月額制の

併用制になっております。月額制は定額でござ

いますので、日額制によって主に変化が生じて

まいりますけれども、12月の時点で２月補正を

検討しておりまして、その時点では新規のあっ

せんの申請件数が、これまでの申請の状況、あ

るいは継続しております相談の状況から、１～

３月に５件ほど出てくるんじゃないかという見

込みを持っておりましたけれども、結果的に１

件ということになりまして、50日程度予定して

おりました日額日数が10日程度になったもので

ございます。

○緒嶋委員 報酬の支払いの内容はどういうふ

うになっているんですか。

○大野調整審査課長 報酬は、月額につきまし

て３通りに分かれておりまして、会長が11万円

でございます。それから公益委員が９万1,500

円、労働者・使用者委員が８万3,000円となって

おります。これは定額でございますが、日額の

報酬については２通りでございまして、会長は

１万9,500円、その他の委員が１万5,600円と

なっております。

○緒嶋委員 これによって報酬がかなり減額さ

れたということですか、前は定額の分が大き

かったんですか、改定された内容を教えてくだ

さい。

○大野調整審査課長 月額は半分ということ

で、定額になります。日額について実際の執行
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率等を見ますと、先ほど言いましたように見込

みより低くなりましたために20％の執行率に

なったわけでございますが、その結果として、

日額は全体として７割の執行額になっておりま

す。したがって、月額制とあわせて見込みを見

ますと９割程度の執行になっております。

○緒嶋委員 報酬は１割ぐらいカットされたと

いうような理解でいいわけですか。

○大野調整審査課長 結果としては１割という

ことになりますが、24年度に入りまして通年で

日額制を執行することになります。23年度の当

初の場合は通年で月額制を予定しておりました

ので、約3,200万という報酬でございました。そ

れに対して24年度は日額、月額の併用制を前提

として計上したものが2,700万円程度でございま

すので、約500万円ほど減額されまして約15％落

ちるという形になっております。

○緒嶋委員 個別労働紛争で打ち切った場合

は、後はどうなるわけですか。

○大野調整審査課長 個別あっせんは労働者が

申請するケースが多いんですけれども、使用者

側に対して、今の労働条件に対して救済してほ

しいというふうなことが出てくるわけですが、

それに使用者が応じない場合もございますの

で、そのときにはあっせんのテーブルにのらな

いということになります。そういった場合に

あっせんの打ち切りがなされるということでご

ざいます。したがって、それ以降については、

基本的に労働委員会としては携わらないという

ことになります。

○緒嶋委員 それ以降は本人たちはどうなるん

ですか。労働委員会ではタッチしません、それ

では解決にはならんと思うんですが、その後は

どういうことが考えられるんですか。

○大野調整審査課長 打ち切りの場合につい

て、事務的に申しましたけれども、「あっせん

のテーブルにぜひのってください」という説得

を事務局サイドももちろんいたしますが、あっ

せん員というのは労働委員でございまして、公

益、労働者、使用者の３者の立場であっせん員

がついて、使用者はもちろん、労働者にも適切

な助言を与えることになります。その結果とし

て、使用者側に対しては、「ぜひあっせんの

テーブルにのってください。こんなふうに訴え

ておられます。これについては折り合えるとこ

ろもあるでしょう」というふうなことを申し上

げて、ぜひあっせんのテーブルにのるように、

あるいは解決の糸口になる助言も行っておりま

すので、結果的にそこまで説得できなかった場

合に、例えばあっせんに応諾しないということ

で、やむなく打ち切りに至るケースが多いとい

うことでございます。そういう意味でフォロー

はしているつもりであります。

○緒嶋委員 打ち切った後、本人の解決にはな

らんのじゃないかということです。従業員は不

満が残ったまま未払いが続くということになる

わけですか。

○大野調整審査課長 労働委員会としては、や

むなく打ち切りということは、あっせんでの和

解には至らなかったということになります。し

たがって、救済としては労働審判といった裁判

に移行することは可能でございます。そういっ

た救済方法も残されておりますので、そういっ

たことをアドバイスはしているということでご

ざいます。

○緒嶋委員 結果として、打ち切った人は裁判

まで行ったかどうかということはどうなってい

ますか。

○大野調整審査課長 全てのケースを把握して

いるわけではございませんけれども、私どもの
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ほうであっせん申請を受けとめて深くかかわっ

ていったということで、後ほど、どういう結果

に終わったのか申請者の方から連絡をいただく

ことになっておりますので、わかるケースもご

ざいます。

○江上労働委員会事務局長 補足をさせていた

だきます。その前に、あっせんの制度というこ

とから御説明申し上げますと、まず、あっせん

を個人が申請してきます。その申請内容が適当

だと、労働委員会で対応できるとしたものにつ

いては受理をいたします。受理した後、相手

方、使用者側に対してまず、「受けてくれます

か」と話に行きます。これは国際司法裁判所で

見られたかもしれませんけれども、受ける受け

ないは自由でございまして、受けないとなった

らそれで終わりでございます。ですから、まず

最初の関門が、受けないとなったときにはもち

ろん説得しますが、まず打ち切りということが

あります。次に、一旦テーブルに着いてあっせ

んが始まる。始まったけれどもなかなか一致点

が見出せないというケースもございます。それ

も打ち切りという対応をしてございます。

それで、委員のおっしゃるように、じゃ、ど

うするのかでございますけれども、一つは自主

的な和解という方法もございまして、そういう

ケースもかなりございます。それから課長が言

いましたように、後は労働審判で白黒つける

と、黒か白かはっきりするというのもかなりご

ざいまして、それは労働審判、もしくは本裁判

に移行するというケースもございます。

○緒嶋委員 打ち切ったのは、その後どうなっ

たかはわからんわけですね。

○大野調整審査課長 個別的労使紛争の⑧にご

ざいますあっせん事案、先ほど５月に打ち切り

になったと申し上げましたけれども、これにつ

いては私どものほうのあっせんが至らなかった

ものですから、訴訟になっております。把握を

しております。

○江上労働委員会事務局長 把握している限

り、上から申し上げます。まず、Ｅでございま

すけれども、使用者が、これは自分たちとして

は理由があって払っていないんで、白黒つけた

いということで裁判に移行いたしました。その

結果は聞いておりません。

その後の③でございますが、これはあっせん

に行き着くところまでいったんですけれども、

弁護士がついておりまして、使用者側と労働者

側の弁護士がその後話し合って、当初、労働委

員会が示した和解案に沿った和解を自主的にし

たと聞いております。

それから⑦のＫあっせんですけれども、これ

は自主交渉をやりました。当初我々が示した

あっせんはのめないということだったんですけ

れども、労働者側と使用者側が自主交渉してま

とまったと聞いております。

それから次の⑧ですけれども、これは初めか

ら使用者側が白黒つけるということだったんで

すが、裁判になった結果、使用者側が負けたと

聞いております。以上でございます。

○右松委員 同じく労使紛争についてですが、

４ページで処理件数の推移を見ますと、21年度

から23年度にかけて急増しているわけですが、

特に23年度が21年度と比べて倍近くなっていま

す。これは経済情勢等によるものなのか、その

理由と、どのように分析されているか教えてく

ださい。

○大野調整審査課長 労働組合、要するに集団

的なものがだんだん少なくなってまいりました

が、リーマンショック後の雇いどめ、派遣切り

といったような状況、それから非正規雇用の
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方々がふえてくるというようなことで、多彩な

雇用形態も進行してきておりまして、厳しい雇

用環境あるいは労働環境が生まれているという

ことでございまして、他の行政機関にも労働相

談等ございますけれども、そこでも労働相談が

急増しているという結果がございます。そして

相談に乗っていただかない潜在的なニーズもか

なり高いと考えております。その結果とし

て、21年、22年については60数件程度だったん

ですけれども、23年度は初めて100件を超えまし

た。こういうことで急増したと思っておりま

す。

もう一つは、私ども労働委員会が労働相談を

行って―労働相談をする必要はございますけ

れども、解決に結びつけてあげるケースもある

ということをかなりＰＲさせていただいており

ます。これはテレビ、ラジオ、新聞、ホーム

ページ等いろんなメディアを通して、あるいは

機会を通してＰＲして、今年度、労働相談専用

ダイヤルを設けまして、このことによって、労

働委員会の役割、あるいは相談の大きな役割を

皆さん方に御理解できている部分もあるんでは

ないかと思います。その結果としてこういう形

で上がってきているんではないかと思っており

ます。

○右松委員 事情がわかりましたが、相談件

数109件、延びていますが、今の職員の処理能力

で十分対応は可能か、きちっとフォローができ

る件数であるのかどうかを教えてください。

○大野調整審査課長 今、９名の職員でやって

おりますが、実際に相談に当たるのは課長補佐

以下の７名で対応しているわけでございます。

相談については、電話、それからおいでいただ

く来所、いろいろ形態はございます。電話では

もちろん１人で対応することになりますが、お

いでになる場合は２人で対応していくという形

をとっております。２人で対応する場合につい

ては、３つのグループに分けてそれぞれ相談を

受けていくという形にしておりまして、今のと

ころ何とか対応できるんではないかと考えてお

ります。

○右松委員 労使紛争が多い会社、相談件数が

この３年間で複数回上がっている会社とか存在

しているんでしょうか、教えてください。

○大野調整審査課長 同じ事業所からトラブル

とか悩みがあったというのは数件あると思いま

す。そういう事例はあります。

○右松委員 使用者側に責任があるのか、もし

くは労働者側に理由があるのか、詳細はわかり

ませんが、複数回上がってきている会社に関し

ては、行政のほうから何らか改善の指導とかで

きるんでしょうか、そこまでやれるんでしょう

か。

○大野調整審査課長 あっせんということで労

働委員会が関与する場合は、労働問題の専門的

な立場から、使用者側に対しては、こういう形

で健全な労働環境、条件を確保してあげたほう

がいいというアドバイスをすることになりま

す。そういうことを踏まえて、和解の内容につ

いては、より労使関係が適切あるいは良好にな

るように考えておりますので、そのことによっ

て経営者に対して適切なアドバイスができると

いうふうに考えております。

○江上労働委員会事務局長 補足させていただ

きます。経営者の中には、「これは俺の会社

だ。どうでもなるんだ」という方もおられま

す。もちろんこういう方の場合には―指導と

いうと上から目線で言いたくないんですが、

「違うんですよ。労働法規ではこうなっていま

すよ」ということは、機会あるごとにお話はし
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てございます。また労働者のほうも権利意識が

強い方もおられます。そこまで言うかという方

もおられますので、それはそれで我々として

も、「それはちょっと言い過ぎですね」という

ことでお願いするケースはよくございます。た

だ、いずれにしましても、こういう経済状況で

すから、労働者も厳しいんですけれども、経営

者も１円、２円の世界で頑張っておられます。

そういう厳しい中で労使が対立するということ

もございますので、言われますように、確かに

厳しい時代になっているという感じはしてござ

います。

○右松委員 労働相談件数、24年度がどういう

推移で来ているかわかりませんが、定点観測と

いうか、急増している理由も、追いかけていく

中で―どこまでかかわっていけるかわかりま

せんが、ただ相談を受けるというだけではなく

て、それを減らしていく形の方向性もある程度

考えていきながらやっていただければありがた

いなと思ってます。以上で終わります。

○中野委員 ２ページについてお尋ねいたしま

す。調整事件あるいは審査事件ということで合

わせて４件あります。先ほどの右松委員からの

質問と重複するところがあるんですけれども、

主な調整事項という中身から見て、経営者側が

してはならんことをしておった。だから、撤回

させました、支給させました、団体交渉を応諾

させたというふうに理解すればいいわけです

か。

○大野調整審査課長 これは労働組合が関与す

る不当労働行為事件ということになりますが、

組合のほうからは、今おっしゃったような形

で、これは雇いどめではないかとか、不当処分

による不利益をこうむったのではないかという

形での訴えがなされるわけでございます。それ

に対して私どものほうとしては、不当労働行為

に当たるかどうかということをきちっと審査し

ていくということでございますので、事実関係

を含めて審査を適切にいたしまして、おっ

しゃった内容でないものもあるということを事

実として認定する場合もあるわけでございま

す。

○中野委員 今の答弁では何もわかりませんで

したが、簡単に言えば、この４つの案件とも労

働者側から訴えというかあっせんをしたという

ことになるわけですか。

○江上労働委員会事務局長 集団の事件の概要

で全て和解となっておりますけれども、我々の

場合は裁判と違いまして白黒をつけるという世

界ではございません。裁判ですと白黒ですぱっ

と割り切るんですけれども、労働委員会の役目

は、過去の話ではなくて、将来にわたって良好

な労使関係をつくっていくことがまず目的でご

ざいますから、ある程度お互いに譲り合うこと

を原則にお願いしてございます。したがいまし

て、裁判になったらこういう結論になるであろ

うなという法律的な裏づけを念頭に置きなが

ら、お互いに譲ってもらう。もちろん和解です

からお互い譲るわけですけれども、真ん中をと

るんじゃなくて、場合によっては９：１とか７

：３とか６：４とかあるかもしれませんけれど

も、「お互いに互助の精神で譲り合って、将来

に向かって良好な労使関係をつくりましょう。

そのために譲ってください」という形であっせ

んを示して受諾してもらうことが多うございま

す。ですから、一方的にどちらかが悪いという

ケースは、上がってくる限りにおいては特にご

ざいません。どちらとも悪いというケースがほ

とんどだと思います。

○中野委員 主な調整事項の中身を見れば、全
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てを撤回したり、支給したり、禁止したりした

わけだから、この４つの案件は、どちらかとい

うと不当労働行為の類いのものであったという

ことですね。

○江上労働委員会事務局長 これは誤解がある

かもしれません。主な調整事項、救済申立事項

というのは、こんなふうにまとまったというこ

とではなくて、労働者側、労働組合側が、こう

いうことを調整してください、こういうことを

救済してくださいということで上げたものでご

ざいまして、雇いどめの撤回を調整してくれと

いうことで申請者側が申し出をしている事項で

ございます。

○中野委員 これは、雇いどめの撤回をしてく

ださいということなんですか。私は、雇いどめ

があったのを撤回しました、不当処分を撤回し

ましたというふうに読んだものだから、全部、

使用者側が撤回したり逸失利益を支給したとい

うふうに読めたんだけれども、あながちこうい

う結果であったということではないけれども、

双方が和解したということですね。

○江上労働委員会事務局長 そういう意味でご

ざいます。例えば上のＡで言いますと、労働組

合側は雇いどめの撤回ということで調整に来た

んですけれども、雇いどめは撤回できないけれ

ども、金銭解決に応じるということで使用者が

おりてきましたので、雇いどめは撤回をせず

に、一定の解決金を支払って和解したという

ケースでございます。

○中野委員 ただ、区分が「主な調整事項」と

書いてありますから、調整された結果かと思っ

たものだから、そのように誤解をして理解した

ようでもありました。

では、不当労働行為審査事件という項目の不

当労働行為審査事件というのは、訴えられてこ

うしたものか、そういう事案があったので、県

のほうから審査をする事案として発生したとい

うことになるわけですか。「申立事項」とは書

いてあるけど、審査という意味合いをお尋ねし

ます。

○大野調整審査課長 これは労働組合法上の不

当労働行為に当たるかどうかということです

が、不当労働行為に当たるのではないかと労働

組合側が考えて、組合側が救済申し立てをする

仕組みになっております。したがって、不当労

働行為であるかないかについては労働委員会と

して審査を行うということでございまして、最

終的に是正が必要であれば是正命令を行うこと

になります。

○中野委員 例えば、継続の小売業、Ｃの欄、

「団体交渉応諾」とあります。和解されたんだ

けれども、恐らく、労働組合が交渉してくれと

申し込むけれども、それに応じなかったという

ことの申し立てだったんですね。結論的に交渉

するようになったんですか。

○大野調整審査課長 これは先ほどの説明で少

しございましたけれども、団体交渉に会社の代

表者が出席をしないということが団体交渉の拒

否に当たるのではないかと組合側のほうで申し

立てて、審査したということでございますが、

最終的には団体交渉に応じております。

○江上労働委員会事務局長 この事件の概要を

簡単に御説明しますけれども、これは、従業員

が社長から厳しく叱責されたことを苦にして出

勤を拒否した。それをもって社長が職員を首に

した。組合のほうが原職復帰を求めて組合交渉

を求めたけれども、社長は応じる必要がないと

いうことで応じなかったということで、組合の

ほうが我々のほうに交渉に応じるように命令を

出してくれというふうな審査をした事件でござ
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いました。結論は、復職は認めないけれども、

解決金を支払うということで解決した事案でご

ざいました。

○中野委員 ここに書いていないことでお尋ね

したいと思うんですが、労働組合には専従者が

おりますよね。その専従者になった人は、個人

の判断で職場に復帰できるわけですか。

○江上労働委員会事務局長 専従を認めるかど

うかというのは、その会社の組合と使用者側と

の団体の協約で決まっておるかと思います。専

従期間何年とか、専従期間の給与をどうする

か、専従後、原職復帰をするのか、それ以外の

ほうにするのかというのは、団体交渉もしくは

団体協約の中で自主的に決められているものと

考えております。

○中野委員 今のは、専従者期間中の待遇面の

ことでしたが、現に専従者の立場でありなが

ら、個人の判断で職場で働けるかということで

す。

○江上労働委員会事務局長 労使交渉で団体協

約を決めておるんですけれども、丸々５年間そ

の職場につかないという決め方をしておるとこ

ろもあるようですし、半日勤務という決め方を

しているところもあると聞いております。

○中野委員 全く完全な専従者が、自分の判断

で職場に行けるか、職場に帰って仕事ができる

かということです。

○江上労働委員会事務局長 御質問の趣旨がい

まいちわからないんですが、専従で組合活動に

専ら従事している人が、組合活動以外でその会

社の仕事ができるかということですか。断言で

きるわけではありませんけれども、団体自治と

いいますか、組合と使用者との話し合いで、そ

れをどうするかは自主的に決めることができる

と理解しております。

○中野委員 専従者になれば、職場の職員とい

うか従業員をコントロールできますよね、労働

者同士だから。そうすると、そこの職場の経営

者側に立たざるを得ない人は、どちらかという

と立場が厳しくなりますよね。そういうことで

お聞きしたんです。そうすると職場の秩序とい

うものは、どちらかというと専従者のほうが非

常に強くなることになりはしないか、職場の長

の存在が危うくなることになりはしないかと

思ってお尋ねしました。

○江上労働委員会事務局長 繰り返しになりま

すけれども、その事業所、会社の組合と使用者

側との取り決めによるものだと思います。言わ

れますように、会社側がそういうふうな組合活

動は認めない、専従は認めないということであ

れば、そういう形で労使協定を結ぶことになる

のではないかと。あくまでそれは労使関係で自

主的に民主的な手続で決めていくものではない

かと思います。

○中野委員 みずから働くことでいろいろトラ

ブルがあったように思うんですけれども、これ

はまた個別の案件でいずれ相談が来ると思いま

す。来ないときには、私が、どういうことで

あったということはまた後日お尋ねしたいと思

います。

もう一点お聞きします。４ページ、労働相談

の実績のところで、相談件数が109件あって、４

項目にわたってその内容が示されております

が、こういう相談件数の中に、知事部局じゃな

くて、県の組織、医療の現場もあれば、教育委

員会、警察業務もあるんだけど、合わせて1,800

名ぐらいですか、そういう中での相談はあった

ものかなかったものか、あればどういう類いの

ものであったかお尋ねします。

○大野調整審査課長 相談として県の機関の中
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で行われたことはございません。ただ、今おっ

しゃる内容については、県の職員、あるいは県

の事業所の中でこういうことが起こったときに

どうするかということだと思うんですが、県の

職員については基本的に地方公務員法で、例え

ば人事委員会で不服申し立てを含めた相談がで

きると思っております。それ以外の病院局、企

業局といった地方公営企業については私どもの

ほうの所管になっておりますので、そういった

相談は受けることはできます。

○中野委員 県の云々というのは、知事部局の

ことですか。もう一回教えていただけません

か。

○大野調整審査課長 知事部局を含めた県職員

は、私どものあっせんの対象にならないという

ことになります。それから病院局とか企業局と

いった地方公営企業の職員については、私ども

のあっせんの対象になるということでございま

す。

○山下主査 質問があった、知事部局、県の病

院局からの相談はなかったということですね。

相談件数に入っていないということですね。そ

こを正しく答えてください。

○大野調整審査課長 私どもが受けました労働

相談では、県の機関に係るものはございません

でした。

○中野委員 整理すれば、企業局とか病院局の

公営企業はここの相談の対象になるけれども、

知事部局は教育委員会を含めて労働委員会事務

局の対象ではないということですね。

○大野調整審査課長 厳密に言うと、私どもは

全ての労働問題を受けとめるということでござ

いますので、仮に県職員の方が御相談されまし

ても、「その相談は受けません」と言うことは

できませんので、労働相談として受けることは

できますが、個別的にあっせんをするという場

合には、私が申し上げたように、企業局、病院

局といった地方公営企業の組織に限るというこ

とになります。

○中野委員 そういうところで、うわさを含め

てそういう事実を見聞きした場合があっても、

相談がなければこの件数にはならないというこ

とですか。

○山下主査 今の質問は、見聞きだから、いわ

ばうわさです。相談が実質なければ、相談件数

には入っていないんですかということです。

○大野調整審査課長 基本的に相談について

は、電話での相談とか、おいでになられての相

談といったような、直接私どものほうに相談が

あったケースのみでございます。

○中野委員 それから、知事部局、教育委員会

を含めたそういうところの事案は、どこで相談

を受けると言われましたか。

○大野調整審査課長 人事委員会が地方公務員

の方々に対する救済の制度を持っておりますの

で、そちらのほうで相談をされると思っており

ます。

○江上労働委員会事務局長 補足をさせていた

だきます。まず、労働争議、不当労働行為の根

拠は労組法にございまして、労組法の適用除

外、対象外となっておりますのが、今、委員が

言われました行政職公務員でございます。そも

そも行政職公務員につきましては労働委員会の

権限外でもございますけれども、労組法が言っ

ているような争議の調整、もしくは不当労働行

為の救済という制度そのものがございません。

ただ、労働組合法ではありませんけれども、人

事委員会が地方公務員法の中で不服申し立て等

についての審査を行うことがございます。労働

委員会の権限から申し上げますと、民間企業は
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全て労組法を適用されますから該当しますが、

行政職公務員については対象外でございます。

ですから、対象になりますのは現業職、県で言

いますと、病院、企業局、それから単純労務職

員、技術職、それから市町村の水道等々が労働

委員会の権限になるということでございます。

○中野委員 公務員にはスト権がない、ＩＬＯ

の批准違反であるとかなんとかの類いであるか

ら、今言われたようなことがあっても人事委員

会で対応しているということですか。わかりま

した。

○山下主査 ほかにないですか。

なければ、労働委員会の審査を終了いたしま

す。

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時48分休憩

午後１時50分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

これより商工観光労働部の審査を行います。

それでは、平成23年度決算について、部長の

説明を求めます。

○米原商工観光労働部長 初めに、お礼とおわ

びを申し上げます。先日は、商工観光労働部に

係る補正予算議案につきまして議決をいただ

き、まことにありがとうございました。この中

で、えびの高原スポーツレクリエーション施設

につきましては、県議会への経過説明を行って

いなかったことなど、私どもの対応が不十分で

あったことにつきまして、深くおわびを申し上

げます。今後、附帯決議を踏まえまして一生懸

命取り組んでまいる所存でございますので、引

き続きの御指導のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

それでは、商工観光労働部の23年度決算につ

きまして御説明をいたします。

お配りしております決算特別委員会資料の１

ページをお願いいたします。これは、県総合計

画「未来みやざき創造プラン」における分野別

施策のうち、商工観光労働部に関連するものを

体系表にしたものでございます。平成23年度の

本県の地域経済は、長引く景気低迷に加え、前

年度に本県で発生いたしました口蹄疫や新燃岳

噴火など、さらには東日本大震災といったたび

重なる災害等の影響が残り、全体として厳しい

ものがありました。

このような中、この体系表に従って23年度の

主な施策の概略について御説明いたしますと、

まず、１の「多様な連携により新たな産業が展

開される社会」の産業間・産学官連携による新

事業・新産業の展開につきましては、東九州メ

ディカルバレー構想の推進や産学官による共同

研究開発への支援などに取り組みました。

２の「創造性のある工業・商業・サービス業

が営まれる社会」を目指しては、融資制度等を

初めとする中小企業の経営安定対策、及び経営

革新や新分野進出に取り組む企業に対する支援

に努めますとともに、工業振興につきまして

は、農商工連携による新商品開発、販路開拓等

への支援、下請取引のあっせん、企業立地の推

進などを図ったところであります。また、商

業・サービス業の振興につきましては、まちな

か商業の再生支援や県産品の販路拡大、東アジ

ア地域への輸出促進等に取り組みました。

３の「活発な観光・交流による活力ある社

会」の観光の振興につきましては、魅力ある観

光地づくりや、恋旅、波旅等の観光キャンペー

ンの推進、スポーツランドみやざきの展開、

オールみやざき営業チームによるＰＲ活動等の
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取り組みを行いますとともに、県境を越えた交

流・連携の推進につきましては、南九州３県が

連携したデスティネーションキャンペーンなど

を推進したところでございます。

４の「経済・交流を支える基盤が整った社

会」の産業を支える人材の育成・確保につきま

しては、ものづくり産業やＩＴ産業の人材育

成・確保や職業能力開発の推進、技能の振興な

どに取り組みました。また、就業支援と職場環

境整備につきましては、緊急雇用創出及びふる

さと雇用再生の２つの基金を活用した雇用機会

の創出や、若年者の就労支援、働きやすい職場

環境づくりの推進などに取り組んだところであ

ります。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。平成23年度歳出の決算状況であります。

一般会計は、下から５段目の計の欄でございま

すが、予算額517億840万7,000円、支出済額514

億9,419万5,121円、不用額２億1,421万1,879

円、執行率99.6％、次に特別会計は、下から２

段目の計の欄になりますが、予算額９億9,827

万2,000円、支出済額９億9,771万5,408円、不用

額55万6,592円、執行率99.9％、部の合計は、一

番下の段の部合計の欄、予算額527億667万9,000

円、支出済額524億9,191万529円、不用額２

億1,476万8,471円、執行率99.6％となっており

ます。

次に、資料の最後のページ、20ページをごら

んいただきたいと思います。監査における指摘

事項等の一覧でございます。指摘事項等に関し

ましては、適正な執行について職員への指導を

徹底し、改善に努めたところであります。この

うち指摘事項につきましては、後ほど関係課長

から御説明をさせていただきます。

また、監査委員から提出されました、別冊の

印刷物となっております平成23年度宮崎県歳入

歳出決算審査及び基金運用状況審査意見書にお

いて、商工観光労働部が所管する特別会計につ

いて２件の意見・留意事項がございました。こ

れらにつきましては、後ほど各事業の詳細とあ

わせまして関係課長から御説明させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○山下主査 それでは、部長の説明が終了いた

しました。

平成23年度決算につきましては、商工政策

課、工業支援課、商業支援課、企業立地課の審

査を行いますので、それぞれ説明をお願いいた

します。

なお、委員の質疑は４課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

○中田商工政策課長 商工政策課の23年度の決

算につきまして御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお願いいた

します。まず、一般会計でありますが、一番上

の商工政策課の欄をごらんください。予算額369

億6,771万9,000円、支出済額369億5,660万3,211

円、不用額は1,111万5,789円となりまして、執

行率は99.9％であります。

次に、特別会計でありますが、下から４段目

の商工政策課の欄をごらんいただきたいと思い

ます。予算額は６億3,481万2,000円、支出済額

は６億3,430万3,799円、不用額は50万8,201円と

なり、執行率は99.9％であります。

詳細につきましては、次の３～７ページに記

載しております。それでは、資料に基づき御説

明をいたします。

まず、目の不用額が100万円以上のものでござ

います。４ページをごらんいただきたいと思い

ます。中ほどの（目）商業振興費であります
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が、不用額が225万9,180円となっております。

これは主に、旅費等の事務費の執行残や中小企

業金融円滑化補助金、中小企業団体中央会等補

助金などの執行残でございます。

次に、１枚めくっていただきまして、５ペー

ジの下のほう、（目）工鉱業振興費であります

が、不用額が741万6,059円となっております。

これは主に、中山間地域新産業・雇用創出強化

事業の委託料の執行残であります。

なお、目の執行率が90％未満のものは該当ご

ざいません。

次に、特別会計の歳入決算について御説明を

いたします。

お手元の横長の資料、平成23年度宮崎県歳入

歳出決算書をごらんいただきたいと思います。

一般会計と特別会計に分かれておりまして、特

別会計は中ほどにございます。特別会計の１

ページをお開きいただきたいと思います。小規

模企業者等設備導入資金特別会計であります

が、歳入合計は、ページの中段にありますとお

り、調定額20億7,362万8,460円、収入済額17

億7,495万3,138円、収入未済額２億9,867

万5,322円となっております。

特別会計の歳入決算は以上でございます。

次に、お手元の主要施策の成果に関する報告

書について御説明いたします。

報告書の「商工政策課」のインデックスのと

ころ、ページで言いますと161ページをごらんい

ただきたいと思います。産業づくりの２創造性

のある工業・商業・サービス業が営まれる社会

であります。ページの中ほどの「施策推進のた

めの主な事業及び実績」により御説明をいたし

ます。まず、宮崎中小企業大賞であります。こ

れは、本県経済全体の活性化のため、新製品開

発や新サービスの提供など、すぐれた取り組み

により成果を上げている県内中小企業を表彰す

るもので、23年度は３社を表彰したところでご

ざいます。

次に、中小企業融資制度貸付金につきまして

は、県内中小企業の活性化、環境改善及び経営

安定を図るため、信用保証協会、金融機関と連

携し、低利の事業資金を円滑に提供するもの

で、平成23年度は319億8,219万1,000円の原資を

金融機関に預託いたしました。新規融資実績

は2,034件、181億727万8,000円でありました。

次に、中小企業金融円滑化補助金でありま

す。これは、県の制度融資を受けた中小企業者

の信用保証料の負担軽減を図るため、信用保証

協会に対して保証料の一部を補助するもの

で、23年度は１億9,688万7,000円の補助を行い

ました。

次に、信用保証協会損失補償金であります。

県融資制度の代位弁済に係る信用保証協会負担

分につきましては、損失補償契約に基づき、信

用保証協会に対し2,741万5,000円の損失補償を

行ったところであります。

次に、23年度新規事業、中小企業診断業務強

化であります。民間の中小企業診断士を活用

し、中小企業組合等に対する経営支援の強化に

取り組んだところであります。

162ページをごらんください。中小企業団体中

央会等補助金であります。県中小企業団体中央

会に対しまして、指導員等の人件費や組合指導

事業への補助を行いました。

次に、小規模事業経営支援事業費補助金につ

きましては、商工会、商工会議所に対しまし

て、経営指導員等の人件費や経営改善普及事業

等への補助を行いました。

次に、中小企業等経営基盤強化支援でありま

す。これは、中小企業診断士や税理士など多方
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面の専門家等で構成する経営支援チームが中小

企業に対して行う助言等の活動に対して補助を

行うもので、23年度は、70回の支援会議、313件

の専門家派遣などが行われたところでありま

す。

次に、中山間地域新産業・雇用創出強化であ

ります。これは、中山間地域の新産業及び雇用

の創出につながる取り組みを募集し、採択団体

に事業委託を行うもので、23年度は40件を採択

し、新たに231人が雇用されたところでありま

す。

次に、小規模企業者等設備導入資金貸付金で

あります。小規模事業者の創業及び経営基盤の

強化に必要な設備導入のための資金の原資とし

て、財団法人宮崎県産業支援財団に対し１

億5,000万円の貸し付けを行いまして、支援財団

において、18件、9,275万円の設備導入資金の貸

し付けが行われました。

主要施策の成果につきましては以上でありま

す。

最後に、平成23年度宮崎県歳入歳出決算審査

及び基金運用状況審査意見書についてでござい

ます。

お手元の審査意見書の35ページをごらんいた

だきたいと思います。小規模企業者等設備導入

資金特別会計につきまして意見・留意事項があ

りましたので、御説明をいたします。一番下の

意見・留意事項等の欄にありますとおり、「貸

付金の収入未済額については、前年度に比べ減

少しているものの、なお多額の収入未済がある

ので、今後とも引き続き償還促進についての努

力が望まれる」との意見でございます。収入未

済額につきましては、訪問、文書督促等により

まして回収に努めているところであります

が、23年度は92万800円を回収し、その結果、23

年度末の収入未済額は２億9,867万5,322円と

なっております。今後とも回収に努め、収入未

済額の圧縮を行ってまいりたいと考えておりま

す。

なお、監査における指摘事項につきまして

は、特に報告すべき事項はございません。

商工政策課の説明は以上でございます。

○田中工業支援課長 続きまして、工業支援課

の平成23年度決算につきまして御説明いたしま

す。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。上から２番目の工業支援課の欄でありま

すが、予算額15億5,749万4,000円、支出済額15

億3,075万6,456円、不用額2,673万7,544円で、

執行率は98.3％であります。

次に、委員会資料の８ページをお開きくださ

い。目の不用額が100万円以上のものにつきまし

て御説明いたします。

目の２つ目の工鉱業振興費でありますが、不

用額が2,480万4,479円、執行率が95.6％となっ

ております。不用額の主な理由ですが、まず、

委託料で1,062万円余ございますが、これは、ふ

るさと雇用再生特別基金を活用して雇用した方

につきまして、別の就職先が見つかり途中退職

されたことなどにより、執行残が生じたもので

ございます。また、工事請負費が710万円ありま

すが、これは、22年度の１月補正で措置し、全

額23年度に繰り越しました東京フロンティアオ

フィス施設整備事業につきまして入札残が生じ

たことによるものであります。

次に、９ページをお開きください。（目）工

業試験場費で不用額が165万6,514円、執行率

が99.7％となっております。これは、工事請負

費につきまして、同じく22年度から繰り越しま

した工業技術センターの中央監視装置等改修事
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業に入札残が生じたこと等によるものでありま

す。

なお、執行率が90％を下回った目はございま

せん。

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

きまして御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の「工業支援

課」のインデックスのあります164ページをお開

きください。まず、産業づくりの１の（１）産

業間・産学官連携による新事業・新産業の展開

であります。一番上の産学官ネットワーク形

成・共同研究推進でありますが、新産業の創出

による産業振興を図るため、産学官ネットワー

クを構築しセミナー等を開催するとともに、国

等のプロジェクト導入のための支援や、産学官

グループに対する研究開発支援などを行いまし

た。研究開発支援では新たに５件を採択してお

ります。

次の改善事業、環境リサイクル技術開発促進

対策は、産業廃棄物の排出抑制やリサイクルを

促進するため、県内産学官グループが行います

環境リサイクル関連の研究開発を支援するもの

で、新たに４件を採択いたしました。

次の太陽電池関連産業集積促進ですが、太陽

電池関連産業の一層の振興を図るため、セミ

ナーの開催や展示会への出展を行うことによ

り、県内中小企業の関連産業への参入促進や人

材育成の支援を行いました。

その下の改善事業、東九州メディカルバレー

構想推進ですが、医療機器産業の集積を生かし

た地域活性化を図るため、産学官で構成します

構想推進会議の開催や構想のＰＲを行うととも

に、医療機器産業研究会を設置し、コーディ

ネーターを配置するなど構想の推進に取り組み

ました。なお、平成23年12月には地域活性化総

合特区の指定も受けたところでございます。

次に、166ページをごらんください。２の

（１）工業の振興であります。一番上の新事業

創出環境整備は、県内中小企業の新事業創出な

どを支援するために、産業支援財団に総合相談

窓口を設置し、コーディネーター７名によ

り1,168件の相談に対応したほか、情報誌の発行

などにより中小企業支援策等の情報提供を行い

ました。

次の、みやざき農商工連携推進ですが、積極

的な農商工連携事業の展開を図るために、関係

者が連携して会議を開催するなどにより、制度

のＰＲや案件の掘り起こし等に取り組みまし

た。なお、ここには記載しておりませんが、平

成21年に設置いたしました農商工連携応援ファ

ンドにより、23年度は18件の事業を採択したと

ころでございます。

次に、167ページをごらんください。一番上の

改善事業、ものづくり産業新事業展開支援であ

ります。新製品等の開発や販路開拓を促進する

ために、産業支援財団に設置したものづくり産

業新事業展開支援事業基金を積み増し、県内中

小企業の取り組みを支援いたしました。23年度

は、新製品開発10件、販路開拓14件を支援した

ところでございます。

その下の新規事業、中小企業事業改善・挑戦

支援は、既存事業の改善や新分野進出を促進す

るために、経営革新の事例紹介、専門家による

セミナー、マーケティング等を連続講座で学ぶ

挑戦塾を開催いたしました。

１つ飛びまして、下請企業振興であります。

産業支援財団を通じて、受発注企業の登録、取

引あっせん、宮崎や大阪での受発注開拓商談会

等を実施することにより、中小企業の技術力向

上や取引の拡大を図ったところであります。
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その下のみやざき企業力向上支援ですが、宮

崎県工業会を通じまして、生産性向上や提案力

向上に関するセミナー、研修会を実施すること

などにより、県内のものづくり企業を総合的に

支援いたしました。

次に、168ページをお開きください。自動車関

連産業レベルアップ支援であります。アドバイ

ザーの配置や福岡での商談会の開催により、県

内自動車関連企業の生産性向上のための支援や

取引機会の提供を行いました。

その下の新規事業、ものづくりリーディング

企業育成支援は、本県のものづくりを牽引する

企業を育成するために、産業集積、海外販路拡

大、食品機械の３つの分野について、成長意欲

のある企業から構成される研究会の活動を支援

いたしました。

その下の改善事業、食品産業活性化対策は、

県内食品産業の高度化や新事業の創出を図るた

めに、コーディネーターの配置、セミナーや

マッチング会の開催等により、人材育成やマー

ケティング活動への支援を行ったところでござ

います。

１つ飛びまして、工業技術研究開発でありま

す。工業技術センターにおきまして、機能性材

料の開発と応用に関する研究や、機械及びエネ

ルギーシステムに関する研究など９テーマの研

究開発を行ったほか、企業等からの依頼試験や

技術相談等に対応いたしました。

１つ飛びまして、食品開発センター研究開発

であります。食品開発センターにおきまして、

農林畜水産物の機能性に関する研究や焼酎の品

質向上等に関する研究など５テーマの研究開発

を行ったほか、企業からの依頼試験や技術相談

等に対応したところであります。

次に、171ページをごらんください。４の

（１）産業を支える人材の育成・確保について

であります。新規事業、ものづくり産業人材確

保支援でありますが、本県のものづくり産業を

支える人材を確保するために、調査員による企

業訪問、工業系の学生等のテクノフェア視察、

県内企業の視察会を開催いたしました。

以上、主要施策の成果について御説明申し上

げました。

次に、委員会資料にお戻りいただきまし

て、20ページをお開きください。監査結果報告

書の指摘事項につきまして御報告いたします。

（１）収入事務に関するものの１つ目であり

ますが、「採石業務管理者試験手数料等につい

て、証紙の消印の方法が適当でないものが散見

された」との指摘を受けております。これにつ

きましては、宮崎県収入証紙条例施行規則に基

づきまして、申請書類を受理し証紙を消印する

際には、申請書と証紙の両方にかけて明瞭に押

印することを徹底するとともに、証紙収納簿に

その旨を記載するなど改善措置を講じたところ

でございます。

監査委員の決算審査意見書に関しましては、

特に報告すべき事項はありません。

工業支援課は以上であります。

○椎商業支援課長 商業支援課の平成23年度の

決算につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。商業支援課は上から３番目の欄

であります。一般会計予算額は５億7,514

万3,000円、支出済額は５億6,855万5,384円、不

用額は658万7,616円でございます。執行率

は98.9％であります。

目が100万円以上の執行残のものについて御説

明いたします。

10ページをお開きください。中ほどの商業振
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興費の執行残額は567万8,853円であります。こ

れにつきましては、伝統的工芸品等後継者育成

支援事業における実績確定に伴う委託料の執行

残や、みやざき特産品ＰＲ展開支援事業におけ

る補助金の執行残が主な理由でございます。

なお、目の執行率90％未満のものはございま

せん。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の

「商業支援課」のインデックスのところ、ペー

ジで申し上げますと172ページをお開きくださ

い。産業づくり２の（２）商業・サービス業の

振興についてであります。まず、改善事業、ま

ちなか商業再生支援であります。この事業は、

商店街等が行う多様な主体と連携した振興策

や、高齢化等の社会的課題を解決する取り組み

に対する助成、まちづくりを担うリーダーの育

成を行うものであります。昨年度は、高鍋町な

ど５市町村の６事業に対して助成を行い、リー

ダー育成につきましては、延岡市など３市にア

ドバイザーを派遣するなど商店街の活性化を

図ったところであります。

次に、伝統的工芸品振興であります。この事

業により伝統的工芸品の維持発展を図るため、

新たに都城大弓で１名を伝統工芸士として認定

いたしました。

次に、その下のみやざき工芸品商品力育成強

化であります。この事業は、市場のニーズに

マッチした新商品の開発から県外への販路拡大

に至るまで、専門家による一貫した支援を行う

ものであります。商品開発セミナーの開催や、

４団体に対し新商品開発のアドバイザーを派遣

し助言・指導を行うとともに、県外の見本市へ

の出展を支援したところでございます。

続きまして、173ページをごらんください。改

善事業、海外交流駐在員設置であります。海外

交流駐在員を台湾の台北及び中国の上海に配置

して、貿易、投資等に関する情報収集や本県企

業の海外活動の支援、観光・コンベンションの

誘致促進などに努めたところであります。

次に、みやざき県産品輸出支援であります。

県物産貿易振興センター内に輸出促進相談員を

配置しまして、県内企業からの輸出に関する相

談等に応じたところであります。

次に、改善事業、みやざき県産品東アジア販

路拡大総合推進であります。平成20年度に策定

しましたみやざき県産品東アジア販路拡大戦略

に基づき、香港やシンガポールでの海外フェア

や台湾等での海外見本市への参加、バイヤーの

本県招聘による商談会、輸出事情に詳しいコー

ディネーターの配置など、県産品の東アジアへ

の輸出拡大に向けた総合的な取り組みを行うと

ともに、東アジアの活力を一層取り込んでいく

ため、観光誘客や基盤整備などの分野も含む、

みやざき東アジア経済交流戦略を新たに策定し

たところであります。

次に、その下のアンテナショップ多店舗展開

であります。県物産貿易振興センターに嘱託職

員を１名雇用し、大阪府堺市における堺みやざ

き館の開設や、福岡地区におけるアンテナ

ショップの多店舗展開の調査・研究を行ったと

ころであります。

次に、その下の改善事業、みやざき県産品販

路拡大支援プロジェクトであります。県物産貿

易振興センターに委託しまして、首都圏で行わ

れる大規模商談会への参加や、大阪の高島屋な

どでの物産展の開催、新宿みやざき館やみやざ

き物産館等のアンテナショップを活用した展

示・販売等を通じまして、県産品の販路拡大と
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定番・定着化を図ったところであります。

続きまして、174ページをお開きください。ま

ず、ＩＴ技術者養成であります。ＩＴ人材の育

成・確保を図るため、県内ＩＴ企業への就職希

望者30名を対象に、ウエブデザイナーの養成等

に関して職場実習を含む４カ月間の研修を実施

し、うち10名がＩＴ業務を行う企業へ就職し、

それ以外の業種を含めますと合計12名が就職い

たしました。

次に、その下のコールセンター人材養成であ

ります。コールセンターに必要な人材の確保を

図るため、未就職者等106名を対象に、県央、県

北、県西において延べ７回の就職支援研修を実

施し、うち25名がコールセンターに就職し、そ

れ以外の業種を含めますと合計39名が就職いた

しました。

最後に、みやざきＩＴグレードアップであり

ます。ＩＴ産業の活性化を図るため、ＩＴフェ

アによる企業展示やセミナーを開催し、中小企

業のＩＴ化の促進や県内ＩＴ企業の交流促進等

を図ったところであります。

主要施策の成果の説明は以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、特に報告すべき事項はあ

りません。

商業支援課からは以上でございます。

○黒木企業立地課長 それでは、企業立地課の

平成23年度決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。企業立地課は上から５番目の欄でござい

ますが、予算額36億7,561万8,000円、支出済

額35億9,658万5,527円、不用額7,903万2,473円

で、執行率は97.8％となっております。

次に、目の不用額が100万円以上のものであり

ますが、恐れ入ります、15ページをごらんくだ

さい。ページ中ほどの（目）工鉱業振興費

で7,898万5,356円の不用額がございます。不用

額の主なものは企業立地促進補助金でございま

す。企業立地促進補助金は、新規雇用や設備投

資などの実績に応じて支払うこととしておりま

すが、平成23年度に申請を予定しておりました

立地企業のうち一部の企業が申請を見送ったこ

とや、設備投資額及び雇用者数が企業の見込み

を下回ったことなどにより、補助金に執行残が

生じたものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果報告について御説明を

いたします。

主要施策の成果に関する報告書の「企業立地

課」のインデックスのところ、185ページをごら

んください。産業づくりの２の（１）工業の振

興であります。ページ中ほどの「推進施策のた

めの主な事業及び実績」をごらんください。ま

ず、企業誘致推進ネットワーク拡充でございま

す。本県の企業立地環境を広く企業に理解して

いただくことが立地に向けての第一歩と考えて

おりまして、豊富な経験や人脈を有する民間企

業出身の企業誘致コーディネーターを、東京及

び愛知に１人ずつ配置いたしまして、延べ336企

業を訪問し、本県のＰＲと立地への働きかけを

行いました。

次に、立地企業フォローアップ対策強化でご

ざいます。立地企業の地元への定着と事業拡大

による新規投資を促進するため、立地企業の県

内事業所や本社など302企業を訪問いたしまして

企業の状況を把握するとともに、企業からの要

望、相談に市町村などと連携して対応するな

ど、フォローアップに努めたところでございま

す。
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最後に、企業立地促進補助金でございます。

補助金申請のございましたソーラーフロンティ

ア社など15企業に対しまして、設備投資額や新

規の雇用者数等の実績に応じて補助金を交付い

たしました。

これらさまざまな立地活動を展開した結果で

ございますが、次の186ページの上段、施策の進

捗状況にもございますように、平成23年度の企

業立地件数は29件、うち県外企業が５件、1,415

人の最終雇用が予定されているところでござい

ます。しかしながら、長引く景気低迷や円高に

よる海外投資の増加など、企業立地を取り巻く

環境は非常に厳しい状況にございますことか

ら、成長性の高い低炭素関連産業や東九州メ

ディカルバレー構想に基づく医療機器関連産業

などを重点分野に選定いたしまして戦略的な立

地活動を推進し、これからもより多くの立地に

努めてまいりたいと考えております。

平成23年度の主要施策の成果の説明は以上で

ございます。

最後に、監査委員の監査における指摘事項が

１件ございましたので、御説明いたします。

恐れ入ります、特別委員会資料の20ページを

ごらんいただきたいと思います。一番下の「車

両の損傷事故について、運行管理簿に記載がな

く、財務規則に定められた亡失損傷報告書も提

出されていなかった。善処を要する」という指

摘でございます。これにつきましては車両のバ

ンパーの下部を損傷していたもので、運行管理

簿に車両の損傷を追記し、亡失損傷届を提出い

たしました。今後は、財務規則に基づき適切な

事務処理に努めてまいりたいと考えておりま

す。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

説明は以上でございます。

○山下主査 ただいま説明が終了いたしまし

た。

委員の皆様からの質疑を賜りたいと思いま

す。

○右松委員 工業支援課にお伺いしたいんです

が、167ページの事業報告について、新規事業で

中小企業事業改善・挑戦支援というのが1,013

万5,000円決算で出ておるんですが、ちなみに実

績内容の挑戦塾開催とセミナー開催の参加人数

を参考に教えてください。

○田中工業支援課長 まず、挑戦塾であります

けれども、こちらは宮崎市、延岡市、日南市の

県内３カ所で開催いたしております。延べ307名

が参加しております。それから下のほうのセミ

ナーでございますが、これは中小企業経営力向

上セミナーといいまして、門川町、日南市、宮

崎市、えびの市、三股町、高鍋町の県内６カ所

で開催しております。参加者は延べ279名でござ

います。以上です。

○右松委員 1,000万の決算で、具体的に成果を

どこに求めていくか、非常に判定しづらいと考

えてしまうんですが、執行部としてはこれに

よってどういう成果を出していこうという考え

でおられるのか教えてください。

○田中工業支援課長 まず、下のほうのセミ

ナーにつきましては、どちらかといいますと初

心者向けのセミナーでございまして、さまざま

な新事業に関して勉強していくものですけれど

も、これを受講された中から10の企業が新しい

事業に取り組むという成果が出ております。そ

れから上の挑戦塾は実践的な内容のセミナーで

ございまして、こちらの受講者の中から５つの

企業が新事業に展開することにつながっており

ます。経営革新とかいろんな新しい事業につい
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て、ビジネスプランをブラッシュアップするこ

とを学びまして、企業の新たな事業につながっ

たことが成果につながったと考えております。

以上でございます。

○右松委員 新規事業ということで、今、具体

的に伺いまして、一定の成果は出ているのかな

と考えております。

ちなみに決算の内訳ですが、ＰＲ活動といい

ますか、どういった広報をされているのか、そ

の内訳を教えてもらってよろしいでしょうか。

○田中工業支援課長 上の挑戦塾は宮崎商工会

議所に委託をしたものでございます。下のセミ

ナーは宮崎県商工会連合会に委託したものでご

ざいまして、科目は委託料という形になってお

ります。

○右松委員 続いて、企業立地について伺いた

いんですが、185ページの企業誘致推進ネット

ワーク拡充推進事業ですが、513万6,000円とい

うことで決算が出ております。コーディネー

ターは東京と愛知で各１人ということで、私が

違っていたら訂正をお願いしたいんですが、東

京地区が船ヶ山博史さん、東海地区が石橋雄さ

んということで2011年６月２日の記事に出てお

ります。企業誘致の成果を出していくというこ

とでコーディネーターとして選ばれたと思うん

ですが、どういった経歴の人なのか教えてもら

うとありがたいです。

○黒木企業立地課長 お一人の方はリクルート

社のＯＢの方でございます。もう一人は、現在

かわっておられまして、桂田さんという方です

けれども、この方は富士通のＯＢの方でござい

まして、それぞれの経験と人脈を生かして企業

訪問をいただいております。

○右松委員 これは宮崎県じゃないんですが、

他県の資料では、専門家の活動によって実際に

誘致した件数を公表しているところもありま

す。ちなみにお二人の実績はどうなんでしょう

か。

○黒木企業立地課長 23年度の御報告をさせて

いただきます。招致ということで、４社が本県

を視察に来ていただいております。そのほか３

件の企業立地につながったところでございまし

て、コーディネーターの活動がいろんな企業に

訪問いただいてこのような成果になっているの

ではないかと思っております。

○右松委員 年間３件の企業立地に結びつけて

いるということで、成果は出ているのかなと感

じております。

それから186ページですが、目標数値が新規企

業立地数100社ということで、実績は29ですか

ら、ペース的には悪くはないと感じておりま

す。それから県外企業の立地件数ですが、目標

数値30社に対して５社ということで、大変厳し

い状況かと思うんですが、このあたりの分析と

今年度の対策も含めて教えてもらうとありがた

いです。

○黒木企業立地課長 今、委員おっしゃいまし

たように県外からの企業立地というのは非常に

厳しい状況にございます。まず１点は、経済産

業省が1,000平方メートル以上の工場用地を取得

した件数を調査いたしておりますけれども、平

成23年は過去４番目に低い状況でございまし

た。平成22年が過去最低ということで、ここし

ばらく工場等の誘致は非常に厳しいのではない

かと思っております。また、私どもが企業訪問

をさせていただいた際にも、「今のところ投資

の予定はない」といった声がかなり聞こえてお

ります。ただ、一方でリスク分散の動きがござ

います。１カ所に工場、あるいはＩＴ企業が事

業所を構えていてはいけないということで、そ
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ういうリスク分散の動きをしっかりつかまえ

て、それを宮崎県の立地につなげていきたいと

思っております。

○右松委員 いろいろ厳しい環境の中で頑張っ

ておられるというのはわかります。

それから、私の調べた範囲内ですが、以前は

コーディネーターを大阪と福岡にも配置してい

たんじゃなかろうかと思います。23年度は東

京、東海地区と２地域ですが、この辺はどうい

う経緯で２つになったんでしょうか。

○黒木企業立地課長 実は平成22年度までは国

庫補助事業で実施させていただいたんですけれ

ども、平成23年度は国庫補助がなくなりまして

県単の事業になっております。その関係で必要

最小限の人数に絞らざるを得なかったと。た

だ、それにかわるものとして職員がそこをしっ

かりカバーするということで、成果のところに

書かせていただいておりますけれども、県外事

務所の担当職員等と、合わせまして延べ1,477社

の企業訪問をさせていただいたという状況にご

ざいます。

○右松委員 確かに担当職員と合わせて1,477社

ですから、足で動かれているのはわかる数字な

のかなと思っています。それから、専門的な

コーディネーターはプラスになると考えていま

すので、決算額が513万ですから、県外からいか

に企業を引っ張ってくるかという中で、余り絞

るところじゃないのかなと。今後も積極的に展

開してもらって、県外からの企業誘致にさらに

鋭意努めてもらいたいと思っております。

○黒木企業立地課長 先ほど御説明したかった

んですけれども、実は、産業支援財団が取引開

拓アドバイザーを大阪と福岡のほうに持ってい

らっしゃいます。その方々のネットワークある

いは情報も生かした形でネットワーク拡充事業

をやらせていただいているところでございま

す。

○右松委員 ぜひ目標値に向けて頑張っていた

だきたいと思います。以上で終わります。

○図師委員 まず商工政策課、資料161ページで

説明があったんですが、信用保証協会損失補償

金の説明の中で、損失補償実績が114件で事業者

が100社ということですが、概要をもう少し詳し

く教えてください。

○菓子野金融対策室長 この損失補償でござい

ますけれども、平成22年度分を23年度に払った

ものでございます。22年度に発生しました信用

保証協会全体の代位弁済は20億8,000万円になっ

ております。そのうち県制度融資にかかわるも

のが９億9,000万円で、そのうち損失補償の対象

になっておりますのが６億4,500万円になってお

ります。その６億4,500万円に対する損失補償と

して2,741万6,000円ということです。これは口

数が114件、事業者数が100事業者となっており

ます。

○図師委員 今の説明で、口数が114件というこ

とは、１つの事業所が２口、３口というところ

があったということですか。

○菓子野金融対策室長 114口で100事業者でご

ざいますので、一事業者が２～３件あるところ

が若干あったということでございます。

○図師委員 業者的な傾向というのはいかがで

すか。

○菓子野金融対策室長 県融資制度を利用して

いるところは、製造業、建設業、卸売業、小売

業等が多うございます。代位弁済もそういった

業種が多い状況でございます。

○図師委員 信用保証協会の審査、また県にか

かわる査定内容とか、絞り過ぎると中小企業の

育成につながらない。ただ、拡大し過ぎるとこ



-22-

ういう結果になり弁済がふえてくるということ

で非常に難しいバランスかと思われますが、県

も保証協会の方々と密に連携をとりながら、ぜ

ひ企業育成に努めていただきたいと思います。

続けて、委員会資料の５ページ、商工政策課

ですが、不用額の説明をいただいたんですけれ

ども、中山間地域新産業・雇用創出強化事業で

委託料の執行残があったということですが、も

うちょっと詳しくお願いします。

○中田商工政策課長 執行残が741万3,000円余

出ておりますけれども、この事業は、40件採択

し、その事業に対して委託料を支払っておりま

す。その事業で仮に収益が出た場合、例えば委

託料が1,000万、収益が500万出た場合、事業費

で全て1,500万使った場合には特に返還金は生じ

ないんですけれども、1,300万を事業費で使った

場合は、200万を県のほうに返還していただくと

いう契約になっております。収益を全て事業費

で使っていただければ結構なんですけれども、

収益と委託料を合わせた金額が事業費を上回っ

た場合は返還していただくという制度になって

おりまして、この700万の約８割がそういう性格

の返還金になっております。一部、委託料に事

業費が満たないというケースもございまして、

その分を返還していただいたという内容になっ

ております。以上でございます。

○図師委員 理解できたところです。事業収益

が見込みよりも成果が上がったがゆえに委託料

の返還が発生したという理解でよろしいです

ね。

続けて、商業支援課の175ページ、特に数字に

かかわることではないんですが、委員会でも堺

のアンテナショップＫＯＮＮＥに行かせていた

だいて、民設民営で、アンテナショップとして

の効果だけではないプラスアルファもすごくあ

るいい店舗だなと思ったんですが、その後、福

岡の撤退があり、さらに、「民設民営に関して

は全国的に店舗展開を考えていきたい」という

答弁も以前いただいたような気がするんです

が、その後の展開というか見込みはどうなって

いますでしょうか。

○椎商業支援課長 まず、堺みやざき館の状況

についてお話ししますが、現在、堺みやざき館

は南海グリルの店舗内にあります。住宅地とい

うこともございまして対象となるお客様が限ら

れているということで、売り上げが大変厳しい

状況にあるとお聞きしています。ただ、店のほ

うでは、売り上げアップのために、南海電鉄駅

構内でのＰＲ、あるいは野菜とか米など生鮮食

品の販売等によりまして徐々に売り上げをアッ

プしている状況でございます。県としても大阪

事務所と一緒になりまして、販売促進用のグッ

ズ、チラシ、うちわ、ポケットティッシュ等を

提供したり、先ほど申し上げました駅構内での

イベントにも協力しまして、市町村から出てい

ただくとか、そういう取り組みをして側面的な

支援はしております。

もう一点は、恐らく福岡での件だと思うんで

すが、民設民営につきましては一つの方法とし

て当然あると思っておりますが、それを受けて

くれる企業の関係もございます。ただ、福岡で

のアンテナショップの展開についていろいろ方

法はございますので、その中の一つの方法とし

て今後とも検討してまいりたいと思っておりま

す。以上です。

○図師委員 方法の一つとして、例えば、デス

ティネーションキャンペーンを南九州で張って

いるわけですけれども、他県と連携してアンテ

ナショップを開設するというような選択肢は今

後ないものでしょうか。
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○椎商業支援課長 福岡のことをお話しします

と、福岡は北東北３県が一緒になってやってい

る事例はございます。ただ、九州のことを考え

ますと、九州で福岡にアンテナショップを持っ

ている県は沖縄だけです。九州の中で共同でア

ンテナショップを張るとなるといろいろ条件も

変わってきますので、今のところ我々として

は、共同というよりも、単県でどのようなアン

テナショップが設置できるかどうかを研究して

いるところでございます。

○図師委員 他県との連携も含めて、九州管内

に限らず、関西も、また東北も、北海道もとい

うところのリサーチはどんどんかけていただき

たいと思います。以上です。

○緒嶋委員 商工政策課の小規模企業者等設備

導入資金特別会計は、収入未済額が前年より

も92万減っておるのはいいことでありますけれ

ども、未済額は最終的にはどういうことになる

のか。払えなかった場合には未済額がずっと続

くとなるとどういうことになるんですか。

○菓子野金融対策室長 現在、２億9,800万余の

収入未済額がございまして、これは９件になっ

ております。この９件について、今、事業は継

続しておりませんで、ほとんどが解散とか、消

滅登記まではいっていないんですけれども、事

実上事業をやっていない状態が続いておりま

す。これにつきましては高度化資金で６件、近

代化資金で９件、合計の15件でございます。平

成24年度現在の状況でございますけれども、こ

のうち完済が２出ております。各債権の状況を

確認するんですけれども、ほとんどが債務者が

死亡していたり相続人が相続放棄をしていたり

といった状況で、これ以上債権としての機能は

持ち得ないというものが５件程度ございます。

そういったものにつきましては不納欠損処理を

実施していこうと考えております。本年度にそ

ういったことを検討しておりますけれども、そ

の後になりますと、８件、金額で１億3,000万程

度にまで減らすことができるんじゃないかと考

えております。

○緒嶋委員 これは連帯保証人とかそういう制

度は全然ないわけですね。

○菓子野金融対策室長 ほとんどの債権は保証

人をとっております。保証人の実態でございま

すけれども、15件に対する保証人の数は、個人

が45名、法人が３となっております。

○緒嶋委員 そういう人からも返済を受けるこ

とはできんので不納欠損処理するということに

なるわけですか。

○菓子野金融対策室長 今、個人が45名と申し

上げました。その中で生存されている方が27

名、死亡されている方が18名いらっしゃいま

す。生存されている方の中でも、破産や所在不

明ということがございまして、なかなか追及で

きないこともございます。保証人も、先ほど18

名死亡したと言いましたけれども、相続人が63

名ぐらいいまして、その63名も死亡していたり

相続放棄がほとんどでございまして、なかなか

債権を回収できない状況でございます。

○緒嶋委員 これはいつごろ発生して不納欠損

になったんですか。貸し出したときの年数。

○菓子野金融対策室長 先ほど高度化資金と近

代化資金があると御説明いたしました。高度化

資金６件でございますけれども、一番古いもの

が昭和30年代に発生しております。一番新しい

ものが平成14年でございます。県の場合、民間

のように償却いたしませんので、所在不明など

の事実がある限り、調査をしていくというよう

なことをやっております。

○緒嶋委員 昭和30年といったら、職員もまだ



-24-

生まれていない人が相当おられるんじゃないか

と思うけど、今まで不納欠損処理もしなくて置

いたというのは、ある意味では職務の怠慢…

…。今まで処理しなかった理由は何ですか。

○菓子野金融対策室長 県の会計制度で不納欠

損処理ができるようになっております。不納欠

損処理ができる場合というのは、債務者が死亡

して相続人がいない、相続人がいても相続放棄

をしているということで、債務者が全然いなく

なったときには債権としての機能がございませ

んので、その場合に不納欠損処理をさせていた

だくことになっております。ただ、今、調査を

継続して債権として把握しておりますのは、生

存が不明であるとか、死亡が確認されていない

債務者がいる場合となっております。生存不明

の場合は、住民票の保存期限が５年以内という

こともございまして、なかなか調査が難しいと

いったところもございます。

○緒嶋委員 昭和30年といったら56～57年にな

るんじゃないですか。何ぶ何でも会計処理しな

きゃ、50年近くのものをずっと引っ張るという

のはいかがなものか。これは次に回せばいいと

いう、ある意味では滞納整理する熱意がなかっ

たともとられるんじゃないかと思います。

○菓子野金融対策室長 債権管理については努

力をしてきていると考えております。先ほどの

高度化資金ですけれども、昭和31年からこの制

度は始まっておりまして、525件、234億円を貸

し出ししております。そのうち現在延滞になっ

ているのが６件でございまして、延滞率1.14

％、金額が1.08％になっております。この延滞

率というのは非常に小さいと考えております。

また、先ほど説明いたしましたけれども、平

成24年度につきましても、今15件ございますけ

れども、完済が２件、不納欠損処理の予定を５

件しておりまして、それなりの努力をしている

と考えております。

○緒嶋委員 そういう努力をしておると、当

然、室長は思わないかんわな。我々から見れ

ば、努力しておると言えるかどうか。我々の立

場はあなたたちの立場とまた違う面もある。あ

なたたちは一生懸命やっておるという自信を持

たないかんけど、我々から見ればそうは映らん

わけです。そういう点も含めて、自分中心じゃ

なくて、今まで不納欠損にするか何かの方法が

あったんじゃないかという気がしてならんわけ

で、60年近くも引っ張るということ自体がいか

がなものかという気がするわけです。今度、不

納欠損をしたくないけどせざるを得んというこ

とですね。そういうことを考えると、制度的な

ものを含めて、どうあるべきか内部で検討して

いかんと、何十年も引っ張っておくというのは

ですね。一般会計なら不納欠損で50年も引っ

張っておるというのは恐らくないと思います。

督促すれば延ばすことはできるにしても、ここ

はちょっと考えたほうが、後を引き継ぐ人に

とっても問題じゃないかと思いますので、ぜひ

努力をしていただきたいと思います。

それから商工政策課、中山間地域新産業・雇

用創出強化ですけれども、実際、この制度で新

規雇用になった人で継続して雇用された人の数

字はわからんとですか。

○菓子野金融対策室長 不納欠損処理ができる

場合は財務規則の53条に規定がございまして、

完全に取れなくなる場合に不納欠損処理ができ

ると。それまでは、県の財産でございますの

で、県の財産を償却するといった行為ができな

いことになっております。したがいまして、先

ほど申しました不納欠損処理の条件に合わない

限り、ある程度調査もしながら追及もしていか
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ないといけないという形になっているところで

す。したがいまして、すぐにということはでき

ないかもしれませんけれども、引き続き努力を

したいと思います。

○中田商工政策課長 平成23年度40件の事業を

やっております。そのうち事業継続が一部のも

のを含めまして34件、何らかの形で継続がされ

ております。その継続された中で継続雇用者数

ですけれども、ことしの６月に調査しまして、

全体で64名が引き続き雇用されていると聞いて

おります。

○緒嶋委員 これはできるだけ継続雇用になっ

たほうがいいわけですので、経営者の人たちも

含めて、できるだけ継続雇用ができるように、

県のほうからも要請というか指導もして、安定

した職場というのは絶対必要ですので、努力し

ていただきたいと思います。

工業支援課、みやざき農商工連携推進であり

ますけれども、農商工連携推進ネットワーク会

議１回、その下も１回です。今、農商工連携、

第６次産業は強力に進めなければならないと言

われておる中で、ネットワーク会議を１回、ま

た連絡会議を１回というのは、回数としては、

本当に熱意を持って取り組まれておるのかなと

いう気がしてならんわけですが、１回という意

義はどういうことですか。

○田中工業支援課長 このネットワーク会議

は、県内のＪＡ中央会とか農業団体、林業団

体、それからいろんな関係機関で設定している

ものでございます。支援機関連絡会議というの

はその下部組織でございまして、実務者レベル

のものでございます。毎年１回程度開いており

ますけれども、ここで大まかな方針を共有いた

しまして、実働的には産業支援財団のコーディ

ネーターが農商工連携の相談をいろいろ受け

る、あるいは農業振興公社に設置しております

６次化プランナーがいろんな相談を受けて、産

業支援財団と連携しながら農商工連携のマッチ

ングを進めていくという形で進めております。

ネットワーク会議とか支援連絡会議は、いわば

大もとの方針を共有するための会議でございま

して、確かに年１回程度ですけれども、適宜い

ろんな関係者とは情報交換しながら農商工連携

には一生懸命努めているところでございます。

以上でございます。

○緒嶋委員 少なくとも大もとの会議は年２回

ぐらいして、経過とか推進状況をお互い連絡調

整しながらやっていかんと、年１回こうなりま

したじゃなくて、年度内でこれだけの動きが

あってこう進んでおるとか、連携をどう進め

にゃいかんとかいうようなことを議論し合うと

いうことは必要じゃないか。年１回というのは

形式的な会になりがちなんです。会議に出る人

の認識がなかなか高まらない。特に農商工連携

推進をうたっている以上は、もうちょっと機能

的に行動的に元締めが動かないと、下部組織も

動きは鈍いんじゃないかという気がしますの

で、少なくとも年度当初と中間で２回ぐらいは

開いて、状況等をお互い確認し合うことは必要

じゃないかという気がするんですが、これは１

回で十分ですか。

○田中工業支援課長 農商工連携は非常に大事

な施策でございます。関係者が気持ちを同じに

しなきゃいけませんので、今後、回数の増につ

きましては検討したいと思っております。以上

です。

○緒嶋委員 それと農商工連携の166ページ、括

弧書きの807万8,000円、この数字は何ですか。

○田中工業支援課長 これは前年度の決算額で

ございますが、前年度と今年度は差が300万ほど
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ございます。この事業で農商工連携のための調

査員を２名雇用していましたが、うち１名が23

年の10月で退職されました。というのは、いろ

んな財団のコーディネーター等の活動を見るに

つけ、自分ももうちょっとブラッシュアップし

ないといかんということで、経営診断士の資格

を取ろうと一念発起されまして、やめられて勉

強されておるということで、非常に前向きな取

り組みをしていらっしゃる方でございます。た

だ、10月でやめられましたので、その分の人件

費が昨年度と比べますと減になっているという

ことでございます。

○緒嶋委員 これはもうちょっと金額的にふや

しながら、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

それから工業支援課、ものづくり産業新事業

展開支援、新製品開発10件、販路開拓14件。新

製品開発は結果として商業ペースに乗ったわけ

ですか。

○田中工業支援課長 平成23年度は10件新製品

開発をしておりますが、例えば「すしマヨ」と

いう商品がございまして、レタス巻きなどに使

われるマヨネーズを開発したところがございま

す。それから小型風力発電機、太陽光と風力発

電を組み合わせた小型の発電機を開発してい

らっしゃるところがございます。あるいはバッ

テリーの再生とか蓄電システムの開発をされて

いるところ、こういったところがいろんな商談

につながっております。その下の販路開拓支援

も14件行いましたけれども、この展示会に出展

することによりまして、畜産加工品とか福祉向

けの木製テーブル、あるいは小型発電機を合わ

せまして70件の成果が出ております。以上でご

ざいます。

○緒嶋委員 商業支援課、みやざき県産品輸出

支援、県単でやっておられますが、実際、宮崎

県の産品が海外に輸出されておる金額はどのく

らいあるんですか。

○椎商業支援課長 平成22年の統計でございま

すが、これにつきましては加工食品がメーン

で67社が海外に輸出しておりまして、金額とし

ては９億8,000万と記憶しております。

○緒嶋委員 これはふやさにゃいかんわけです

けれども、今、近隣の諸外国との摩擦もありま

すので、なかなか今後厳しいのかなと思いま

す。長い目で見れば、積極的に対応して輸出を

ふやすというのは、県民の所得をふやすという

か地域振興のためにも大変重要だと思いますの

で、これは頑張っていただきたいと思っており

ます。

今度の見本市等もどうかなという考えもして

おりますが、今のところそのことについては検

討していないわけですか。

○椎商業支援課長 上海へのプロモーションの

件だと思いますが、先般、日中国交回復40周年

記念が中止になりまして、その間にいろんな上

海での動きもございます。これは商工観光労働

部だけのお話ではないので、関係部局と慎重に

検討しまして、どういう方法でやるのか、ある

いはできないのか、いろいろ方法を検討してい

ます。近いうちに御報告することがあるかと思

いますので、もうしばらくお時間をいただきた

いと思っております。

○緒嶋委員 数日前の新聞にも国内のいろいろ

な動きも出ておりましたが、そういうことも考

えながら慎重に対応して、はっきり中止という

のは、相手のあることだからどうかと思います

ので、その表現も含めて慎重に取り扱っていた

だきたいということを要望しておきます。以上

です。
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○中野委員 質問が重複して申しわけございま

せん。歳入歳出決算書の特別利子、先ほど質問

があった件ですが、表の見方がわからないの

で、まずそのことを教えていただきたいと思い

ます。小規模企業者等設備導入資金の件であり

ますが、調定額という欄は、予算現額に前年度

の収入未済額を加えた金額ということですか。

○菓子野金融対策室長 この繰越金の予算２

億6,700万円は、12番に繰入金、14番に諸収入と

いった収入がありますけれども、その収入が歳

出を満たさないものですから、繰越金を２

億6,700万取り崩したというふうに見ていただけ

るとありがたいと思っております。

実を言いますと、調定額14億700万円につきま

しては平成22年度の繰越金になります。最初か

ら14億700万円の繰越金があることはわかってお

りますけれども、予算計上としては２億6,700万

円計上しているものでございます。この会計処

理は単式簿記でやっておりますことから、フ

ローの収支予算をこういうふうに経理しており

ます。委員おっしゃるように、14億700万円を複

式簿記のように期首の残として残せばわかりや

すいとは思いますけれども、単式簿記的な処理

ということでこういう予算処理をしているとい

うことでございます。

○中野委員 歳入の７雑入、先ほど質問があっ

た件ですが、これは現年度については全額収入

済額ということで受け入れたということです

ね。そして過年度の分を418円だけ受け入れたと

いうことですか。

○菓子野金融対策室長 この418円は予算現額と

収入済額との比較になります。先ほど説明しま

したように収入未済額が２億9,867万5,000円ご

ざいますけれども、それに対する収入は72万800

円でございまして、残り1,518円は違約金等が発

生したもので、それを加えているということで

ございます。

○中野委員 それで、さっきは昭和30年と言わ

れましたよね。昭和30年ごろに発生したわけで

すね。ということは、そのとき生まれた人が定

年間近、孫であってもかなりの年齢になるの

で、相続人も死亡したであろうし、こういうの

がわかってから、その後の相続権者が相続放棄

をしてきたと思うんです。ですから、完全に回

収はできないと断言できるわけです。それで近

く処理されるような話でありましたが、こうい

うものが不納欠損処理が今までできなかったと

いうのはどういう理由ですか。さっきも回答が

あったような気がしますが、もう一度教えてく

ださい。

○菓子野金融対策室長 先ほど御説明いたしま

したとおり、不納欠損処理ができるのは財務規

則の53条に該当する場合だけということになっ

ております。財務規則53条の規定するものは、

債権としての機能がなくなったもの、端的に言

いますと債務者が死亡した場合、それに相続人

がいない場合を考えていただきますと、債務者

がいないわけですから取りようがないというこ

とで、そういった債権については、民間で言う

償却をすることになります。昭和30年代以降の

分がまだ残っているわけですけれども、その一

つの大きな原因は、ほとんどが生存不明という

ことで死亡確認がとれていないものがございま

して、死亡の確認がとれない以上、債権の償却

はできないという厳格な取り扱いをしておりま

して、管理中ということにしております。

○中野委員 財務の53条に規定があって処理も

できなかったようでありますが、収入未済額の

２億9,867万5,000円は、完全に処理できる金額

というのは幾らなんですか。取り組むようなこ
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とを言われたけど。

○菓子野金融対策室長 今、15件あると申し上

げました。高度化資金については６件、２

億5,369万8,000円ございます。このうち完済が

１件出ます。不納欠損処理後、３件できるので

はないかと考えておりまして、２件、9,600万円

ほど残ります。近代化資金が4,497万7,000円の

予算現額、平成23年度の残高でございます。本

年度、完済が１件出ます。そして不納欠損処理

が２件できるんではないかと思っております。

それで、６件で3,400万円程度残るということで

ございます。したがいまして、15件のうち、完

済２件、不納欠損処理５件、残りが８件、１

億3,000万円程度になるように努力したいと考え

ております。

○中野委員 できるだけ処理をしていただきた

いと思います。53条に規定が云々と言われまし

たけれども、長期間放置されたものを処理する

と何のとがめがあるんですか。誰がとがめるん

ですか。

○菓子野金融対策室長 この中にはほとんど取

れないだろうというものもございます。例え

ば、連帯保証人の債務者が１名残っていらっ

しゃるんですが、県外におられまして、認知症

でグループホームに入っていらっしゃいます。

こういった方々には特に債権執行というわけに

はまいりませんので、どうにもならないという

ところはあるんですけれども、生存していらっ

しゃる限り債権は生きておりますので、不納欠

損処理はできないというような取り扱いをして

おります。

○中野委員 最高責任者の権限でもできないん

ですか。全国に物すごくあると思います。解決

するような手だては、国も含めて考慮されてい

ないんですか。

○菓子野金融対策室長 議会の議決を経まして

債権放棄といったことは地方自治法上に書いて

ございます。ただし、私ども債権管理しており

まして、債権放棄といったことは１回も今まで

やっておりません。そういったことで、今、管

理中というふうにしております。

○中野委員 議会の承認があれば債権放棄がで

きるということですね。

○菓子野金融対策室長 はい、そのとおりで

す。

○中野委員 勇断を持って提案されたらどうで

すか。

○菓子野金融対策室長 財政当局等とも協議を

させていただきたいと思います。

○中野委員 リーダーシップが云々と言われて

いる人がおりますが、ぜひ知事の英断でしてほ

しいと思います。それは部長が考えることだと

思いますので、内部で協議して、ぜひ早く整理

してほしいと思います。要望をしておきたいと

思います。

それから、これも先ほど質問があった件で申

しわけありませんが、報告書の161ページ、保証

協会の損失補償金、ことしは2,741万5,000円県

の信用保証協会へ損失補償をされたわけですけ

れども、114件のうち結果的に信用保証協会が損

失をこうむった額は幾らですか。

○菓子野金融対策室長 114件で６億4,522

万2,000円でございます。これが県が損失負担を

した2,741万6,000円の元金でございます。

○中野委員 ６億4,500万円は、信用保証協会が

損失をこうむって、いわゆる損失処理をした金

額ということですか。

○菓子野金融対策室長 信用保証協会が代位弁

済をした額になります。損失処理のほうは、こ

れから回収等が債権者から行われる場合があり
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ます。それを待ってみないとわからないという

状況でございます。

○中野委員 さっきは代弁額は20億8,000万円と

言われなかったですか、あれは何だったんです

か。

○菓子野金融対策室長 先ほど申し上げまし

た20億8,000万円は、保証協会全体の代位弁済額

になります。

○中野委員 20億8,000万円は保証協会が23年度

の全体の代弁額で、そして114件に係るものは６

億4,500万円であったということですか。

○菓子野金融対策室長 はい、そのとおりで

す。

○中野委員 合わせて20億8,000万円、114件で

６億4,000万円の代弁をしたということは、その

分だけ保証協会が出したわけですよね。このう

ち回収不能額はどのくらいになる予定ですか。

この額から保険金とか何かがもらえるというこ

とですか。

○菓子野金融対策室長 はい、そのとおりで、

信用保証協会は信用保険制度が適用になりまし

て、このうちの７～８割が保険金として信用保

険会計から支払われます。

○中野委員 結局、損失補償額2,741万5,000円

という金額は、県が信用保証協会の経営をよく

するために、さっき言った代弁額に関係なく23

年度は歳出したということですか。

○菓子野金融対策室長 保証協会が行います代

弁につきましては、さまざまな機関が代弁を負

担するといった形で信用保証協会の財務の健全

化を図っております。先ほど申しました20億円

の代弁―これは仮の計算とお考えいただきた

いんですけれども、20億円のうち８割、16億円

が保険で支払いが来る、残り４億円を県と保証

協会が折半して負担する、そういった制度の仕

組みになっております。これは非常に簡単に申

し上げたもので、バラエティーはあるんですけ

れども、おおむねそういった形で負担が行われ

ている状況です。

○中野委員 中身を見ないとわかりづらいんで

すが、例えば、ことしは損失補償額が2,741

万5,000円で、前年度は１億1,549万8,000円と書

いてあります。かなり減ったので、保証協会の

代弁する金額は少なくなったと思ったんだけれ

ども、昨年度の１億1,549万8,000円も損失補償

をしたときの最終的に残った―さっき20

億8,000万円と言われた代弁額は、昨年度は幾ら

あったんですか。

○菓子野金融対策室長 21年度の代弁の状況で

す。これは22年度に支払うものですけれど

も、21年度は35億1,700万円が保証協会全体の代

弁額でございます。県制度の対象が17億9,600万

円、そのうち損失補償を行ったものが11億円で

す。県の制度でも全てのものに損失補償をして

いるわけではございませんで、13貸付中10貸付

について損失補償を行っている状況でございま

して、一昨年度、１億1,500万円県の損失補償を

行いましたが、その元金は11億2,000万円となっ

ています。

○中野委員 損失補償金額がかなり多いからと

いって代弁額が極端に大きいとか云々というこ

とにはならないということですね。貸付の中身

によっていろいろ違うでしょうから。そういう

ことですか。

○菓子野金融対策室長 信用保証協会の損失負

担の割合ですけれども、県がどの程度負担割合

を負うかについては非常に議論があるところで

す。信用保証協会には融資を奨励していただか

ないといけない。しかしながら、県が余りにも

過大な損失をかぶるわけにもいかない。そう
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いった両てんびんを考えて制度をつくっている

ところでございます。例えば平成20年度でした

ら、20年度に最高１億円までしか損失補償しま

せんよとか、責任共有制度とか、損失の負担割

合、現在は２分の１ですけれども、10分の10と

いう時代もございました。負担の適正化を図り

ながら、バランスをとりながら負担をしている

状況でございます。

○中野委員 なぜこういう質問をしたかという

と、来年度から金融円滑化法が切れるわけです

ね。その貸し付けは、新しいファンドをつくら

ないと何とかかんとかとこの前の委員会で言っ

たけど、ああいうものがどっと来れば、損失補

償が云々とか財源額がふえるとかいうことにな

りはしないかと思って、どのくらい信用保証協

会が持ちこたえるんだろうかとか、県の損失補

償額がうんとふえやしないかと思う。そしてま

た、返済ができなくなれば大変なことになりま

すからね。それでいろいろ要望しましたけれど

も、そういう絡みでここの損失補償等の云々と

いうことは余り心配せんでもいいわけですか。

○菓子野金融対策室長 委員おっしゃるよう

に、※金融円滑化法が終了いたしますと、金融機

関のほうに条件変更に応諾する義務がなくなっ

てまいります。金融機関が条件変更するかしな

いかを自由に決定できる状態になります。その

ときに、これまでと同じような条件変更を繰り

返していた企業が、果たして従前と同じような

形で存続できるかどうかといったことが非常に

問題になっているわけです。個々の企業の経営

改善計画がちゃんと樹立されていない、樹立さ

れてもなかなか実行されないといった問題があ

るものですから、経営アシストとか経営支援

チームで経営支援をやっていこうと考えている

ところでございます。

御心配のように、条件変更がとまって資金繰

りがつかなくて、代弁といったことが懸念され

ますので、その対策として県の融資制度なども

総合的に考えていきたいと思います。この前御

指摘いただきました再生ファンド等につきまし

ても研究、検討させていただきたいと考えてお

ります。

○中野委員 経営者のほうも大変だし、また県

の金融政策のほうもいろいろと考慮しなければ

ならない点があったり、肝心の信用保証協会が

揺らぐようでは大変なことになりますので、こ

の前も要望しておきましたから、ぜひ善処して

いただきたいと思います。要望しておきたいと

思います。

それから簡単なことを質問しますが、決算特

別委員会資料の20ページ、監査からの指摘事項

の中で、ここに全部書いてあるんだけど、まだ

説明していないことは質問できないと思います

が、県の証紙―収入証紙のことですか―の

消印の方法が適当でなかったということで、そ

の次にも指摘されているんだけど、さっきは両

方にわたって押印するようにするというふうな

ことでしたが、収入証紙だけに割印みたいなの

をしておったという意味ですか、それとも証紙

に外れてほかのところに押したという意味です

か。

○田中工業支援課長 証紙には消印を押してい

たんですけれども、回りの台紙にかかっていな

かったものですから、証紙だけに消印を押して

いたということでございます。決して別のとこ

ろに押していたというわけではありません。

○中野委員 証紙だけに押印したというけど、

証紙は小さなものですが、押印するものは何を

押印するんですか。

※32ページ右段に訂正発言あり
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○田中工業支援課長 工業支援課の印ですけれ

ども、証紙も何枚か必要なものですから、１枚

だけではなくて、金額によって４～５枚使いま

すが、真ん中部分に押していたという感じで今

まで処理をしたものがあったということでござ

います。

○中野委員 私はまた、１枚の小さなものに、

「処理済」とか「消印」とか書いた楕円形のも

のが外れることはないのになと思ったけど、た

くさん張ってあるものだから、１カ所だけ押し

て、ほかのところを押していなかったという指

摘ですか。

○田中工業支援課長 ちゃんと枚数分はそれぞ

れかかるように押していたんですけれども、回

りの台紙部分にかかっていなかったということ

でございます。証紙だけに押していたというこ

とです。

○中野委員 ５～６枚あれば、その上にぱたん

と押したというわけですね。わかりました。

○重松副主査 商工政策課の162ページの３段目

ですが、上の２段は中央会とか商工会、商工会

議所の窓口だと思うんですけど、３段目の中小

企業等経営基盤強化支援の相談窓口はどこにな

るんでしょうか。

○中田商工政策課長 これは県の商工会議所連

合会に事務局を置いて宮崎県地域力連携推進本

部というのをつくっています。その構成メン

バーが、県の商工会議所連合会が事務局になっ

ていまして、商工会連合会、中小企業団体中央

会が推進本部になっています。その下に経営支

援チームというのが14カ所ございます。県内９

商工会議所、商工会連合会、３カ所の経営支援

センターと中小企業団体中央会の４カ所が経営

支援チームということで、14カ所ございます。

○重松副主査 ということは、商工会に属さな

いと経営指導は受けられないということなんで

しょうか。

○中田商工政策課長 会員じゃないと対象にな

らないのかということだと思いますけれども、

必ずしもそういうことではございません。

○緒嶋委員 委員会資料の15ページ、負担金・

補助及び交付金の7,446万余、これは企業誘致を

予定していたのがうまくいかなかったので不用

額になったというような説明だったと思うんで

すけれども、これは23年度ですが、24年度この

企業は結果として進出したわけですか。

○黒木企業立地課長 企業立地の補助金を出す

場合に雇用者数等の要件がございまして、その

要件を満たさなかったために申請を見送ったと

いうことで、立地をされているのは間違いござ

いません。ただ、人数がちょっと足りなかった

企業があると、その企業の中で24年度に申請を

される企業がございます。もう一つは、もとも

と予定していた設備投資額が減ってしまった。

あるいは雇用を200名と予定していたんですが、

実際は180名になってしまったとか、そういう

ケースで不用額が生じてしまったということで

ございます。

○緒嶋委員 不用額が大きいものだから、見込

み違いがこんなに大きかったのは―今言われ

ましたけれども、事前に企業とある程度調整し

ながらやられると思うんですが、そんなに見込

みが違ったわけですか。

○黒木企業立地課長 ２月補正の段階で、その

前に企業に電話あるいはアンケートで照会をい

たしておりまして、申請するということで予算

額を確保させていただいております。ただ、実

際に申請する段階になったときに、人数が

ちょっと足りないとかですね。

もう一点は、大型のコールセンターがござい
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まして、東北の事業所が被災をしたということ

で、その業務を宮崎のほうに移すと。200名近い

予定外の雇用がふえると聞いておったんです

が、向こうの復旧が早く済んだということで、

結局宮崎のほうの200名近くの雇用が発生しな

かった。それで約3,000万円の減になっている

と。そういうものが積み重なって、申しわけご

ざいませんが、このような数字になってしまっ

たということでございます。

○緒嶋委員 これは２月補正である程度見込ん

で補正するわけですね。不用額がこんなに出る

ということ自体は、普通なら考えられんわけで

す。不用額は無駄な金じゃないから、それはそ

れでいいにしても、そういう点はもうちょっと

慎重にというか詰めをやらんと、決算書として

はいかがなものかという気がしますので、今後

は注意していただきたいと思います。

○黒木企業立地課長 大変申しわけございませ

ん。これからも可能な限り把握に努めてまいり

たいと思っております。

○中野委員 計量検定所というのは何課になる

んですか。

○中田商工政策課長 所管は商工政策課になり

ます。

○中野委員 聞き漏らしたと思うんですが、監

査指摘の３番目は報告されましたか。

○中田商工政策課長 注意事項については、今

回、報告はいたしておりません。

○中野委員 「準公金の現金取扱事務につい

て、適当でないものが散見された」、非常に重

要なことが書いてあるので、この中身を知りた

いんですが。

○中田商工政策課長 この案件は、計量検定所

の中に計量協会というのがございまして、収入

証紙の販売等をやっているんですけれども、会

計事務取扱規程でつり銭の保管が３万円以下と

規定されております。ところが、３万円を超え

てつり銭を保管しているものが散見されたとい

うことで、注意事項として上がっているところ

でございます。

○中野委員 散見というのは。

○中田商工政策課長 そういうものが数件あり

ましたということでございます。

○中野委員 たびたびあったということだな。

○中田商工政策課長 申しわけございません。

具体的に申しますと、平成23年度に20回、１年

間で20日、３万円を超えてつり銭が保管されて

いたということでございます。

○菓子野金融対策室長 先ほど中野委員の御質

問の中で、金融円滑化法の終了に関しまして、

今後条件変更については銀行が自由に判断がで

きると申し上げましたけれども、自由にという

と金融機関のほうで何でもできるというふうに

受け取られたかもしれませんけれども、金融機

関のほうも企業の経営改善については非常に熱

心に取り組んでもらっておりまして、また、金

融庁からもコンサルタント機能の発揮をしろと

いうような話も来ているということでございま

す。その他いろんな面で御協力いただいており

ますので、印象がおかしければ、その点訂正さ

せていただきたいと思います。

○山下主査 そのほかなければ、４課の審査を

終了いたします。

ここで、委員の皆様にお諮りしたいと思うん

ですが、あしたまでの日程を見ますときに、商

工観光労働部はあと３課残っています。時間が

午後４時までとなっているんですが、このまま

継続でよろしいでしょうか。よければ、休憩の

後に３課に説明を求めたいと思いますが、よろ

しいですね。
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では、暫時休憩いたします。

午後３時41分休憩

午後３時46分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成23年度決算について、労働政

策課、観光推進課、みやざきアピール課の審査

を行いますので、それぞれ説明をお願いいたし

ます。

なお、委員の質疑は３課の説明が全て終了し

た後にお願いいたします。

○山之内労働政策課長 労働政策課の決算につ

いて御説明申し上げます。

決算特別委員会資料の２ページをお願いいた

します。労働政策課は上から４番目でありま

す。当課の平成23年度一般会計の決算額は、予

算額79億407万9,000円、支出済額78億2,683

万2,782円、不用額7,724万6,218円、執行率は99

％であります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

12ページをお願いいたします。上から３段目

の（目）労政総務費であります。不用額は6,445

万7,636円となっております。主な理由でありま

すが、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費及

びふるさと雇用再生特別基金事業費におきまし

て実施しました、市町村補助事業や民間企画提

案型事業の事業費確定等により執行残が生じた

ものであります。

次に、（目）労働教育費であります。不用額

は42万1,158円、執行率が83.2％となっておりま

す。主な理由でありますが、中小企業の労使双

方からの相談に対し助言・指導等を行う労働施

策アドバイザー相談支援事業などにおきまして

執行残が生じたものであります。

次に、13ページをお願いいたします。中ほど

の（目）職業訓練総務費であります。不用額

は127万6,268円となっております。主な理由で

ありますが、小中学校などへ技能士を派遣し、

ものづくり体験を行うものづくりアドバイザー

派遣事業などにおきまして執行残が生じたもの

であります。

次に、14ページをお願いいたします。（目）

職業訓練校費であります。不用額は1,080

万7,006円となっております。主な理由でありま

すが、委託訓練に係る訓練生に対する訓練手当

及び民間教育訓練機関等に対する就職率向上の

報奨金が見込みを下回ったことや、離転職者等

に対する委託訓練事業費が見込みを下回ったこ

となどにより執行残が生じたものであります。

以上が労働政策課の平成23年度決算でありま

す。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の「労働政策

課」インデックスがあります177ページをお願い

いたします。まず、産業づくりの４の（１）産

業を支える人材の育成・確保であります。「施

策推進のための主な事業及び実績」欄をごらん

ください。主な事業について御説明いたしま

す。一番下の新規事業、宮崎県技能検定セン

ター管理運営でありますが、当時の独立行政法

人雇用・能力開発機構、現在の独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構から平成22年度

末に建物の無償譲渡を受け、平成23年度から管

理・運営を行っておりますが、平成23年度は、

当センターにおいて技能検定を委任しておりま

す職業能力開発協会により41職種の技能検定が

行われたところであります。

次に、178ページをお願いいたします。下段の
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県立産業技術専門校でありますが、平成23年度

は、４科、１・２年生合わせまして128人に対し

職業訓練を行い、64名が終了したところであり

ます。また、高鍋校におきましては３科27人に

対し職業訓練を行ったところであります。委託

訓練につきましては、離転職者や若年者、母子

家庭の母等を対象とした訓練コースを設け、パ

ソコン事務等の訓練を実施し、早期の就職に努

めたところであります。

次に、180ページをお願いいたします。中ほど

の（２）就業支援と職場環境整備であります。

下段の改善事業、若年者就職支援推進でありま

すが、ヤングＪＯＢサポートみやざきにつきま

しては、若年求職者に対して就職相談や職業紹

介などを行っており、昨年度は、土曜日の開所

に加え、宮崎駅西口のＫＩＴＥＮビルに移転

し、利用者の利便性の向上を図ったところであ

ります。また、就職活動に必要とされる基礎的

な知識を学ぶためのセミナーも開催したところ

であります。

次に、181ページをお願いいたします。３段目

の県内就職促進強化でありますが、県内６地区

での県内就職説明会の開催等によりまして、雇

用の掘り起こしや出会いの場の確保、また企業

情報の発信等を行い、県内就職の促進を図った

ところであります。

次の改善事業、Ｕ・Ｉターン推進であります

が、ふるさと宮崎人材バンクの運営やふるさと

就職説明会を県外３会場で開催し、県外のＵ・

Ｉターン希望者の県内就職の促進や県内企業の

求める人材確保の支援などに努めたところであ

ります。

次の緊急雇用創出事業臨時特例基金と、恐れ

入ります、次の182ページの１段目、ふるさと雇

用再生特別基金でありますが、現下の厳しい雇

用情勢を踏まえ、地域における一時的な雇用・

就業機会の創出、または安定的な雇用機会の提

供を図るため、市町村補助事業など積極的に事

業を展開し、雇用創出に努めたところでありま

す。

次に、大変恐れ入りますが、また181ページに

戻っていただきまして、一番下の新規事業、若

年者人材育成就職支援でありますが、人材派遣

会社への委託によりまして、若年者に対し研修

や短期就業の機会を確保するとともに、ヤング

ＪＯＢサポートみやざき等と連携し、職業人と

して必要となる知識や技術の習得を図り、就職

につなげるための支援を行ったところでありま

す。

次に、182ページをお願いいたします。一番下

の段の労働福祉でありますが、九州労働金庫に

貸付金の預託を行い、中小企業労働者等を対象

とした低利の協調融資を実施すること等によ

り、県内中小企業労働者の生活の安定と福祉の

向上に努めたところであります。

主要施策の成果については以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、特に報告すべき事項はご

ざいません。

労働政策課は以上であります。

○向畑観光推進課長 観光推進課の平成23年度

歳出決算について御説明申し上げます。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。観光推進課は一般会計と特別会計がござ

います。まず一般会計ですが、上から６番目の

欄にあります一般会計予算は８億5,626万3,000

円、支出済額は８億4,361万9,250円、不用額

は1,264万3,750円、執行率は98.5％でありま

す。

また、その下の特別会計は、上から２番目の
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欄、観光推進課のところ、えびの高原スポーツ

レクリエーション施設特別会計と県営国民宿舎

特別会計との合計になりますが、予算額は３

億6,346万円、支出済額は３億6,341万1,609円、

不用額は４万8,391円、執行率は99.9％でありま

す。

それでは、資料の16ページをお開きくださ

い。目の執行残が100万円以上のものは、上から

３行目の（目）観光費で不用額が1,264万3,750

円となっております。これは、委託事業や補助

金の額の確定に伴う執行残でございます。

執行率が90％を下回った目につきましては、

該当ございません。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明申

し上げます。

お手元の横長の資料、平成23年度宮崎県歳入

歳出決算書の５ページ、えびの高原スポーツレ

クリエーション施設特別会計でございます。中

ほどの歳入合計の欄をごらんください。予算現

額565万2,000円、調定額565万2,204円、収入済

額565万2,204円で、収入未済額はございませ

ん。

次に、同じ資料の７ページをお開きくださ

い。県営国民宿舎特別会計でございます。中ほ

どの歳入合計の欄をごらんください。予算現額

３億5,780万8,000円、調定額３億5,780万8,713

円、収入済額３億5,780万8,713円で、収入未済

額はございません。

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

お手元の平成23年度主要施策の成果に関する

報告書の「観光推進課」のインデックスのとこ

ろ、187ページをお開きください。産業づくりの

活発な観光・交流による活力ある社会の（１）

観光の振興についてであります。主な事業につ

いて「施策推進のための主な事業及び実績」の

欄で御説明いたします。表の一番上、観光振興

応援につきましては、観光振興を図る企画を公

募いたしまして、県内の観光関係10団体に委託

したものであります。観光振興のための主体的

な取り組みが進められ、本県観光を支える体制

の整備充実や人材の育成を図ったところでござ

います。

次に、上から３番目のコンベンション等開催

支援についてであります。これは、これまでの

ノウハウを生かして51件のコンベンション等の

開催支援を実施いたしますとともに、アフター

コンベンションの受け入れノウハウなどが蓄積

されたところでございます。

次に、表の下から２番目、改善事業、魅力あ

る観光地づくり総合支援につきましては、観光

拠点の整備など10件に対して補助を行ったもの

であります。それぞれの地域において観光資源

の発掘や磨き上げの取り組みが進められ、観光

地の魅力向上が図られたところでございます。

次に、表の一番下の「日本のふるさと宮崎」

誘客促進につきましては、大都市圏における観

光物産展等の実施や国内外旅行会社等への旅行

商品の働きかけなどによりまして、本県への観

光誘客の促進を図ったところでございます。

次に、188ページをお開きください。表の上か

ら２番目のみやざき恋旅プロジェクトについて

であります。これは、宿泊施設等とタイアップ

した宮崎恋旅キャンペーンや、宮崎恋旅を取り

入れた旅行商品への造成支援を行ったところで

ございます。本県観光の新たな魅力である宮崎

恋旅のＰＲを行うことにより、新たな観光誘客

の促進を図ったところでございます。

次に、下から２番目、新規事業、口蹄疫復興
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誘客対策についてであります。これは、口蹄疫

の被害を受けた本県観光関連産業の復興を支援

するため、航空会社等が行う観光キャンペーン

等について助成いたしまして、本県への観光誘

客の促進を図ったところでございます。

次に、表の一番下の新規事業、韓国誘客対策

強化事業についてであります。新燃岳の噴火や

東日本大震災等の影響により観光客が大幅に減

少した韓国に対しまして、最新の宮崎の観光情

報を発信したところでございます。

次に、190ページをお開きください。（２）県

境を越えた交流・連携の推進についてでありま

す。表の一番上、九州新幹線誘客対策につきま

しては、南九州３県で連携した関西・中国地方

での九州新幹線全線開通ＰＲの実施によりまし

て、宮崎県の位置等をＰＲいたしました。本県

観光をより促進するために行ったところでござ

います。

その下の南九州３県デスティネーションキャ

ンペーンについてでございます。これは、全国

のＪＲグループや熊本県、鹿児島県と連携いた

しましてパンフレット、ポスター等を作成し、

全国の旅行会社や観光客に向けて南九州３県へ

の送客を目標とした情報発信を行ったところで

ございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は以上でございます。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

お手元の決算特別委員会資料にお戻りいただ

きまして、20ページをごらんください。（１）

の収入事務についてであります。「旅行業更新

登録申請手数料等について、証紙の消印の方法

が適当でないものが散見された」という御指摘

がございました。これにつきましては、申請書

類を受理し証紙を消印する際には、申請書と証

紙面の彩紋にかけて明確に押印することを徹底

いたしました。その旨、申請書類受付チェック

シートに記載するなどの改善措置を講じたとこ

ろでございます。

次に、お手元の平成23年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書の41ページ

をお開きください。（７）県営国民宿舎特別会

計に関する審査の意見・留意事項等についてで

あります。「県営国民宿舎は指定管理者制度を

導入し運営を行っているが、平成23年度は長引

く新燃岳の噴火や東日本大震災後の全国的な観

光旅行の自粛が大きく影響し、えびの高原荘、

高千穂荘とも昨年度に比べ宿泊客数が減少し損

失を計上している。このため、利用者の確保や

適正な管理運営等について、引き続き指定管理

者と十分連携をとりながら、効率的かつ安定的

な施設の管理・運営を行うことが望まれる」と

の意見をいただいたところでございます。平

成23年度につきましては、新燃岳の噴火や東日

本大震災の影響が想像以上に大きく、割引宿泊

プラン等の設定や広報宣伝活動の強化など宿泊

者の獲得に努めたところでございますが、何分

宿泊者が減少し損失を計上することとなってお

ります。そのような中、指定管理者におきまし

ては、経費削減に努めますとともに利用者への

サービス向上のためのさまざまな取り組みが行

われたところでありますが、今後さらに効率的

かつ安定的な施設の管理運営を図るため連携を

密にいたしまして、集客イベントの実施や広報

宣伝活動を強化することにより利用者の確保に

努めてまいりたいと考えております。

観光推進課の説明は以上でございます。

○井手みやざきアピール課長 みやざきアピー

ル課の平成23年度歳出決算について御説明させ
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ていただきます。

決算特別委員会資料の２ページをお願いいた

します。みやざきアピール課は、表の中段、上

から７番目の欄でございます。一般会計予算額

は１億7,209万1,000円、支出済額は１億7,124

万2,511円、不用額は84万8,489円、執行率

は99.5％であります。

執行残が100万円以上、執行率が90％を下回っ

た目は、該当ございません。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成23年度主要施策の成果に関する

報告書の「みやざきアピール課」のインデック

スのところ、191ページでございます。産業づく

りの３活発な観光・交流による活力ある社会

（１）の観光の振興についてであります。主な

事業について、「施策推進のための主な事業及

び実績」の欄で御説明いたします。表の一番

上、県外みやざき応援団ネットワーク強化につ

いてであります。この事業は、県外在住で本県

にゆかりのある著名人の方を「みやざき大使」

に、本県に親しみを持っていただいている県外

在住の方々を「みやざき応援隊」として委嘱・

認定いたしまして、この方々に本県の旬な情報

を随時提供しておりまして、口コミによる本県

の魅力発信を図ったところであります。また、

本県の食と旅の魅力を紹介した情報誌「Ｊａｊ

ａ」を作成しＰＲするとともに、マスメディア

等を活用するなどさまざまな機会を捉えて、本

県の旬な情報を全国に発信したところでありま

す。

次に、上から２番目の新規事業、「オールみ

やざき営業チーム」推進についてであります。

本県の農畜産物や特産品、観光などの魅力を効

果的にアピールするために、東京、大阪、広

島、福岡の各都市圏におきまして、本県の魅力

を集中的にＰＲする「みやざきweeeek」を実施

するとともに、本県特産品フェアを大手民間企

業と協力して開催したところであります。ま

た、公募及び一般投票等を経て決定いたしまし

た本県のシンボルキャラクター「みやざき犬」

がさまざまなイベントで活用されたほか、さま

ざまな商品にみやざき犬のイラストが使用され

るなど、徐々に県内外にシンボルキャラクター

が浸透してきたところでございます。

続きまして、表の下から２番目、スポーツラ

ンドみやざき総合推進についてであります。平

成23年度のスポーツキャンプ・合宿の受け入れ

状況につきましては、積極的な誘致活動などに

よりまして、口蹄疫や新燃岳噴火の影響で落ち

込んだ平成22年度の実績を上回ったところであ

ります。特にことしの春季キャンプにつきまし

ては、プロ野球５球団、Ｊリーグは過去最高

の23チーム、あわせて韓国プロサッカーチーム

２チームがキャンプを実施するなど、本県が

トップクラスのキャンプ地であることを全国に

発信できたところでございます。

次に、表の一番下、スポーツランドみやざき

施設等整備促進につきましては、市町村が行う

スポーツ施設の改修等を支援し、スポーツキャ

ンプや合宿の定着化、新たな誘致のための環境

整備を図ったところでございます。

次に、192ページをお願いいたします。表の一

番上の新規事業、波旅プロジェクト推進につき

ましては、関係団体等の行う受け入れ体制整備

を支援するとともに、波旅のポスターを作成し

情報発信を行うなど、サーフィンを初めとする

マリンスポーツを活用した観光振興を図ったと

ころであります。
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主要施策の成果に関する報告書については以

上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関して、特に報告すべき事項はございま

せん。

みやざきアピール課の説明は以上でございま

す。

○山下主査 執行部からの説明が終了いたしま

した。

委員の皆様から質疑を承ります。

○右松委員 幾つか質問したいと思います。ま

ず、ここには出ていませんが、つい先日、28

日、シーガイアのサンホテルフェニックスで九

州・沖縄地区の防衛協会の連絡協議会の宮崎大

会が行われたんです。九州各県、沖縄を含めて

多数の関係者が来場されていました。みやざき

観光コンベンション協会が共催だったですか主

催だったですか。

○向畑観光推進課長 わかりかねますので、調

べます。

○右松委員 それでレセプションがあったんで

すが、神楽が舞われました。私が聞きたかった

のは、なぜヤマタノオロチの神楽をあそこで

舞ったのか。島根県の神話にまつわる神楽にな

るんですが、本県には、タヂカラオが岩戸を持

ち上げて投げるとかいろいろ神楽があるわけで

すが、なぜヤマタノオロチになったのか、その

いきさつを教えてください。

○向畑観光推進課長 把握しておりませんの

で、調べさせていただきます。

○右松委員 これは受け取る人の受け取り方で

すから、私の意見が全てじゃないと思っていま

す。ただ、私はすごく違和感を感じました。宮

崎に来てくれて、宮崎をＰＲできる格好の場

で、なぜ島根県のヤマタノオロチを舞わないと

いけないのか、理由が全くわからないんです。

せっかくのああいう場ですから、宮崎をしっか

りとＰＲしてもらいたいんです。なぜそういう

発想になるのか。正直申し上げて、観光コンベ

ンション協会のそもそもの問題点だと思ってい

ます。以前申し上げましたが、宮崎で今度やり

ます島根とか奈良の「ご当地グルメ」、あれは

あれで楽しいからいいんでしょうけれども、

やっぱり宮崎をしっかりとＰＲしてもらいたい

んです。考え方が根本的にずれているような気

がしますので、いきさつを後で教えてくださ

い。

それで、何点か質問させていただきたいんで

すが、労働政策課に伺いたいと思います。181

ページの若年者人材育成就職支援についてです

が、２億7,849万2,000円ですから、大変大きな

決算額になっています。委託先が５つの企業と

いうことですが、具体的に、金額も含めて５つ

の企業にどういうふうに委託をされたのか、詳

細を教えてください。

○平原地域雇用対策室長 人材育成就職支援事

業につきましては、人材派遣会社に委託してお

りまして、23年度は、株式会社スープル、テン

プスタッフ福岡株式会社、ランスタッド株式会

社、株式会社文化コーポレーション、マンパ

ワーグループ株式会社の５社でございます。

○右松委員 ５社で２億7,849万ということであ

れば、委託金額が一番多いところはどこなの

か、それと金額を教えてください。

○平原地域雇用対策室長 一番多いところが株

式会社スープルの１億500万円余でございます。

○右松委員 若年者人材育成就職支援というこ

とで、人材派遣にこの金額で委託するんです

が、下の新規雇用失業者数196人と出ています。

これも含めて具体的な成果がどうなったのか教
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えてください。

○平原地域雇用対策室長 この人材育成就職支

援事業につきましては雇用基金事業でございま

すので、先ほど申しましたように人材派遣会社

のほうで一旦、半年なら半年の雇用契約を結び

まして、通常は１カ月程度研修をいたします。

パソコン、ビジネスマナーなど就職に必要な座

学による研修を行いまして、その後、紹介予定

派遣といいまして、企業と面接して自分の行き

たいところを選び、企業とマッチングができま

したら、その企業に研修という形で派遣をいた

します。これは紹介予定派遣ですので最大６カ

月までできるんですが、通常３～４カ月職場実

習をいたしまして、実習の結果、企業がこの人

なら採用してもいいということであれば、実習

先の企業と雇用契約を結び、そちらに勤め始め

るという事業でございます。

結果といたしましては、まず人材派遣会社

で196人雇用いたしまして、今言いました研修等

をやっております。研修の途中でやめてしまう

人も当然出てきますが、会社とマッチングがか

なったのが187人でございます。そのうち最終的

に研修先の企業に直接雇用されたのが115人と

なっております。正規の社員が80名、非正規の

方、契約社員などが35名という内訳になってお

ります。以上です。

○右松委員 187名がマッチングして、115名が

最終的に雇用されたということで、私が考え方

がわからないのかもわかりませんが、「新規雇

用失業者数」と出ているんですけど、こういう

表現なんでしょうか。

○平原地域雇用対策室長 「新規雇用失業者」

という表現は、緊急雇用事業やふるさと雇用基

金事業で、国のほうからこういう用語で指定を

されている使い方でございまして、若年者人材

育成就職支援事業の場合は、失業して仕事を探

しておられる方もおられますし、新卒で未就職

の方もオーケーということで国のほうの話を受

けておりますので、新卒未就職者も入っており

ます。

○右松委員 大体わかりました。115名は雇用さ

れた後は会社のほうで給与が出ると。187名の

マッチングの数と補助した金額と数字的には

合っているんでしょうか。

○平原地域雇用対策室長 この中身については

一人一人全部出していただきまして、幾ら払っ

たということまで確認をしております。ちなみ

に、これは基金事業でございますので、23年度

は人件費を半分以上、研修に係る経費を残りの

６割という形で、できるだけ実際に雇用される

方の人材育成につながるという形で縛りをかけ

てやらせていただいております。

○右松委員 一定の事業対効果が出ていると考

えていますので、わかりました。了解しまし

た。

次に、観光推進課に伺いたいと思います。187

ページ、魅力ある観光地づくり総合支援という

ことで2,615万6,000円が決算されていますが、

具体的な整備の中身を教えてください。

○向畑観光推進課長 魅力ある観光地の場合

は、各市町村とか公益で観光をやっていらっ

しゃる団体に対する支援でございますが、特に

実施主体としては市町村が多うございます。10

件のうちに、魅力ある観光地づくりで行ってお

りますのが、串間市の都井岬での展望台の作

製、えびのでのＢ級グルメの開発、高原町での

観光拠点整備、日之影の場合は森林セラピーの

整備、そして五ヶ瀬でのフォトコンテストと

いった事業を展開しているところでございま

す。
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○右松委員 市町村が事業主体ということで、

こういう形でいろんな観光施設の整備の声はか

なり上がってきていると思うんですが、その辺

の状況はどうでしょうか。

○向畑観光推進課長 私ども、各市町村も含め

てお声をかけております。ばらつきが若干ござ

いまして、手を挙げてくださっていない部分も

もちろんあるものですから、そういったところ

には、まず、どういう形で自分ところの観光を

盛り立てていって、重点地区はどこに置くのか

といったプランニングをやって、それの支援を

しながらいろんな事業をされるというふうに

なっておりまして、声をかけているんですけれ

ども、全ての手は挙がっていない状況でありま

す。

○右松委員 古事記編さんに関連する史跡も含

めていろいろと一般質問でも申し上げました

が、できるだけ誘客につながるような施設の整

備をお願いしたいと思っています。

それから次のページ、188ページの教育旅行受

入体制整備ですが、530万組まれていまして、こ

こに事業内容は書いているんですが、具体的に

何に取り組んで、どういった成果が出されたの

か教えてください。

○向畑観光推進課長 これは財源はふるさと雇

用再生特別基金を活用させていただいておりま

して、日本旅行の宮崎支店に１名の方を雇用し

まして、そこで旅行発地、宮崎に向かってどこ

から来られるか等の情報とともに、特に最近は

体験とか歴史が多うございますので、県内のモ

デルコースのガイドブックをつくっておりま

す。このガイドブックをもとに、学校や旅行会

社、特に新幹線ができましたことから関西・中

国地方へのＰＲを進めているところでございま

す。その基本的なところをこの事業で担ってい

ただいているところでございます。

○右松委員 教育旅行は、詳細なデータが手元

にないので軽々に申し上げられないんですが、

はっきり言って成果が上がっているのかなと感

じております。単年度で見てしまうといけない

のかもしれませんが、530万の事業で具体的に成

果が出たんでしょうか。

○向畑観光推進課長 修学旅行の場合、小学

校、中学校、高校となりますと、来ていただく

ためには２～３年かかっております。こういっ

たガイドブックをつくって切れ目のないキャン

ペーンとか、もう一つ大事なのが、モデルコー

スをつくったとしても、旅行会社の方に体験し

ていただかなくてはいけないということで、特

に24年度に関しましては、高千穂から入ってこ

られる方、霧島から入ってこられるコース、幾

つかのコースを実際に体験していただいており

ます。残念なことですけれども、本県への修学

旅行の数というのはすごく厳しい状況でござい

まして、2,000名を下回るような状況でございま

す。

○右松委員 ちょっと畑が違いますが、教育委

員会との連携はやられているのかどうか伺いま

す。

○向畑観光推進課長 昨年から、特に小学校、

中学校を対象に、教育委員会の方々と一緒にな

りまして、今のところ鹿児島県を特に重点的に

校長会等を回っているところでございます。

○右松委員 データを調べてみますけど、常々

思うんですが、特に観光推進課は部局の連携が

物すごく必要なところだと思うんです。そのあ

たりのことをしっかりと認識していただいて、

横断的に取り組んでいただきたいと思っており

ます。事業費として予算を組んで決算を出して

いる以上は、成果をしっかりと出してもらいた
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い。それが足りなければ予算規模を拡大しても

らって、しっかりと成果が出るようにしてもら

いたいということを要望したいと思っていま

す。

それから、その下の施策の進捗状況ですが、

県外観光客が544万人、これは22年度実績という

見方でいいかと思うんですが、ちなみに、以

前、委員会で言われたかもしれませんが、23年

度実績を教えてもらうとありがたいです。

○向畑観光推進課長 先般の委員会で御説明さ

しあげたのは官公庁が出している宿泊者数でご

ざいまして、23年度は取りまとめているところ

でございますので、いましばしお待ちいただけ

ればと思っております。

○右松委員 それから190ページ、九州新幹線の

誘客対策は予算、決算とも1,050万6,000円とい

うことですが、1,000万程度でどれぐらい誘客対

策ができるのかどうか、どういうことをやって

おられるのか具体的に教えてください。

○向畑観光推進課長 九州新幹線の対策でござ

いますけれども、駅からのお客様をどう持って

くるかということになりますと、県だけではな

かなかできない部分がございますので、広域観

光の周遊ルートをつくっていこうということで

キャンペーンをさせていただいたところでござ

います。金額的には少ないように見受けられま

すけれども、中身といたしましては、全国の駅

で５連貼りのポスターを張ったり、旅行商品を

つくっていただいたり、そういったものに使わ

せていただいております。本県だけではござい

ませんで、鹿児島県、熊本県、そして何といっ

ても、九州を初めとするＪＲグループが一緒に

なって今回はキャンペーンをさせていただいた

ところでございます。

○右松委員 一生懸命やっておられる中で大変

厳しい言い方かもしれませんが、観光推進課の

事業全般、成果を出すにはどうすればいいかと

いうことで、結果を出してもらいたいと思って

います。結果を出すために予算が足りないので

あれば、知事に言って多くしてもらうとか、本

当にこの使い方でいいのかどうかしっかりと考

えていただいて、観光浮揚に全力で取り組んで

もらいたいと思っております。以上で終わりま

す。

○緒嶋委員 労働政策課、178ページ、県立産業

技術専門学校で４科128人が卒業されて、そのう

ち64名が就職されたということですが、あとの

卒業された方はどうなったんですか。どういう

ふうになっておるわけですか。

○篠田県立産業技術専門校長 これは４科で２

カ年課程ですので、２年生が64名卒業しまし

て、１年生が残っております。１・２年生合わ

せた数が128名ということです。以上です。

○緒嶋委員 であれば、卒業生は全部就職され

たというふうに見ていいんですか。

○篠田県立産業技術専門校長 西都の本校は64

名が全員就職しましたけれども、高鍋校につい

ては一部未就職の者もおりまして、現在の段階

では、その後、学校のほうでハローワークと協

議しながら、今現在１名の方が未就職という状

況になっております。以上です。

○緒嶋委員 就職率はいいということですね。

ありがとうございます。

それから、労働政策課の緊急雇用創出事業臨

時特例基金は、先ほどちょっと出た若年者のあ

れもあったですけれども、これは継続して雇用

できた実数はわからんですか。

○平原地域雇用対策室長 緊急雇用のほうは、

短期間のつなぎ雇用を生み出すということで、

雇用期間も１年以内に限定されておりまして、
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１年間で終了するような事業も結構ございま

す。ただ、できるだけ継続雇用が望ましいとい

うことで、先ほど説明しました人材育成就職支

援事業などをやっております。これは６割近い

継続雇用になっておりますが、年度をまたがっ

て雇用する人などもいますので最終的な数字は

まだ出ていないんですが、緊急雇用の場合は２

割ぐらいは継続雇用になるんじゃないかと思い

ます。それから、そこで人材育成をしますの

で、他の事業所に就職をされる方が１割弱ぐら

いはおられると思います。先ほど言いましたよ

うに緊急雇用はつなぎ雇用ですが、３割ぐらい

は次の就職につながるものと思っております。

○緒嶋委員 そういうことであれば７割の方は

失業されるというふうに考えることもできると

思うんです。宮崎県は全体的に有効求人倍率が

厳しいという中でありますし、県民の生活の安

定のためには安定した雇用が必要でありますの

で、雇用の創出が大変重要な県政課題ではない

かと思います。そういう政策を今後つくってい

ただきたいと思います。

次に、教育旅行、右松委員も言われました

が、宮崎県の場合は、かつては小中学校の修学

旅行で、宮崎に宿泊されて次の地に行かれると

いうのがかなりあったんですが、今、2,000人と

言われたですか。

○向畑観光推進課長 今、2,000人を下回ってお

ります。

○緒嶋委員 最も多かったときはどのくらい

だったか、統計はないですか。

○向畑観光推進課長 平成２年が５万3,981人で

ございます。最近は相当厳しくなっておりまし

て、特に平成14年ぐらいからは１万人を切るよ

うな状況でございまして、暫定値でございます

けれども、23年度が1,966人になっているところ

でございます。

○緒嶋委員 これはかつて一番多いときの５％

にも満たないぐらいの大変深刻な問題だと思う

んです。県は海外旅行の韓国とか台湾旅行者に

金銭の支援を今でもしておるわけですか。韓国

や台湾に研修などに行かれる人への支援は、今

はもうやめたんですか。

○向畑観光推進課長 観光推進課ではやってお

りませんけれども、総合交通課のほうでそう

いった事業を取り組まれたと記憶しているとこ

ろでございます。

○緒嶋委員 宮崎県内に１泊すれば１人1,000円

とか、ある程度政策的にもとに戻す努力を全体

的な県の考え方でやらないと、旅行の地産地消

的な発想で、各学校に財政的な支援することで

呼び戻すような政策をしないと、これだけ教育

旅行が減っておるというのは、本当にもったい

ない。極端に言うと県外からほとんど見えてい

ないということでもあるわけですか。鹿児島、

大分、熊本を含めて県外の子供が宮崎に就学旅

行に来ておるというのはほとんどないと理解し

ていいんですか。

○向畑観光推進課長 県外から来ていただいて

いるのが1,900名でございます。

○緒嶋委員 県内の学校は、修学旅行で宮崎に

宿泊する学校は一つもないということですか。

○向畑観光推進課長 教育委員会からの話によ

りますと、体験学習等々でそういう取り組みは

していらっしゃいますけれども、修学旅行とい

う形では県外に出ていかれると伺っておりま

す。

○緒嶋委員 これは今後の大きな課題だと思う

んで、何らかの対策というか政策を進めていか

んと、県外から2,000人を切っておる、県内もほ

とんどいないということは、ほかの県では考え
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られんことじゃないかと思うんです。これは大

きな課題として捉えていただきたいと思いま

す。

それと、スポーツランドみやざき総合推進、

これは22年度よりもふえておるということであ

りますけれども、巨人軍が半分は沖縄にキャン

プを張るというようなこと、また今度は、韓国

とのいろいろな問題であちらからのサッカー

チームとか野球チームが果たしてことし来るか

どうかということも懸念材料でもあるわけで

す。宮崎県の場合はスポーツランドみやざきと

いうのは大きな目玉でもあるので、これについ

ては今後このままでいいのかなという気がする

んですけれども、このことについては今後の展

開を含めて課題はないですか。

○井手みやざきアピール課長 スポーツキャン

プにつきましては、参加者数は24年春が最高

だったということで、引き続きこの流れをいか

にとどめていくのか。おっしゃるとおり巨人軍

のキャンプが後半、沖縄に行っているというこ

とで、この委員会でもお話いただきまして、私

どもも危機感を持っております。分析します

と、理由としては、チームの仕上がりがだんだ

ん早くなっておりまして、２月後半には練習試

合ができる環境を求めている、そういう環境づ

くりを宮崎県としても取り組んでいかないとい

けないと認識をしているところでございます。

これに向けて県としてどういうことができるか

いろいろ検討していきたいと思っております。

○緒嶋委員 ぜひ努力していただきたいと思い

ます。

それから、県外みやざき応援団ネットワーク

強化、みやざき大使163名の方の活動内容という

のはどういうことをされるわけですか。

○井手みやざきアピール課長 みやざき大使に

つきましては、基本的に個人的な活動をお願い

しておりまして、組織立ててこれをやってくだ

さいというようなお願いをしているわけではご

ざいませんが、それぞれに非常に波及力の大き

い方々をお願いしています。芸能人の方とかス

ポーツ選手、例えばこの間の競泳陣でメダルを

取りました松田丈志選手、そういう方々にお願

いしておりまして、マンゴーを食べているとこ

ろを外に出していただくとかしております。一

人一人の取り組みを全部把握しているわけでは

ございませんが、そういう形でいろんなことを

やっていただいていると認識しております。

○緒嶋委員 この人たちには何らかの金銭的な

支援とか、物品を送るとか、いろいろなことを

されておるわけですか。

○井手みやざきアピール課長 基本的には、み

やざき大使の名刺をお配りするという形をとっ

ておりまして、これは各人からお申し出があっ

たたびにお配りをしています。あとは毎月ペー

スで旬な情報ということでいろんな冊子をお配

りしておりまして、金銭的な支援等は一切こち

らからはしていないところでございます。

○緒嶋委員 ボランティア的に支援していただ

いておるということでいいわけですか。

○井手みやざきアピール課長 そのとおりでご

ざいます。宮崎県にゆかりがあるということ

で、好意としていろいろなことをやっていただ

いているということでございます。

○緒嶋委員 それから九州新幹線誘客対策、南

九州３県連携ということで頑張っておられるん

ですけれども、これは本当に新幹線効果が上

がっておるのかどうか。鹿児島ははっきり観光

客がたくさんふえておる、指宿なんかはかつて

ないほど観光客がふえておるというようなこと

も聞いておりますが、本当に誘客対策が実を結
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んでおるのかどうか懸念もあるわけですが、こ

のあたりはどう認識されておりますか。

○向畑観光推進課長 委員御懸念のとおり、私

どももいろんなキャンペーンをさせていただく

んですけれども、その中で一つ広域観光で、南

阿蘇から入られた方が高千穂に来られて宮崎に

回ってくる、もしくは霧島温泉に入られた方が

えびの高原に上がってきているという動きがあ

ることは確かでございます。特に今回、６月、

７月の長雨で熊本のほうでも雨が激しかったん

ですけれども、そういったお客さんが本来なら

ば高千穂に流れてくるのが来なかったというよ

うなこともございまして、今回、そこが如実に

わかったのかなと思っています。ただ一方で、

御指摘の鹿児島市内とか指宿に比べると、まだ

まだ私どもの努力が足りない部分ももちろんご

ざいますので、そういった意味では、これは本

当に切れ目のない動きをしていかないといけな

いのかなと。最近の動きからわかってきたこと

が、中国地方、岡山、広島のお客さんが入り込

みだしたという動きがございますので、重点地

区を広げるなりして対応していきたいと考えて

いるところです。

○緒嶋委員 商工政策課長はかつて総合交通課

長をされておりましたけれども、将来的には、

日豊線の整備を進めることで宮崎と鹿児島の時

間距離をいかに縮めるか、北のほうも小倉から

の問題もあるわけです。高速道路はもちろんで

すけれども、九州の全体的な浮揚のため、また

九州の利便性の向上を含めて、日豊線を整備し

てスピードアップをいかに進めるかという大き

な命題を掲げながら観光振興を考えていかなけ

れば、小手先の対策だけで本当に宮崎県の観光

振興が図られるか。今、熊本駅なんか行ってみ

ると物すごい駅ができております。駅の前にす

ばらしいホテルもでき、森都（しんと）という

形の施設もできて物すごく活気があるわけで

す。熊本市だけでも宮崎市の倍ぐらいの人口が

おるわけですが、人の流れは宮崎の10倍以上あ

るわけです。熊本に行ってみればわかる。そう

いうことを考えると新幹線効果というのは相当

なものがある。

宮崎県は財政的にどうこうと言うけど、長期

的に考えた場合には、大きなビジョンを掲げ

て、観光振興を県の全体的な浮揚を考えながら

将来ビジョンを組み立てていかなければ、こう

いうことをやられることは悪いことじゃないけ

れども、本当にこれで確実に対策として立てら

れておるのかどうか、目先の対策ではないのか

という気がしてならんわけです。宮崎県は将来

に向かって大きなビジョンを描きながら観光振

興を考える、バックボーンになる政策を大きな

ものを打ち出していく中で、こうやるというも

のをつくっていかなければ、はっきりした構想

とかビジョンが見えていないという気がしてな

らんとです。今後、一つのテーマとして考えて

いただきたいということを要望しておきます。

それと、県営国民宿舎特別会計でありますけ

れども、これは監査意見書にも書いてあります

とおり、宿泊客が少なかったということで損失

を計上しておるということでありますが、その

中で高千穂荘（現ホテル高千穂）の指定管理料

だけは上がっているんです。経営状況を見る

と、指定管理者としても経営が厳しい中で、管

理料だけは500万値上げして……。今、指定管理

料は幾らですか。

○向畑観光推進課長 5,000万でございます。

○緒嶋委員 かつて4,500万だったのが5,000

万、経営者にすれば、5,000万を利益の中から県

に支払いせにゃいかんわけです。そういうこと
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はなかなか容易でない。だから損失が出たとい

うことでありますが、指定管理料は、損失が出

た場合でも決められたものはいただきますとい

うことでいかれるわけですか。

○向畑観光推進課長 御指摘のようになかなか

厳しい状況でありますけれども、第２期の指定

管理者を迎えるに当たりまして、指定管理者を

公募する際に―高千穂に関しましては、23年

度は損失が出たんですけれども、それまで順調

にお客様も伸び、収入も入っておりましたもの

ですから、若干上げさせていただいたところが

ございます。一方で、今お話がありますように

損失額が続くようなことがありますと、なかな

か厳しい状況で無理をするということもできま

せんので、そこはこれから先、指定管理者とと

もに協議を重ねていきたいと考えているところ

です。

○緒嶋委員 若干上げたと言うけど、経営から

見れば500万上げたのは若干じゃないと私は思う

んです。収益の中から払わにゃいかんわけです

ので、１割以上の値上げだから若干ではない。

経営的にも成り立たん。そして施設は年数がた

てば価値がある意味では下がるわけです。観光

客が多くおるからということだけれども、こと

しなんか特に長雨で高千穂観光も落ち込んでお

るわけです。高千穂峡のボートも水位が上がり

過ぎて営業ができないということで、８月の一

番多いときに何日も雨で、安全のためにボート

は営業していないということであります。高千

穂に来る人は、高千穂峡でボートに乗りたい、

５時間、６時間待っても乗りたいということで

おいでになる人がかなりな数に上るわけです。

そういうことを考えた場合には、経営が成り立

つ範囲内での指定管理料じゃないと、損失を出

しても指定管理料はいただきますというような

ことは、行政の立場から言えば、そこは臨機応

変というか、ある程度適切に対応していかなけ

れば、そこで働く人も給料を値下げしてほしい

ということで、雇用条件も悪くなってきておる

わけです。そういう形が本当にいいのかどうか

ということがありますので、十分検討していた

だきますように要望しておきます。

○中野委員 ただいまの関連で質問したいと思

います。ただいま緒嶋委員が言われましたとお

り、赤字になっているという話でした。えびの

高原荘、高千穂荘の損失計上ということであり

ますけれども、前年度を含めてその実績を教え

てください。

○向畑観光推進課長 高千穂、えびの両荘の施

設の実績でございます。利用者が、高千穂に関

しましては、平成21年１万7,348名、22年が１

万8,215名でございます。売り上げは、23年度の

収入が２億5,900万円、22年度が２億6,115万円

でございます。えびの高原の場合は、23年度、

利用者数は宿泊施設が9,325名、スポレク施設が

２万2,830名、22年度が宿泊者数が9,831名、ス

ポレク施設が１万218名でございます。売り上げ

につきましては、両方合計いたしまして、23年

度が１億6,507万4,000円、22年度が１億4,780

万7,000円でございます。

○中野委員 聞き方が悪かったです。損失を計

上しているということでしたので、本年度の損

失計上金額。前年度は利益があったところがあ

ると思うんですが、それだけ教えてください。

○向畑観光推進課長 高千穂荘に関しまして

は2,338万9,000円の損失でございます。えびの

高原につきましては3,219万9,000円の損失に

なっております。

○中野委員 前年度は。

○向畑観光推進課長 22年度、高千穂が255
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万6,000円の黒字でございます。えびの高原

が3,684万8,000円の損失でございます。

○中野委員 指定管理料の話が出ましたが、こ

の負担金額、今期と前期を両方教えてくださ

い。

○向畑観光推進課長 高千穂が、前期が4,500万

円、今期が5,000万円になっております。えびの

高原荘につきましては、前期が3,900万円、今期

が1,500万円でございます。

○中野委員 えびのの1,500万は新燃岳の噴火で

値下げをしたんですか。

○向畑観光推進課長 新燃の噴火や口蹄疫、そ

の前のリーマンショック等で、20年、21年が損

失が2,400万ほど出ておりましたものですから、

値下げをしたところでございます。

○中野委員 当初、入札の時点から1,500万だっ

たんですか。

○向畑観光推進課長 そのとおりでございま

す。

○中野委員 23年度、負担金の納付で期中にお

いて遅延したことはないですか。

○向畑観光推進課長 ございません。

○中野委員 両方とも期日内に全部入っておっ

たということですね。

○向畑観光推進課長 そのとおりでございま

す。

右松委員からの御指摘についてでございま

す。９月28日に第47回九州・沖縄地区防衛協会

連絡協議会「宮崎大会」が開催されました。主

催は宮崎県の防衛協会でございます。観光コン

ベンション協会は協力という形でございます。

先ほどの神楽について御説明申し上げます。

先般の神楽につきましては、新富町の新田に伝

わります、町の指定「蛇切り」という神楽だそ

うでございまして、新富町長が協議会とお話を

されてそういった演題になったと伺ったところ

でございます。

○右松委員 ヤマタノオロチというふうに私は

受け取ってしまったものですから、もう少し調

べればよかったと思います。

○中野委員 私もその場におりましたが、当初

びっくりしました。それで、右松委員が言いた

かったのは、古事記1300年で今一生懸命やって

います。古事記の３分の２は日向神話だという

から、日向神話のことで奉納とかすればよかっ

たのにと。しかし、ヤマタノオロチは出雲神話

のほうでそういうイメージがあるから、おっ

しゃるとおり新田の神社の舞だったという説明

がありましたから、ヤマタノオロチというのは

出雲神話と言うけれども、宮崎県にもあったん

だなと思いながら私は見ておりましたが、日向

神話を一生懸命言う割には、出雲神話を舞った

ような気はしました。せっかく協力か何かで

入っておったならば、日向神話のほうを強調す

るような神楽ならよかったのになということを

言いたかったんだろうと思います。私も、最初

見ておって、ヤマタノオロチの神楽があること

を知りませんでしたから、面食らったというか

そういう気はしました。だからそういうふうな

思いをされたんじゃないですか。

○山下主査 なければ、これで３課の審査を終

了したいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、間もなく５時になるところです

が、あしたの朝、10時からでよろしいですか。

商工観光労働部はもう一回、総括でお願いした

いと思います。

では、執行部の皆さん、きょうはお疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午後４時58分休憩
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午後４時59分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

明日の午前10時から再開します。

本日の分科会を終了します。

午後５時０分散会
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平成24年10月３日（水曜日）

午前10時１分再開

出席委員（７人）

主 査 山 下 博 三

副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 右 松 隆 央

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 成 合 修

企業立地推進局長 福 田 裕 幸

観光交流推進局長 安 田 宏 士

商 工 政 策 課 長 中 田 哲 朗

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 田 中 保 通

商 業 支 援 課 長 椎 重 明

労 働 政 策 課 長 山之内 点

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 井 手 義 哉

工業技術センター所長 勢 井 史 人

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 篠 田 良 廣

県土整備部

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

県土整備部次長
坂 本 義 広

（ 総 括 ）

県土整備部次長
大田原 宣 治

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
井 上 康 志

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 野 穣 治

管 理 課 長 江 藤 修 一

用 地 対 策 課 長 河 野 俊 春

技 術 企 画 課 長 前 田 安 徳

工 事 検 査 課 長 髙 橋 利 典

道 路 建 設 課 長 谷 口 幸 雄

道 路 保 全 課 長 永 田 宣 行

河 川 課 長 東 憲之介

ダ ム 対 策 監 上 山 孝 英

砂 防 課 長 加 藤 人 志

港 湾 課 長 坂 元 政 嗣

空 港 ・ ポ ー ト
矢 野 透

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 谷 睦 彦

建 築 住 宅 課 長 伊 藤 信 繁

営 繕 課 長 酒 井 正 吾

施設保全対策監 上別府 智

高速道対策局次長 沼 口 晴 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議事課主任主事 大 山 孝 治

○山下主査 ただいまから商工建設分科会を再

開いたします。

それでは、商工観光労働部の決算全般につい

ての総括質疑になりますが、何か質疑はありま

せんか。

○緒嶋委員 知事から古事記編さん1300年のい
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ろいろな予算等が24年度から出ているわけ

で、23年度にそれらしい予算はあったかどう

か。

○向畑観光推進課長 23年度につきましては口

蹄疫のファンドを活用させていただいて、例え

ばワンコインバスを１月から始めたり、１月に

東京での島根、奈良、宮崎の３県シンポジウム

を開いたり、※早稲田大学との連続講座等を開催

するとともにいろんなＰＲを行ってきたところ

でございます。

○緒嶋委員 ことしはイベントを大々的に始め

ておるわけですね。そして宮崎県は、マラソン

に例えれば準備運動をしないまま本番に向かっ

て走り出したようなことだから、準備の段階か

ら差がついたと思うんです。事業をするという

ことであれば、予行的なものがあって本番に入

るということでないと、長期的にものを考えて

いかんと、あらゆることでスタートがおくれる

ということはその後の展開もおくれることにな

るので、県のいろいろな事業は長期的な展望の

もとに計画的に進めなければ、単年度で終わる

ような事業は、ある意味では本当の長期的な展

望に目覚めた政策じゃないと思うんです。知事

も４年間、あるいは知事にすれば、若いし、ま

だ３期、４期やられるかもわからん。そうなれ

ば政治的な将来展望の中で何をするかというも

のが見えてこないと、宮崎県民は県が何を目指

して県政を推進しておるかわからんし、10年先

の宮崎のビジョンが―アクションプラン等が

あるけど、本当にそうなるのかということを含

めて見えてこんと思うんです。商工観光労働部

は労働部らしく、10年先には商工観光労働部は

こういうビジョンのもとに進むということを知

事に進言しながら政策を立案していかなけれ

ば、全体が見えたような政策というのは―

今、世界的な閉塞感の中、また対外的なグロー

バルな問題がある中で、宮崎県の存在意義が見

えてこん。そういうことを考えたら、将来的な

展望、宮崎はこうするんだという政策ビジョン

を求めながら、それに向かって予算を選択と集

中でやるというものがないと、恋旅とか波旅と

かいうけど、そういうようなことで本当にすば

らしい宮崎県になるのか。単年度はそういうこ

とで進むにしても、長期的にはなかなか将来の

宮崎県が見えてこない。特に九州の中では、社

会資本の整備等についても東西格差、南北格差

ができてきておるわけです。そういう中で宮崎

県が本当に九州の中で将来展望が開けるのかど

うか。私はそういうことが一番気になってなら

んわけです。そういう視点を踏まえた政策があ

るのかどうか気になるんですが、そこあたりは

商工観光労働部長はどう考えておられますか。

○米原商工観光労働部長 御提言、ありがとう

ございます。先ほど委員のお話の中にもありま

したけれども、県の総合長期計画に従って、私

どもいろんな施策事業を展開しているわけでご

ざいますが、もっと遠い先を見て計画的にとい

う御指摘であったかと思いますけれども、その

ような気持ちで取り組んでまいりたいと思って

おります。例えば、私どもの中では、東九州メ

ディカルバレー構想などが将来の宮崎にとって

積極的に取り組むべきものではないかというこ

とで、こういった形のものをもっともっと勉強

あるいは検討して取り込んでやっていきたいと

考えております。

○緒嶋委員 その前提が、きのうも言いました

けれども、鉄道にしても日豊線が将来いつに

なったら高速化が全体的にできるのか。宮崎か

ら小倉まで新幹線が通って300キロ近くのスピー

※56ページ左段に訂正発言あり
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ドを出せば、小倉まで１時間半ぐらいで行くわ

けです。南にしても、新幹線が通っておれば鹿

児島まで１時間もかからんで行くわけです。そ

ういう将来の展望が開けんままに、宮崎県の発

展を計画すること自体が難しいんじゃない

か。20年先でも何でもいいが、そういうものを

目指すという情熱、意欲がなければならない

し、スポーツでも、国体が終わって33年ぐらい

になるわけです。あと10年余りしたらまた宮崎

に国体が回ってくる。だから、何年先には国体

を目指して今から準備するとか、将来の夢があ

ると県民の取り組みがまた違ってくるわけで

す。そういう将来展望について何もあらわさな

いままに毎年過ぎるようなことでは、夢も希望

もなくなるんじゃないか。特にこういう厳しい

財政状況の中ではあっても、夢と希望を求めて

前進するような形でないと、宮崎県は本当に沈

んでしまうんじゃないかという気がしてなら

ん。観光にしても、かつては５万人余りおった

修学旅行も今は2,000人前後になった。それを取

り返す。かつては新婚ブームであったものが、

今はほとんどそういうものもない。そういう中

で、宮崎が活力ある地域を目指すと言いなが

ら、夢と希望を持つような政策は一つも打たれ

ていないんじゃないかという気がしてならんわ

けです。

そういうことを含めた場合には、商工観光労

働部が宮崎県の牽引力にならなければ宮崎県の

発展はない。もちろん農業も大切です。しか

し、商工観光という観光、商工、産業を含めた

幅広い領域があるわけだから、全体として将

来、宮崎県をどう牽引するかというものを商工

観光労働部が進んでリードしていくような体制

はできんのか。総合政策部とかいろいろありま

すけれども、そこにも商工観光労働部が大きな

知恵を与えて全体的な構想を練っていく。そう

いうものを求めていかなければ、企業誘致にし

ても、今はほとんどコールセンターみたいなも

のしか来ないでは裾野がなかなか広がらないわ

けです。製造業みたいなものはなかなか来な

い。特に口蹄疫などの復興にしてもなかなか厳

しいわけであります。そういうことを考えた場

合に、もうちょっと前向きに知事自身が先頭を

引っ張らにゃいかんけど、それを皆さん方のほ

うがプッシュして、逆に知事を引っ張っていく

ぐらいの意欲がなければ、私は宮崎県の発展は

ないんじゃないかと思うんです。そういうこと

を考えた場合に、産業づくり、観光にしても、

宮崎県が毎年観光客がふえるという将来展望も

なかなか生まれてこんのじゃないかと思うんで

す。そういう意味では、部長を中心に、政策を

立案する基本は我が部にあるというような意欲

を示してほしいと思うんです。もうちょっと知

事に積極的にプッシュしてほしい。私は、知事

自身が発信力が足らんと思っている。そういう

ことを思った場合に、皆さん方が知事をバック

アップするような体制をつくらなければ、知事

から何か言われなければ前に進まんというよう

なことでは宮崎県の発展はない。そういうこと

をいつも思うわけですけど、そのあたり商工観

光労働部として何か知恵はないかなと思うんで

す。

○米原商工観光労働部長 知事を先頭に、宮崎

県の今後のことを十分考えて、できるだけ夢の

あるもの、そして長期的なものに取り組んでま

いりたいと考えております。今、フードビジネ

スとかいろいろ協議をしておりますし、それ以

外にも幾つか検討しておりますので、今後、私

どもから知事に、こういったことをやってはど

うかといったことも含めて取り組んでまいりた
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いと思っております。

○緒嶋委員 かつて松形知事のときは、これは

成功したとは言えなかったけど、ニューシル

バー構想とかリゾート構想とかいろいろ打ち出

したけど、今、知事の発想の中で構想という名

のつくものがあるかどうかお伺いしますが、知

事の中に構想的なものはあるわけですか。

○米原商工観光労働部長 こちらでいろいろ御

指摘をいただく中で、地産地消であったり100万

泊であったり、構想といいますか取り組みがご

ざいます。それと、知事がよく言われるのが、

東アジアの活力をどう取り込むかということに

ついて、「何とか取り込んでやっていこうや」

という話を聞いておりますし、このあたりにも

目を向けておられるのかなと感じているところ

でございます。

○緒嶋委員 知事も来年の１月で２年を経過し

ようとするわけです。その中で大きなビジョン

というか構想的なものを打ち出していって、宮

崎県民を夢と希望のある方向に導くような政策

をやらなければ、前に進んでおるのか後ろに引

いておるのかわからんような感じがしてならん

ので、積極的に若い知事らしいものを求めてい

かなければ、宮崎県のリーダーとしての資格を

問われるようになるんじゃないかと懸念するわ

けです。なかなか実現は厳しいということはわ

かりながらも、夢と希望がある前向きのものを

求めていく、そういうものを商工観光労働部が

中心になってつくるんだという意欲で頑張って

いただくことを強く要望しておきます。それだ

けです。

○右松委員 観光コンベンション協会につい

て、今回いろいろと意見を申し上げさせていた

だきました。宮崎の観光施策を観光コンベン

ション協会に委ねてしまうという一辺倒では危

ういと思っています。現場というか民間が求め

ているもの、そういった声が行政が打ち出す施

策にあらわれてこないといけないと思っている

んです。そのためには意見交換もたくさん必要

ですし、どういうニーズがあるのかアンテナを

しっかり張る。当然今もやっていらっしゃると

思うんですが、さらにやっていかないと、民間

が求めているもの、現場が求めているものと乖

離した施策をやってしまうとどんどん衰退しか

ねません。いかに声を吸い上げていくか、施策

にどう反映させていくかということに関しては

どう考えていらっしゃいますか。

○向畑観光推進課長 今のお話、私どもは重く

受けとめております。特に今回、古事記編さ

ん1300年事業を推進するに当たりまして、地元

のことを地元の方々も余り知らなかったといっ

たこともございました。これから進めていこう

とする事業の中では、市町村の情報、そして１

つの市町村だけではなく、幾つかの市町村が

タッグを組むといいますか一緒になって広域観

光を進めることが、今はすごく重要になってお

りまして、また観光客の求めるニーズもそう

いったものかなと考えております。今まで以上

にそういった声を吸い上げるためにも、私ども

も足を運んで意見交換しながら一緒になってつ

くっていきたいと考えているところです。

先ほど観光コンベンション協会の話もござい

ました。観光コンベンション協会は民間がつ

くっていらっしゃる団体ですけれども、懇談会

とかいろんな機会を通じて民間の方々から今以

上に声を聞こうという姿勢もございますので、

これから先、市町村の観光協会、そして民間、

特にＢ級グルメを初めとするいろんな取り組み

をしていらっしゃる方々の意見を十分に吸い上

げた形で施策に反映させていきたいと考えてい
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るところです。

○右松委員 市町村との連携という話もよく出

てきますが、市町村は観光資源に一番近いとこ

ろにありますから、いろんな取り組みをむしろ

市町村がしているというふうに私は見ていま

す。県がもっと顔の見える動き方をしないと、

市町村に任せ切りとか、それも大きな問題だと

思っていますし、先ほど緒嶋委員のほうからい

ろいろ話がありましたが、大局的な、長期的な

方向性をしっかり県が打ち出していくことは絶

対的に必要だと思っています。知事がもっと

トップリーダーとして示していかないと大変な

ことになると思っています。宮崎の産業構造の

中で、もちろん１次産業もそうですが、観光分

野は何としてもてこ入れをしないといけないと

思っています。先ほどシルバー構想等の話もあ

りましたが、青島の現状も何か方向性を示し

て、シルバーリゾート地でもどういう形でも

しっかりと明確に打ち出していく必要があると

思っていますので、これはまた別な機会に話を

したいと思っています。

それから記紀編さん1300年の話が出ました。

今回、一般質問でも取り上げましたが、島根は

先行しています。あそこまで行けるというのは

理由が当然あるわけであって、３年ぐらいかけ

て実行委員会を立ち上げて、それこそ官民一体

となって取り組んで、なおかつ神社庁、出雲大

社を含めて一体的にやっています。もう少しそ

の辺を考えていかないと、現状は、宮崎神宮を

どういうふうに活用しているのかよくわかりま

せんし、いろんな神社がありますけれども、そ

ういったところをいかに活用していくかどうか

も、はっきり言って見えてこないです。それか

ら小手先のちょこちょことしたイベントしか

やっていませんから、観光全体を考えると―

これはよく御存じだと思うんですが、観光消費

額をふやすためには滞在型の観光に持っていか

ないといけない。これはどこも取り組んでいま

す。いかに滞在してもらうか、いかにリピー

ターをふやすか。まさしく記紀編さんの９年間

を生かしていかないと、９年後同じような状況

だったら、はっきり言いまして相当たたかれま

す。初年度ですからまだいいですけど、来年ど

うするのか、再来年どうするのか、９年後にど

ういうビジョンを描いているのか。初年度でこ

れだけ議会がいろいろ執行部に言っていますか

ら、９年後を見て何も残らなかったということ

になれば、責任問題だと考えていますし、議会

も一緒になってしっかり考えていかないといけ

ない問題だと思っています。先進県がいかに取

り組んでいるかということをもう少し真摯に、

素直に学んで、宮崎ならではの特色をつけなが

らやっていく必要があると思っています。

食品加工も、先進地の取り組みが大分進んで

います。そこをしっかりと調査して受け入れて

いくという姿勢も必要だと思っているんです

が、先進地の取り組みを受け入れる姿勢、学ぶ

姿勢を、宮崎ならではに出していく、施策にあ

らわす姿勢をどう持っていらっしゃるのか、あ

えて聞かせていただきたいと思っています。

○米原商工観光労働部長 私どもがいろんな取

り組みをやる上で、先進県あるいは先進地の視

察、あるいはそこのノウハウ、取り組みの失敗

も含めて経緯などを調べることは大変大事なこ

とだと思っております。今、島根のお話が出ま

したけれども、島根の出雲のほうで博覧会を

やっている。そこに今、週末必ず職員が行って

宮崎県のブースを出して、宮崎にもぜひおいで

くださいというＰＲに取り組んでいるところで

ございます。
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それから食品加工の話もございましたけれど

も、そういったことも含めて、他県の取り組み

もしっかり勉強しながら本県の施策に生かして

いくという気持ちで取り組んでいきたいと考え

ております。

○右松委員 議会も一緒になって盛り上げてい

きたいと思っていますから、ぜひ一緒に頑張っ

ていきたいと思っています。

最後、これは総合政策の所管ですけど、記紀

編さん1300年記念事業の実行委員会の中に神社

庁の関係者、ホテル旅館組合の方、現場の民間

企業も入れると、そういう助言があったと思う

んですが、その会に今入っているんでしょう

か。

○向畑観光推進課長 総合政策課のほうで、そ

ういった準備をするために先般から、神社の

方、ホテル旅館の方々も入った意見交換会を随

時していらっしゃいまして、そういった形で意

見を酌みながら、先ほどおっしゃった委員会の

ほうに入っていただくような準備を進めている

と伺っているところです。

○右松委員 意見交換はもちろん大事です。後

は施策をつくるところにそういった人を入れて

いかないと、どうしても偏ってしまったり、先

ほど言いました民間の実際求めているもの、

ニーズが組み込まれていないことがありますか

ら、これは観光コンベンションもそうですが、

施策をつくるところに民間の人を入れるとか、

業界団体、現場の人を入れるとか、そこを徹底

してやってもらうと違った施策も出てくると

思っていますので、ぜひよろしくお願い申し上

げます。

○中野委員 河野知事になって１年半になりま

したが、河野知事を評価する人、しない人それ

ぞれおります。河野知事の一番欠点は、何々運

動という形でぼやかして自分の政策を実行しよ

うとしているところが、非常に曖昧さというか

いけないところ。その一つが県民100万泊運動、

その他何とか運動というのがたくさんありま

す。そしてまた、きちっと数字を出して云々と

いうものは全て落としているわけです。企業誘

致であれば４年間で100社でありますが、そのう

ち県外は30に落とすとか、雇用１万人が5,000人

となっているわけです。そういうことに皆さん

方は甘んじてほしくないという思いでありま

す。

企業誘致のことから申し上げますと、黙って

いても来る企業もあれば、一生懸命運動しなけ

れば来ない企業もあると思うんです。また地域

でも、これは数年前から、議員になってからは

ずっとですが、県央地区とか都城地域はよく企

業が進出します。その周りのところ、えびのと

か高千穂、入郷、串間あたりをできたら積極的

に、企業に、えびのにはこういうところがある

よとか―されていると思うんですが、やっぱ

り数字であらわしてほしいと思います。そうい

うところはもともと人口がたくさんいたのに、

おかげで人口が半分以下になっているんです。

えびのを例にとれば、えびの市は小林市よりも

人口が多かったんです。戦後の初めは４万を優

に超えておったんです。ところが、農業、米に

頼っておったということが大きな原因で、その

分だけ雇用の場がないということです。もとも

とそれだけあったんだから、それに返すぐらい

の企業誘致をしてほしい。待てど待てど「今度

企業誘致がありました」とファクスで入るけれ

ども、「えびの」と書いたものはなかなか来ま

せん。ぜひそういうところにきちんとやってい

ただきたいし、雇用の関係についても、あるい

は企業誘致も、前の目標は達成するぐらいの気
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概でやってほしいということが一つ。

それから、最初言ったことでは、県民100万泊

運動ですが、これはぜひ数字で、提案する前は

幾らだった。それに対してこうこうだというこ

とで、100万泊は必ず消化するというぐらいの運

動として……。知事は、マニフェストもつくり

切らん、公約でもない、その中間をとった「私

の提案」ですからね。知事の公約と言っていい

のかどうか知りません。知事になる人が提案を

示してきたんだから、それを「運動」でぼかし

ているわけだから、事務局の皆さん方は、100万

泊を目指す。そのために、初年度は、２年度

は、３年度は、最終年度はこうだと、将来には

どうつなげるというのをやってほしいと思うん

です。そして周りの３県よりも伸び率は高いと

か、そういう具体的なものをぜひこれからでも

示してほしいと思っております。目標が示され

ない限り、特にこの100万泊は運動から消してほ

しいと思うんです。100万泊運動―運動で満足

されておるから。ぜひそのことをお願いしたい

と思います。

それから、これから先の商工業は、金融円滑

化法案もいろいろなことを今から迎えるわけで

すから、来春から先を非常に心配しているんで

す。23年度の損失補償金が2,741万5,000円、前

年度からするとかなり落ちたということではあ

りますけれども、来年度からもっと損失補償を

せないかんような案件がふえてくると思うんで

す。これには室長も並々ならぬ決意もあったよ

うですから、商工観光労働部挙げてぜひ取り組

んで、がたがたっとならんようにやってほしい

と思います。それはそれでお願いしておきたい

と思います。

企業誘致の件ですが、たまたまきのうはテレ

ビで「クローズアップ現代」を見ておりました

ら、中国がああいう問題で、中国から日本の企

業が撤退したいけれどもなかなか撤退できない

という話でありました。中国には日本の企業が

２万3,000何社進出しているんです。今、市町村

の数が1,900前後でしょう。それが中国に行って

もだめだったとすれば、平均して宮崎県の各市

町村に10何社の企業が進出する形です。それが

賃金の問題等で向こうに行ったということで、

今になれば非常にコストの高い話になっている

わけです。打ち壊されるわけだから。中国に進

出する企業はミャンマー、東南アジアあたりに

流れていくような気配ですから、宮崎県が早目

に手を打って、そういうところに、ぜひ宮崎県

にという取り組みをしてほしいと思うんです。

そうしないと、中国から今度はそういう方向に

流れていって、なかなか県外の企業誘致は難し

いと思うんです。それで、日本のよさとか、長

い目で見た場合に、今度の中国みたいにこう

いったことをされるとか、海外に行くことでリ

スクが大きいですよね。また、市場がそこにあ

るからということもあるでしょうけれども、消

費を日本に向けるようなもの、あるいは高技術

を伴うような産業は国内に、そしてまた宮崎県

に仕向けるような、長期的な目線での企業誘致

に取り組んで実績を上げてほしいと思います。

さっき古事記1300年のこともるる言われまし

たが、まさにあのことに尽きると思うんです。

尽きるというのは、何かぱっとするもんだから

周知度が足りなくなりますので、将来を見通し

て、長期的にものを見て長い物差しで仕事をし

てほしいと思いますので、そのことを要望して

おきたいと思います。

○緒嶋委員 今、県内の修学旅行をもとに戻す

のは難しいと思うんです。それで、修学旅行と

いったら５年生か６年生だと思うんです。小学
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校の３・４年生のときに、宮崎県内を、県北は

県南に、県南は県北に行くような形で、日帰り

はなかなかだから、１泊することによって100万

泊のカウントにもなるような形で県内を見せ

る。これは教育委員会が発想すべきだと思うん

ですが、観光という感じから言えば、商工観光

労働部の発想でもそういうことはできんかなと

思うんです。そしてふるさとを知る。宮崎県を

知って初めて宮崎県民であるわけだから、修学

旅行は鹿児島とか熊本、北九州に行くんであれ

ば、小学校３・４年生は１泊で県内を研修する

というアイデアは出てこんのかなという気もせ

んでもないんです。それか１泊は宮崎で、２泊

目を県外というのもあると思うんです。宮崎県

内で地産地消的な修学旅行の発想が商工観光労

働部の中から生まれて―それは予算が伴いま

す。１人500円か1,000円か。高原は１泊すれば

町が500円か1,000円。宿泊する町村にもある程

度ノルマを与えてもいいと思うんです。泊まっ

たら、その町村の観光協会とか旅館組合で支援

してもらう。また、値段を格安にしてもらうこ

とで交流がふえる。町村が支援すれば県も上乗

せ支援をしますとか、できるだけ県の負担を軽

くするような方法でですね。そういうことも考

えられんかと思うんですけれども、そういう知

恵は出てこんですか。

○向畑観光推進課長 私どもも教育委員会とい

ろいろと協議を重ねております。まずは３年生

ぐらいになると地域を知るということがござい

まして、その次のステップが今のところ県外で

の修学旅行になると伺っておりますので、今の

委員の御意見を再度協議を重ねさせていただけ

ればと思っております。

○山下主査 ほかありませんか。

なければ、私から１点だけ。東アジア戦略構

想ですけど、御案内のとおり、本県も富裕層を

狙って、何とか宮崎のいいものを売り込んでい

こうということで取り組みがなされているんで

すが、今、水を差されたような格好で、非常に

今後の方向を迷っているというか、いつのタイ

ミングかということがあると思うんです。実

は、宮崎牛というのをこれだけつくり上げてき

たんですが、肥育農家はＡ４、60％以上という

経営努力をしてきました。国内での消費を一生

懸命今までやってきたんですけれども、団塊の

世代が60を超えてきて、いい肉を食べる消費層

が少なくなってきたんです。それで肥育農家の

皆さん方も―この前、我々が香港、上海に

行ったときにも、香港に宮崎牛を売りに何社か

おいでになっていましたが、国内で売れなく

なったいい肉を、富裕層の多い東アジアを狙っ

ていこうという考えをお持ちの方がいっぱいお

られるんです。隣の鹿児島県でもそうなんです

が、黒豚を中心に東アジア戦略を目指しておら

れて、宮崎県の５倍ぐらいの売り上げで、牛肉

も香港あたりに行っているんです。

それで、非常にアジアが不透明な中で、引い

てばかりではだめだろうと思うんです。本県と

して隣の鹿児島にも負けないぐらいのいろんな

情報網を持ちながら攻めることを考えておかな

いと、こういう不安定な状況だから、香港も上

海も、ほかの県は手ぐすね引いてチャンスをう

かがっていると思うんです。県内のいいものを

売り込む姿勢を強力に進めていかないと、いい

ものは消費が伸びなくなっている現状ですか

ら、ぜひ伸ばしていってほしいと思うんです

が、今の不安定な状況下での本県の考え方があ

ればお聞かせいただくとありがたいと思いま

す。

○米原商工観光労働部長 確かに今、不安定と
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いいますか余りよくない隣国との関係がありま

すけれども、おっしゃるように、特に東アジア

は大変大きな消費市場でありますから、宮崎県

の優秀な産物、製品の売り込みがいのある市場

だと捉えております。したがいまして、今後と

もアンテナを高くして情報収集を一生懸命いた

しまして、また現地機能をどうするかというこ

とも含めまして、現在いろいろ検討していると

ころでございます。

ただ、プロモーション的なことについては、

関係部局等とも十分に連携しまして、当面の動

きについてどうするかということは、一方で慎

重に検討していきたいと思っております。た

だ、将来にわたって一生懸命取り組まなければ

いけない事業であり、また大きな市場だという

意識は全く変わっておりませんので、長期的に

は一生懸命取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○山下主査 ミヤチクも香港に事務所を立ち上

げて狙っていっているわけですから、農政水産

部のほうは非常に前向きにやらなきゃいけない

という姿勢だろうと思うんです。その中で商工

がブレーキをかけることがないように、攻める

ことは攻めていただくようにぜひ希望しておき

たいと思います。要望で済ませたいと思いま

す。以上です。

○向畑観光推進課長 先ほど緒嶋委員からの御

質問の中にありました昨年の古事記編さん事業

ですが、私、早稲田大学との連携講座と申しま

したが、明治大学との連携講座でございます。

済みません。

○山下主査 なければ、商工観光労働部の総括

質疑を終了したいと思います。よろしいです

か。

では、これで終了いたします。

どうも執行部の皆さん、御苦労さまでした。

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時40分休憩

午前10時48分再開

○山下主査 ただいまから分科会を再開いたし

ます。

それでは、県土整備部の平成23年度決算につ

いて審査を開始いたします。

執行部の説明を求めます。

なお、全体の説明時間が長時間に及ぶことか

ら、前半、後半の２つに分けて説明をお願いい

たします。

委員の質疑は、前半、後半それぞれの説明が

全て終了した後にお願いいたします。

○濱田県土整備部長 県土整備部でございま

す。よろしくお願いいたします。

当分科会で御審議いただきます平成23年度決

算の認定について、その概要を御説明いたしま

す。失礼して、座って御説明させていただきま

す。

提出しております決算特別委員会資料の１

ページ、２枚目の裏面をごらんください。ま

ず、主要施策の成果につきまして、宮崎県総合

計画の分野別施策体系表により御説明いたしま

す。表は左から、分野、将来像、施策の柱と

なっております。まず、１つ目の分野、くらし

づくりについてであります。その右の将来像の

一番上の「自然と共生した環境にやさしい社

会」としまして、低炭素・循環型社会への転換

を目的に建設工事のリサイクルを推進しますと

ともに、公共下水道の整備や河川等における県

民との協働による環境保全活動の推進など、本

県の良好な自然環境と生活環境の保全に取り組
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んだところでございます。

２段目の「安心して生活できる社会」では、

沿道集計美化推進対策など良好な景観と調和し

た地域づくりを進めながら、公営住宅や国県道

の整備を推進するなど、快適で人にやさしい生

活・空間づくりや地域交通の確保に努めたとこ

ろでございます。また、多様な主体との連携・

協働によります魅力ある地域づくりを目的に実

施しております道路愛護活動につきましては、

多くの団体や地域住民の方々に参加していただ

きまして、県内各地で展開したところでござい

ます。

さらに、３段目の「安全な暮らしが確保され

る社会」としまして、風水害等の自然災害によ

る災害を未然に防止・軽減するため、水防災対

策や広域河川の改修、砂防設備の整備及び急傾

斜地崩壊対策など、安全で安心な県土づくりに

取り組んだところでございます。また、歩道の

整備や区画線、ガードレールの設置など交通安

全対策の推進にも努めたところでございます。

次に、分野の２つ目、産業づくりについてで

あります。その右の将来像「経済・交流を支え

る基盤が整った社会」では、県政の最重要課題

であります東九州自動車道を初めとする高速道

路網の整備促進やインター線の整備、細島港の

コンテナターミナルを初めとする港湾の整備な

ど、広域交通ネットワークの整備・充実に取り

組んだところでございます。

次に、平成23年度決算の状況について御説明

いたします。「別紙資料」と書きました１枚紙

をお配りしております。平成23年度県土整備部

決算概要でございます。まず、一般会計でござ

いますが、前年度からの繰越予算を含みます予

算額は927億2,821万1,380円、これに対する執行

状況は、支出済額が711億2,211万6,428円、翌年

度への繰越額が210億5,974万3,200円、不用額が

５億4,635万1,752円となっております。執行率

は76.7％、翌年度への繰越額を含めますと99.4

％となります。なお、繰り越しの主な理由とい

たしましては、用地交渉及び関係機関との調整

や工法の検討に日時を要したことにより工期が

不足したことなどによるものでございます。

次に、特別会計についてでございます。ま

ず、宮崎県公共用地取得事業特別会計でござい

ますが、予算額は５億3,197万7,890円、これに

対する執行状況は、支出済額が５億3,177

万3,797円、不用額が20万4,093円となっており

まして、執行率は99.9％となります。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

でございますが、予算額は22億5,544万1,000

円、これに対する執行状況は、支出済額が20

億4,745万1,228円、繰越額が１億9,080万円、不

用額が1,718万9,772円で、執行率としまして

は90.8％、翌年度への繰越額を含めますと99.2

％となります。繰り越しの理由としましては、

関係機関との調整に日時を要したことによるも

のでございます。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。このペーパーの裏面をごらんください。

指摘状況を一覧にしております。一番下の合計

欄でございますが、当部に対しましては、指摘

事項が８件、注意事項が29件、合計37件の指摘

を受けております。このうち指摘事項８件につ

きましては、改善状況とあわせまして、後ほど

関係課長から御説明いたします。

以上、平成23年度決算状況等について御説明

いたしましたが、詳細につきましてはそれぞれ

担当課から御説明させますので、御審議のほど

よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。
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○江藤管理課長 管理課でございます。県土整

備部に係る共通事項と管理課の所管事項につい

て御説明いたします。

それでは、決算特別委員会資料の２ページを

お開きください。平成23年度歳出決算事項別明

細総括表であります。この表は、ただいま部長

が説明いたしました予算額、支出済額、翌年度

繰越額等を各課別に整理したものであります。

次に、３～４ページをお開きください。この

表は、ただいまの２ページの表を款、項、目の

予算科目別に集計したものでありまして、説明

は省略させていただきます。

それでは、管理課の決算について御説明いた

します。

委員会資料の９ページと10ページでありま

す。まず、10ページの一番下の段、管理課計を

ごらんください。平成23年度の決算額は、予算

額21億9,565万1,000円、支出済額19億9,152

万9,941円、不用額２億412万1,059円で、執行

率90.7％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、また

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

９ページの３段目、（目）土木総務費であり

ます。不用額は２億105万9,704円、執行率

は89.8％でありまして、主に職員の給料、職員

手当等の人件費であります。これは、県費で支

出を予定していた人件費を補助公共事務費に振

りかえたことによるものであります。

次に、10ページの（目）建設業指導監督費で

あります。不用額は306万1,355円でありまし

て、主に補助金であります。県では、建設業者

に対しまして新分野進出の補助金を交付してお

りますが、そのうち２業者が自社の都合により

辞退したことなどによるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の「管理課」

のインデックスがついております257ページをお

開きください。３の（１）安全で安心な県土づ

くりであります。表をごらんください。建設業

指導であります。主な実績内容でありますけれ

ども、建設業許可や経営事項審査を実施したほ

か、県内各地で建設業者研修会を開催し、建設

業法の許可制度を初め各種制度について説明を

行ったところであります。また、経営相談窓口

の設置、新分野進出セミナーの開催や、新分野

進出に取り組む企業に対する助成を行いますと

ともに、建設事業協同組合等への融資原資の貸

し付けを実施するなど、経営基盤の強化に取り

組む建設業者への支援を行ったところでありま

す。

施策の成果等でありますが、安全で安心な県

土づくりに重要な役割を果たしている建設業者

に対しまして、建設業法等に関する研修会の開

催を初め、経営相談やセミナー、助成金などの

支援を行うことによりまして、法令遵守の周

知・啓発や経営基盤強化の環境整備が図られた

と考えております。今後とも、地域の建設業者

に対して支援していく必要があると考えており

ます。

次に、監査結果報告についてであります。委

員会資料にお戻りください。５～８ページに監

査の指摘事項を取りまとめております。管理課

の指摘事項はありませんでしたが、土木事務所

において、当課に関連する事項で２件の指摘を

受けております。

５ページをごらんください。指摘項目（１）

収入事務の１段目であります。宮崎土木事務所

の、「電柱敷に係る財産貸付料について、調定
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事務が遅れているものや、納入期限を誤ってい

るものが見受けられた」との指摘であります。

今後は、調定事務のおくれを防ぐため、財務規

則等の諸規定に従いまして適正な処理を行いま

すとともに、複数の職員で確認を徹底すること

などにより再発防止に努めてまいります。

次に、６ページ中ほどの（２）支出事務の１

段目であります。同じく宮崎土木事務所の、

「支出命令について、支出命令者や出納員の押

印がないものが散見された」との指摘でありま

す。今後は、支出命令だけにかかわらず、その

他の決裁書類においても押印漏れがないか複数

回確認するなどのチェック体制を強化し、再発

防止に努めてまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関し

て、特に報告すべき事項はありません。

管理課につきましては以上でございます。

○河野用地対策課長 用地対策課でございま

す。当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の11～13ページでありますが、当

課の予算は一般会計と特別会計がございますの

で、まず、一般会計から御説明いたします。11

ページの一番下の段、一般会計計の欄をごらん

ください。平成23年度の決算額は、予算額３

億1,674万5,000円、支出済額３億1,409万8,452

円、不用額264万6,548円となっておりまして、

執行率は99.2％となります。

目の執行率が90％未満のものはありません

が、執行残が100万円以上のものについて御説明

いたします。

（目）土木総務費の不用額が264万6,548円と

なっておりますが、これは主に役務費、そのほ

とんどが鑑定料の不用額でございます。その主

な理由としましては、収用委員会におきまして

２月補正後も６件の案件が継続しておりまし

て、早期の裁決が求められておりましたので、

審議の状況に応じて土地や物件の鑑定がすぐに

行えるよう備えておりましたが、結果として鑑

定の必要が生じたのが２つの案件だけで済んだ

ことによるものであります。

次に、12ページをごらんください。公共用地

取得事業特別会計についてでありますが、決算

額につきましては、先ほど部長が説明いたしま

したので省略させていただきます。

なお、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものはありません。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、一番下の段の用地対

策課計の欄をごらんください。予算額８億4,872

万2,890円、支出済額８億4,587万2,249円、不用

額285万641円となっておりまして、執行率

は99.7％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、13ページの一番下の段、歳入合計の欄をご

らんください。予算現額５億3,197万7,890円、

収入済額５億3,198万1,323円となっておりまし

て、収入未済額はありません。

次に、主要施策の成果についてであります。

報告書の「用地対策課」のインデックス、258

ページをお開きください。公共事業用地取得の

推進であります。これは、公共事業を円滑に推

進するために、特別会計において公共事業用地

の先行取得を行い、事業課へ引き渡すものであ

ります。平成23年度は、中央西通り線外３事業

につきまして、先行取得した用地を事業課に引

き渡したところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ありません。

用地対策課は以上であります。
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○前田技術企画課長 技術企画課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の14ページでございますが、ペー

ジの一番下の段、技術企画課計の欄をごらんく

ださい。当課の平成23年度の決算状況につきま

しては、予算額３億3,425万8,000円に対しまし

て、支出済額が３億3,308万4,389円、明許繰越

額が52万9,200円、不用額が64万4,411円で、執

行率は99.6％となります。

なお、明許繰越の理由といたしましては、品

質試験を実施する対象工事において用地取得に

時間を要したことによるものであります。

また、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の「技術企画課」のインデックス、

ページで言いますと259ページをお開きくださ

い。（１）の施策、低炭素・循環型社会への転

換でございます。この施策は、暮らしや産業な

どのあらゆる場面で４Ｒの取り組みが実践され

るとともに、廃棄物の適正処理等が進んだ社会

を目指すものであります。技術企画課では建設

副産物のリサイクル推進に取り組んでおりま

す。

「施策推進のための主な事業及び実績」の表

をごらんください。建設工事リサイクル推進に

おきましては、建設発生土情報交換システムを

活用し建設発生土の有効利用を行うなど、官民

一体となった建設副産物のリサイクル推進を

図ったところであります。また、宮崎県新技術

活用促進システムを活用し、リサイクルに関す

る新技術の登録と利用の促進を図ったところで

あります。

施策の成果等につきましては、コンクリート

塊やアスファルト塊などの建設副産物につい

て、分別解体、再資源化が着実に進められたと

ころであります。今後とも、環境への負荷の少

ない循環型社会を構築するための取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

次に、監査報告についてであります。技術企

画課は１件の指摘を受けております。

委員会資料の７ページをお開きください。

（３）契約事務の１段目であります。「建設資

材価格実態調査業務委託等について、契約締結

の期限内に契約していないものが見受けられ

た」という指摘であります。契約締結がおくれ

た理由につきましては、落札者への契約書送付

は適切に行ったところでありますが、その契約

書が期限後に届いたことによるものでありま

す。このため、契約事務の進行管理の徹底と落

札者への周知を図ったところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

技術企画課につきましては以上でございま

す。

○谷口道路建設課長 道路建設課でございま

す。当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の15ページからになります。17

ページの最下段の道路建設課計の欄をごらんく

ださい。当課の平成23年度の決算額は、予算額

が305億6,508万8,000円、支出済額が224億3,452

万5,609円、翌年度への繰越額が81億2,687

万9,000円、不用額が368万3,391円で、執行率

が73.4％、翌年度への繰越額を含めますと99.9

％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものにつきまして御説明いたしま

す。

16ページの一番上の（目）道路新設改良費で
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ありますが、不用額が323万7,381円となってお

ります。これは主に、防衛施設周辺整備事業に

おきまして事業費が確定したことに伴うもので

ございます。また、執行率が69.2％となってお

りますが、翌年度への繰り越しを含めます

と99.9％となっております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックス「道路建設課」、260

ページをごらんください。（１）の交通ネット

ワークの整備・充実についてでありますが、主

な事業内容及び実績について御説明いたしま

す。まず、公共道路新設改良でありますが、こ

の事業は、国の補助を受けて県内国県道の拡幅

整備等を実施するものでございまして、国道219

号の広瀬バイパスや飯野松山都城線の梅北工区

などで道路改築事業を実施しております。

次に、一番下の地方道路交付金であります

が、この事業は、国から社会資本整備総合交付

金や地域自主戦略交付金の交付を受けて道路の

拡幅整備を実施するものでございまして、一般

国道では、国道218号外11路線で事業を実施し、

部分供用も含めまして4,636メーターを、また地

方道では、宮崎西環状線外43路線で事業を実施

し、１万3,918メーターを完成供用したところで

ございます。

261ページをごらんください。表の中ほどにあ

ります施策の進捗状況でありますが、地域高規

格道路につきまして実績を記載しております。

現在、宮崎東環状道路、宮崎環状道路及び都城

志布志道路の３路線におきまして整備に取り組

んでおりますが、平成22年度末の整備率49％に

対し、平成26年度末の目標整備率を59％として

おりまして、平成23年度末の実績といたしまし

ては51.1％となっております。

次に、その下の施策の成果等でございます

が、①から⑤に掲げておりますように、地域連

携や都市部の渋滞緩和に資する道路整備、高速

インター線等の整備を重点的に進めており、主

な完成工区としましては、都城志布志道路の今

町工区、国道325号の河内バイパスがございま

す。今後とも、真に必要な道路整備につきまし

て計画的、効率的な事業の推進に努めることと

しております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

道路建設課は以上でございます。

○永田道路保全課長 道路保全課でございま

す。当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の18～21ページでありますが、21

ページの一番下の段、道路保全課計をごらんく

ださい。当課の平成23年度決算額は、予算額179

億8,674万500円、支出済額142億5,432万405円、

翌年度への繰越額は、明許繰越36億9,546

万4,000円、事故繰越522万円、不用額3,173

万6,095円、執行率79.2％、翌年度繰越額を含め

ますと99.8％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

まず、執行残については、19ページの（目）

道路維持費の不用額3,152万5,536円でありま

す。これは、主に新燃岳の活動火山対策に係る

事業費で、新燃岳の再噴火に備えた応急対策費

も確保しておりましたが、結果的に23年度に新

たな噴火はなく、執行残となったものでありま

す。

次に、執行率についてでありますが、同じく

（目）道路維持費の執行率が78.5％となってお

ります。また、次の20ページの（目）橋梁維持
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費の執行率が64.6％となっております。これら

は、いずれも翌年度への繰り越しによるもので

あります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

報告書の「道路保全課」のインデックス、263

ページをお開きください。まず、（２）の施

策、地域交通の確保の地方道路交付金でありま

す。主なものは、交通安全事業として宮崎須木

線外23路線33工区で歩道等の整備を、また、災

害防除事業として岩戸延岡線外４路線５工区で

県道の落石対策などを行っております。

施策の成果等といたしましては、交通環境の

安全性や利便性が向上しており、今後も歩道の

整備や落石対策等の道路整備を計画的に行う必

要があると考えております。

次に、264ページをお開きください。（３）の

施策、連携・協働による魅力ある地域づくりの

道路環境保全活動協働推進であります。地域住

民が行う道路の美化活動や草刈り活動に取り組

んでいる延べ91団体と協定を締結し、活動用具

等の支給などの支援を行ったところでありま

す。

施策の成果等といたしましては、多くの県民

が道路環境の保全活動に参加し、道路愛護運動

の普及啓発が図られたところですが、地域によ

り活動意欲に差が見られるため、今後も取り組

みの拡大に向け引き続き支援を行うとともに、

さらに普及啓発活動に取り組んでまいりたいと

考えております。

続きまして、265ページをお開きください。

（１）の施策、安全で安心な県土づくりの公共

道路維持でありますが、災害防除事業として、

国道218号外８路線13工区で主に国道の落石防止

対策やトンネル補修を、また橋梁維持事業とし

て、国道218号外10路線15工区で国道の橋梁の補

修や耐震対策を実施しております。

施策の成果等でありますが、重点的に整備を

進めることとしている緊急輸送道路における落

石対策について、15カ所の対策を図ったもの

の、いまだ未対策箇所が多く残っており、引き

続き計画的に整備を進める必要があると考えて

おります。なお、緊急輸送道路の橋梁の耐震化

については、平成24年度中に完了する見込みで

あります。

続きまして、266ページをお開きください。

（２）の施策、交通安全対策の推進でありま

す。表中ほどの県単道路維持でありますが、県

が管理する国道16路線、県道199路線において、

路面、のり面、安全施設等の日常的な維持補修

を実施しております。

267ページをごらんください。施策の成果等と

いたしまして、交通環境の安全性・快適性が向

上しており、今後も引き続き、道路利用者の安

全確保の観点から交通安全施設等交通環境の整

備や適正な維持管理に努める必要があると考え

ております。

次に、監査結果報告についてであります。道

路保全課の指摘事項はありませんでしたが、土

木事務所で指摘を受けております。

委員会資料の７ページをお開きください。

（３）契約事務の２段目であります。宮崎土木

事務所におきまして、「道路維持管理業務委託

について、業務完了後に変更契約を締結してい

た」との指摘であります。今後は、委託業務の

進捗状況を十分確認し、契約、支払い時におけ

る関係書類のチェック体制を強化するなど、再

発防止に努めるよう指導したところでありま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま
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しては、特に報告すべき事項はありません。

道路保全課につきましては以上でございま

す。

○中野高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。おくれて参りまして申しわけございませ

んでした。

まず、当局の決算について御説明させていた

だきます。委員会資料の48～49ページに記載し

てございますが、まず、49ページの一番下の段

でございます。高速道対策局計をごらんくださ

い。当局の平成23年度の決算額は、予算額20

億8,054万6,000円、支出済額20億7,958万7,338

円、不用額95万8,662円、執行率は99.9％となっ

てございます。

なお、目の執行残が100万円以上あるいは執行

率が90％未満のものについては該当がございま

せん。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の「高速道対策局」のインデックス、

ページで申しますと292ページをお開きくださ

い。（１）交通ネットワークの整備・充実につ

いてでございます。「施策推進のための主な事

業及び実績」の表をごらんください。まず、高

速道路網整備促進につきましては、高速道路網

の早期整備に向けまして、促進大会等の開催や

国及び関係機関等への要望活動を実施したもの

でございます。

次に、東九州自動車道用地対策でございま

す。これにつきましては西日本高速道路株式会

社による事業区間につきまして、同社から事務

を受託して用地事務及び用地測量調査等を行っ

たものであります。

次に、直轄高速自動車国道事業負担金につい

てですが、これは、国が実施する高速自動車国

道の整備に係る県の負担金でございます。

続いて、施策の成果等について、293ページを

ごらんください。まず、高速道路の早期整備に

向けた活動につきましては、中ほどの表「各種

大会や要望活動数の実績」のとおりでございま

して、平成23年度につきましては当初の予定ど

おり活動することができております。また、用

地取得につきましては、その下の表「用地取得

進捗率の推移」にございますとおり、今年度開

通を予定しております都農―高鍋間を含む都農

―西都間については進捗率100％となってござい

ます。また、日向―都農間につきましては、平

成23年度末の進捗率は94％となっております。

同区間につきましては用地の取得難航箇所が５

件ございまして、これに対しまして土地収用手

続を進めております。現在までに５件すべての

裁決を経まして、取得事務の進捗を図っている

ところでございます。引き続き、平成25年度の

供用を目指して支障を来すことがないよう取り

組んでまいります。

なお、今後のことにつきましては、国の事業

中の区間については一日も早い完成を、また

残っております未事業化区間につきましてもで

きるだけ早く事業化を目指して、引き続き国や

関係機関に対して予算の確保、また重点配分を

強く訴えていく必要があると考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。以上でございます。

○山下主査 前半の執行部からの説明が終了い

たしました。

これより質疑を行います。

○右松委員 参考に教えてもらいたいんです

が、管理課、257ページの建設業指導についてお

伺いしたいんですが、昨今、大変厳しい業界の
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中で、私たち会派も建設業界の方々と意見交換

をする機会がふえていまして、いろんな話を伺

うことができております。この中で経営相談が

延べ75件ということです。業界から要望なり要

求等もあろうかと思うんですが、この75件の内

容を教えてもらうとありがたいと思います。

○江藤管理課長 経営相談ということで延べ75

件上げておりますけれども、経営相談と申しま

すのは、県が県の産業支援財団に業務を委託し

て平成16年度から行っている事業でありまし

て、主に経営アドバイザー、中小企業診断士の

方々による経営相談の窓口になっております。

今、県内で９カ所に設置して実施しております

が、23年度75件の相談の内容を申し上げます

と、７割強の相談については主に新分野進出に

関係するものになっております。経営相談と申

しますのは、あくまで建設業者の方々の相談に

応じる窓口でして、業界団体につきましてはそ

れぞれの団体ごとに意見をお聞きする場を別に

設けているところであります。

それと、経営相談とは別に、例えば工事の下

請に入った業者さんからの工事代金の未払い関

係のトラブルなどの相談については、管理課の

ほうで、ホットラインという電話、あるいは直

接相対しての対応をしておりますし、各土木事

務所においても下請の相談窓口を設置して実施

しているところであります。

○右松委員 産業支援財団のほうに委託をされ

て、県の執行部としても中身等把握は当然して

いく必要があると考えております。新分野進出

支援ということで24件出ていますが、業界の

方々との意見交換の中では、もちろん業界とし

ての声もあるでしょうし、個々の所属する建設

会社の声も、いろいろ話を伺う中では、新しい

分野への進出はかなり厳しいと聞いています。

具体的にこの24件は成果として出ているものが

あるのかどうか教えてもらうとありがたいで

す。

○江藤管理課長 新分野進出に関係するものに

実際に補助金を交付して支援しているわけです

けれども、23年度の24件につきましては、進出

先としては、農林業が７件、製造業が６件、小

売業が４件、飲食・サービスが５件、福祉関係

で２件となっておりまして、これについては今

年度の７月に入り担当が補助先を訪問し事後の

調査をしております。ただ、23年度実施した案

件について、今効果がどうかについては、細か

いデータを持ち合わせておりませんので判断し

かねるところでありますけれども、これまで補

助金を交付した先に対して、ことしまた新たに

アンケート調査を実施したところであります。

そのアンケートの結果によりますと、あくまで

この事業は建設業に軸足を置きながら、その中

で経営基盤強化の一方策として新分野というこ

とでありますけれども、「新分野について経営

に貢献しているか」というアンケートの問いに

対しては、約半分の方が「雇用の面で非常に効

果がある」という回答を得ているところであり

ます。

○右松委員 今、会派のほうで入札制度の勉強

会、ＰＴをつくってこれから本格的にいろんな

切り口から勉強していく中で、一定の結果を出

していく方向になっております。これは管理課

が所管ではないと思うんですが、業界の方々、

個別に話を聞いても、入札制度に関する要望、

御意見、あるいは労務管理、先ほどの新分野進

出等が中心になってきていると思っています。

この場面で質疑をするのが合うかどうかわかり

ませんが、今、非常に厳しい状況の中で、入札

制度を一つの切り口として、経済的な波及効果
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があるのかどうかという面もあるでしょうし、

他県との比較で、今の宮崎の制度が本当にいい

のかどうか、抜本的なことも含めていろいろ勉

強しております。今まで何度も話が出ているか

と思うんですけど、入札制度に関して、一般競

争入札も含めて今の制度の見直しについてどこ

まで考えておられるのか、現段階の状況を教え

てもらうとありがたいと思っています。

○江藤管理課長 一般競争入札につきまして

は、19年度の改革以降これまで、実際にやりな

がらその中で出てくるいろんな問題点、あるい

は業界団体からの御意見を踏まえながら、より

実情に沿うような形での見直しに取り組んでき

たところであります。総合評価につきまして

も、できるだけ地元の工事は地元の業者さんに

というところを踏まえて、地域企業育成型とい

う独自の評価シートをつくることによって、で

きるだけ地元の業者が受注しやすい環境づくり

に努めたところであります。同じような趣旨

で、今年度、土木一式等については、これまで

の地域要件を従来よりも狭くする形で、より地

元の業者が受注できる環境づくりに配慮したと

ころであります。

それと、確かに建設業を取り巻く状況は非常

に厳しいものがありまして、公共投資を含む建

設投資全体が県内全体冷え込んでいる中で、そ

れぞれの企業の経営を維持させる意味でも、例

えば最低制限価格、これは時限的に経済・雇用

対策という目的のために引き上げているもので

すけれども、建設工事についてはおおむね90％

程度というような対策もとっております。我々

としてはできる範囲のことはやりながら、やっ

たことについてはそれぞれ検証しながら、また

必要な見直しは進めてまいりたいと考えており

ます。

○右松委員 総括的な部分で質疑をしないとい

けないところだったかもしれません。

次の話題に移りたいと思います。267ページの

道路保全についてお伺いしたいと思っていま

す。昨今、交通事故に子供たちが巻き込まれて

死亡事故等が起きておりますが、当然、本県に

おいても整備が必要なところが多々あろうかと

思います。267ページに整備状況の推移が平成15

年度からの累計数で出ています。これを見ます

と、19年から20年15カ所、その次は19カ所、15

カ所、14カ所、大体同じようなペースで整備箇

所数が推移しておるんですが、ちなみに今、ど

れぐらい県内から整備の要望が上がってきてい

るのか、参考に教えてください。

○永田道路保全課長 これは、道路保全課で所

管しています交通安全事業につきまして、補助

事業と県単事業でやりました分の合計を書いて

います。22年度から23年度を見ますと100か

ら114で、補助で７件、県単で７件ほどの完了が

図られたということです。実際に今、交通安全

事業を補助で取り組んでおりますのは30カ所弱

ですが、地元からの要望はその倍以上ございま

して、県単でのちょっとした段差改善まで含め

ると、数的に何件とはお答えできないんですけ

ど、要望は応え切れないぐらいございます。

○右松委員 私も地区の人から、歩道の幅に関

して陳情が入ったんですけれども、今の現状か

ら考えて、毎年同じぐらいで推移をしていくと

いうのは、予算的なものもあるでしょうが、ど

うなのかなと思っています。交通安全に関して

は件数等にとらわれずに集中的に整備をしてい

く、その辺のことを普通であれば考えるんです

が、今後、整備を集中的に進めていくという考

えはないのかどうかお伺いしたいと思います。

○永田道路保全課長 公共事業予算が総体的に
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減っていく中で、私どもの所管しています落石

対策防災事業、橋梁の長寿命化、耐震化等しな

ければならないものがめじろ押しの状況であり

ます。そういった中で確かに交通安全関係も力

を入れていかないといけないと考えておりまし

て、今後の動きとしましては、国のほうが、こ

の４月以降の事故等を受けまして、通学路の点

検とか教育委員会などと一緒にやっているとこ

ろですが、交通安全に配慮した予算づけをする

んじゃないかという話もございますので、そう

いったものがあれば県としても積極的に対応し

て交通安全の確保を図っていきたいと考えてお

ります。以上であります。

○右松委員 若干温度差があるのかなという感

じはするんですが、24年度の整備箇所も調べて

いく中で、事故が起きる前に―必要性の高い

ものはプロが見ればわかるわけですから、その

辺は集中的に対策をとってもらうとありがたい

と思っております。以上で終わります。

○緒嶋委員 これは技術企画課も持っておる

し、建設、保全、高速道路も関係するかと思

う。これはリサイクルの絡みもあるわけです

が、県産の骨材を使う比率が極端に下がってき

ておるわけです。昔から大分の石灰石を中心に

使っておった。宮崎県の骨材の質が悪いという

こともあるのか、使いにくいというのもあるの

か、いろいろ課題はあろうとは思うんですけれ

ども、地産地消的な発想でこれを進めていかん

と、骨材業者そのものが疲弊してしまって廃業

する、そこでまた雇用もなくなる、宮崎県全体

の経済活動も縮小するというようないろいろな

影響も出てくるわけです。だから、できるだけ

リサイクル、４Ｒを含めて、いろいろなものが

県産材で補われるというか充足される率を高め

ていかなければ、宮崎県のためにはならないと

いう気がするわけです。技術検査の段階で強度

が足りないとかいろいろなことを言われること

もあるのかしらん。コンクリは石灰石を使った

ほうが強度が出るという話も聞いたりもするん

ですけど、基本的にこのあたりはどう考えてお

られるか。これは全体の中ではどこが担当です

か。

○前田技術企画課長 県内産の採石の使用率を

上げると、地産地消の観点からもというお話だ

と思います。ただいまお話にありましたよう

に、現在の採石で申しますと約３割が県外から

のものになっております。これにつきましては

以前、河川から砂利をとっていた時代にはほぼ

県内産だったと思いますけれども、環境面から

河川からとらないことにいたしまして、その

後、陸からの採石だけになったものですから、

足りないものを主に大分の石灰石を持ってきて

いるような状況になっております。一つは、民

民の取引の中で、生コンクリート等で使う採石

につきましては、どうしても品質を確保しない

といけないということがございます。実際、各

団体の方にお聞きしますと、材質として石灰石

がなじみがいいといいますか、トータルコスト

も有利だということ、それから今は船で持って

こられていますので、安定的に供給もできると

いうことが背景にありまして、県内産の率が上

がらないような状況だと思っています。県とし

ては採石の組合の方からもお話をお伺いしまし

て、供給とか品質、価格の面もいろいろ努力を

されているとお聞きしておりますので、そうい

う取り組みも踏まえた上で、地産地消の観点か

らできるだけ採用していただくように、生コン

組合等には使用をお願いしているところであり

ます。今後とも条件を整えながら、できるだけ

県内産を使っていただくようなお話を進めてい
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きたいと思っております。

○緒嶋委員 言われることはわかるんですが、

「できるだけ」というのは、何かの手法を用い

なきゃ今の率は上がらんと思う。総合評価の中

で、県外を使ったら減点にするというような目

に見えた対策を立てないと、口先で「何とか

使ってください」と言うだけでは、今まで使っ

ていたものが使いやすいし、それも質がいいと

いうことであればですね。ただ、県産材でも規

格に合わないということではないと思うわけで

す。価格が極端に違えば別ですけれども、でき

るだけ県産材を使う。宮崎県全体が地産地消で

県の振興を図っていかなければ―鹿児島は、

鹿児島県産のものじゃないとだめ、宮崎県のは

一つも入れないというような形で来ておるわけ

です。だから宮崎県も、採石で働く人もおるわ

けですから、宮崎県全体の経済をいかに活性化

するか。全体の流れを大きくする中で経済活動

を大きくしていかないと、企業誘致だ何だと

いっても、宮崎県にはコールセンターぐらいし

か来んわけです。特に公共事業は、少なくなっ

たと言っても数百億の事業量を抱えておるわけ

ですので。できるだけ県産材を使うということ

を、県土整備部、農政、環境森林部も、全体が

そういう立場で進まなきゃ、業者の民民の取引

だというようなことだけではうまく解消されん

のじゃないかという気がしますので、これは業

界の皆さんとも相談して、どういう形にするの

が宮崎県全体のためになるのかという視点で今

後考えていただきたいと思いますので、要望し

ておきます。

○中野委員 ただいま材料費のことで、石灰石

は価格が安いということで、いろいろ皆さん方

のほうでも配慮されているような発言をされま

したが、いつもそういう思いでいろんな入札に

至る設計というのはされているんですか。

○前田技術企画課長 表現が適当ではなかった

かもしれませんけれども、石灰石のほうを配慮

ということではございません。設計につきまし

ては、実勢単価、取引の価格を調査して定める

ことにしておりますので、実際の市場で取引さ

れている価格で積算しているところでございま

す。

○中野委員 ということは、石灰石を使うとい

うのは業者レベルでの話ということで、それを

進めなくてもいい、禁止してもいいということ

になるんですか。

○前田技術企画課長 予定価格を積算する上で

は取引価格をもとに組み立てるということでご

ざいまして、地産地消の観点からは、できるだ

け県産材を使うのが適当だと考えております。

○中野委員 どっちみち工事をすれば材料が要

るわけですが、材料の価格を配慮して入札金額

は積算していくんですがね。

○前田技術企画課長 はい、そのとおりでござ

います。

○中野委員 それで、アスファルトの材料につ

いては、前から、実際の価格と設計単価、積算

する価格に雲泥の差があるということで我々に

要望があるんです。西諸であれば小林と人吉か

ら購入します。それが両方とも、皆さんが積み

上げた価格よりもかなり高いと聞いているんで

すが、そういうことを聞かれたことはないです

か。

○前田技術企画課長 積算に用いる単価につき

ましては調査して定めます。それから、変動が

ございまして設計の単価と合わない、あるいは

ある一定基準の幅以上に変動がある場合には、

実勢単価に変更するようにしております。

○中野委員 今まで私が聞いておって、中身に
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入ることだから皆さん方に言ったことはないけ

ど、話が出たついでに、価格のことも配慮され

て設計しているという話でしたから言わせても

らいました。このことについては調査を云々と

言われたけれども、実際調査はされているんで

すか。または業者というか業界からの不満の声

は聞いておられませんか。

○前田技術企画課長 まず、差額があるんじゃ

ないかというお話は、最近はお聞きしておりま

せん。また、調査につきましては、委託をして

実際の市場の価格を調査しているところでござ

います。

○中野委員 アスファルトの材料を製造する会

社は、建設業界の大小で、小さいところには高

く、大量に取り扱うところには安く、そういう

価格なのかどうか知りませんが、えびのあたり

は小さい会社ばかりです。特Ａがいないところ

ですから。ぜひ実態を調査してほしいと思うん

です。私は一方だけを聞いて実態を知りません

けれども、そういう話をよく耳にするんです。

かなりの差があるという話です。そのことはい

ろんな形でお願いもしているんだということも

聞くんだけれども、耳にされていないようであ

りますから、調査してください。お願いしま

す。

○前田技術企画課長 今ありました件につきま

しては、出先機関、それから実態の調査を行い

まして情報収集してみたいと思います。

○中野委員 恐らく出先の土木事務所等は把握

されていると思うんです。あそこからの声とい

うのは本課には届かないんですか。

○前田技術企画課長 事務所からは届くシステ

ムになっていますし、実際にいろんなことが上

がってくるようになっております。

○田口委員 高速道対策局長に、先ほど用地難

航箇所５件あると伺いましたが、現時点でもま

だ５件残っているのか。来年度の開通に向けて

のタイムリミットといいますか、いつまでには

片づかないと来年度の開通に……。県民の悲願

でもあるわけですので、この状況を教えていた

だきたいと思います。

○中野高速道対策局長 日向―都農間の用地の

件かと考えております。先ほど申し上げました

が、５件ありまして、それにつきまして全て収

用委員会の裁決を経ております。これまで１

件、実際に裁決を経て、権利については起業者

であるＮＥＸＣＯ西日本のほうに移っているん

ですが、明け渡しをされていない件がございま

して、そこについて引き続き交渉しておったと

ころでございます。最近の情報ですが、そこに

ついても明け渡しをしている状況が確認できた

ということで、ＮＥＸＣＯから昨日報告があり

まして、それに伴って、これまで行政代執行の

申請が来ておりましたのを取り下げると伺って

おります。そういう状況になれば、今後速やか

に工事に入っていける状況でございます。

今、25年度供用を目指しておりますが、それに

向けて引き続き、しっかりと補足事務をやりつ

つ工事も進めていくという状況になろうかと

思っております。

○田口委員 もう一度確認ですけど、５つのう

ち今時点で残るのは何カ所ですか。

○中野高速道対策局長 ５件とも収用委員会の

裁決を経て、権利については起業者のＮＥＸＣ

Ｏのほうに移っております。ただ、明け渡しが

されないと実際に現地に入れないという状況で

ありまして、その明け渡しをしていただくよう

に交渉を続けておったものについて、近々の情

報ですと、それは明け渡しされた、物件の移転

がされたことが確認されたと聞いております。
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○田口委員 そういうことであれば、25年度の

開通に向けて用地に関してはだんだん片づいて

きていると思っていいわけですね。

○中野高速道対策局長 御指摘のとおり、用地

取得等に関しましては、残っていた物件がうま

くいけばクリアされるということです。明け渡

されたところに埋蔵文化財調査に入って、それ

から工事に入っていくことになります。工事に

ついては天候などいろんな要素がございますの

で、引き続き、25年度供用に向けて頑張ってま

いりたいと思っております。

○田口委員 実は今、私も高速道路を使って来

るんですけれども、非常にいらいらするのが、

のんびり走っている人が非常に多くて、追い抜

くことができないんです。ようやく４車線化に

なると、うれしくなってついついアクセルを踏

み過ぎるところもあるんですけれども。残って

いる日向と高鍋の間には４車線化の部分がある

んですか。

○中野高速道対策局長 今、ＮＥＸＣＯ西日本

社のほうで事業しております日向―都農間につ

いて、１カ所、５車線、４車線区間が設けられ

る予定になっております。

○図師委員 委員会資料の７ページ、説明は

あったんですけれども、監査の指摘事項の２つ

目、道路維持管理業務委託について、業務完了

後に変更契約締結が行われたということです

が、もう少し詳しく説明をお願いします。

○永田道路保全課長 この件は宮崎土木事務所

の草刈り業務であります。草刈りを年２回しま

すということでやっておりましたところ、１回

目の草刈りの後、２回目の草刈りのときは若干

草刈りの面積がふえております。本来、そう

いったものは所長まで決裁をとった後に指示書

を切ってもらいます。そういうものが終わった

ら変更契約ということになるわけですが、一連

の流れの中で、業者から出てくる完了届の日付

が業務が終わった日付で入っておりました。業

務が終わった日付だけじゃなくて、書類などが

全て整って検査を受ける段階の日付を入れても

らわないといけないと。本来、担当のほうが

「これはちょっとおかしいよ」と指摘をしない

といけないところが、チェックが漏れておりま

して、結果として変更契約が業務完了届より後

になったという形になってございました。こう

いったものがないように、日付等をちゃんとチ

ェックするように土木事務所にも指導したとこ

ろです。今後こういうことがないように指導し

てまいりたいと考えております。以上です。

○図師委員 業務の変更届を先に書類化しな

きゃいけないところが、後になってしまったと

いうことですね。

２回目の草刈り業務の面積がふえたというこ

とですけれども、書類の単なる日にちがずれた

だけで済んでいるのか、業務量が変わっている

わけですから、予算とか、業者に支払いが発生

している内容までが変わってしまっていないの

か、そのあたりの内容はいかがですか。

○永田道路保全課長 ふえた面積を指示してお

りますので、当然増額になっております。本

来、それに伴った変更契約をした後に業務完了

届が出てくる形になるべきであったところが、

同時進行的に行くものですから。ただ、現場で

は、現場が終わって変更契約ができて検査をし

たというスタイルになっているんですが、たま

たま書類のチェックが漏れておったということ

で、大変反省しているところであります。以上

です。

○図師委員 業者に不利益が行っていなければ

よろしいんですが、再発防止も含めてほかの土
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木事務所への徹底もあわせて行われるといいと

思います。以上です。

○山下主査 お昼になりましたが、午後の部で

継続でやりたいと思います。午後１時から再開

したいと思います。

暫時休憩いたします。

正午休憩

午後０時58分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

○右松委員 教えてもらいたいんですが、260

～263ページです。予算額に対して執行がされ

て、執行残が翌年度に繰り越しをされるわけで

すが、この繰り越しについて、時間がなくて余

り調べることはできませんでしたけど、本県の

繰越額が他県と比較してどういうものなのか午

前中に教えてもらおうと思ったんです。263ペー

ジでいくと、地方道路交付金に関しては、予算

が30億1,300万、決算が16億1,015万、繰り越し

が14億362万ということで、約半分、46％が繰り

越しをされている計算になります。これが他県

と比べてどうなのか熊本を調べてみたんです

が、これは予算書、決算の中で調べましたから

これとは必ずしも合わないんですけど、高いと

ころは地域道路改良費が57％繰り越しされてい

ます。46％、41％、道路改築費は29％が繰り越

しになっています。年度当初、早期発注に努め

ていらっしゃるとは思うんですが、前年から繰

り越しをされた分もあって、年間トータルで執

行額で調整をされる部分があるのかどうか。そ

れともなるべく早期発注して執行残を減らして

いく考えがあるのか、その辺を教えてもらうと

ありがたと思います。

○江藤管理課長 予算の執行につきましては、

もともと予算は単年度主義でありますから、繰

り越しというのは特例的な形になるわけですけ

れども、基本的に、特に県土整備部の場合です

と公共事業。公共事業についても、今、委員が

おっしゃったように早期発注、それがひいては

年間通しての事業量の平準化にもつながるとい

うこともありまして、できるだけ早期発注に努

めているところであります。ただ、結果的に、

事業進捗のぐあいによりましては、例えば用地

交渉とか設計の変更見直し、それぞれの事情が

重なることによって、どうしても工期が次年度

にまたがるものについては、あらかじめ議会の

ほうに繰り越しをお願いしております。それが

結果的に、22年度から23年度の繰り越しが250億

前後、国の経済対策等が実施されますと繰越額

にもかなり影響してきますけれども、公共事業

に関して200～250億程度が最近の繰り越しの状

況であります。

○右松委員 私もいろいろと勉強して調べてい

かないといけないんですが、関係団体のほうか

ら早期発注してもらいたいという要望もあって

ですね。ただ、今の答弁からするといろいろと

努力はされていると認識しましたので、これは

継続して私のほうで調べさせていただきます。

ありがとうございます。

○中野委員 さっきは材料のことで、石灰石の

話を聞いて、突然、思い出しながら質問しまし

たが、手元に資料を持ってきましたので……。

まずお聞きしたいのは、今の設計額は幾らで

すか。

○前田技術企画課長 アスファルト合材の小林

地区ということでよろしいでしょうか。ことし

の10月１日付の単価は、密粒度アスファルト混

合物が、使う量で単価設定が違うものですか

ら、一番少ない量の設定、200トン未満でトン当

たり１万2,700円に設定しております。
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○中野委員 その金額はいつからそうなったん

ですか。

○前田技術企画課長 ただいま申し上げました

のは10月１日現在です。今年度に入りまして４

月１日からは変更なしで１万2,700円ということ

になっております。

○中野委員 私が聞いた話では、５年間ぐらい

１万1,300円であったという話です。それで、実

際の購入金額を把握されていないということで

したが、１万4,000～１万5,000円で、持ち込ん

でもらうとプラス500円だと聞いたんですが、設

計額よりもとにかく高いということです。さっ

き言われた１万2,700円からしても高いというこ

とですが、実態がそうなんですか。

○前田技術企画課長 実際の市場の取引単価を

調査した結果ということで設定しているもので

すから、どういう場合にそういうことになった

か把握しておりません。

○中野委員 さっき小林で１万2,700円というこ

とで、４月からその金額だということでした

が、ほかの土木事務所管内はこの金額よりも高

いんですか、おおむね一緒なんですか。

○前田技術企画課長 実際には西諸地区でも、

小林市と高原町、えびの市の範囲がこの単価と

いうことで、小林市の須木村については遠隔地

ということで割高な設定になっております。そ

れから全体的に申しますと、山間部、西臼杵支

庁管内、椎葉村、西米良村などは、輸送費の関

係等もありまして割高な設定になっておりま

す。ほかはほぼ変わらない。逆に、町なかに行

きますと少し安い設定になっております。

○中野委員 西諸に限ったことで、業者に言わ

せれば、材料を手にするアスファルト合材の会

社は人吉と小林にあるようですが、「カルテル

ではないか」、そういう言葉まで出ているんで

す。設計額以上で、幾ら言ってもその価格は下

げられないということで、県の仕事をとった以

上は工事をせないかんわけだから、非常に困っ

ていると。なかなか下げてもらえないというこ

とで、カルテルじゃないかと。そのカルテルを

認めているんじゃないかと言いたいぐらいの声

で聞こえてくるんです。山間部地域は１万2,700

円より高いということでの話でありましたが、

１万4,000～１万5,000円が本当であれば、これ

よりも高いことはないと思うんです。その辺を

調査してもらって実態を把握してください。お

願いしておきます。その回答は個別で結構です

ので、御一考してください。

○山下主査 そのほかありませんか。

なければ、引き続きＢグループの審査に入り

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、後半のグループの説明を求めま

す。

○東河川課長 河川課でございます。当課の決

算について御説明いたします。

委員会資料の22ページからでございますけれ

ども、まず27ページをお開きください。一番下

の欄の河川課計をごらんください。当課の平

成23年度決算額は、予算額192億282万8,000円、

支出済額141億3,801万6,939円、翌年度繰越額48

億7,262万円、不用額１億9,219万1,061円となっ

ておりまして、執行率73.6％で、翌年度繰越額

を含んだ執行率は99％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

22ページにお戻りください。まず、（目）河

川総務費でありますが、不用額が254万5,223

円、執行率は83.5％となっております。不用額

の主なものとしましては、河川管理施設維持管

理計画策定におきまして事業関連に伴い事業費
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が確定したことによるものであります。

次のページをお開きください。（目）河川改

良費でありますが、不用額が3,638万6,711円、

執行率は74.1％となっております。不用額の主

なものとしましては、都城市の丸谷川及び庄内

川で実施しました公共災害関連河川事業におけ

る事業費確定に伴う執行残であります。

次に、25ページをお開きください。（目）水

防費でありますが、不用額が665万1,000円、執

行率は87.9％となっております。不用額の主な

ものとしましては、ダム施設管理事業として実

施しました堆積土砂除去工事における事業費確

定に伴う執行残であります。

次に、26ページの（目）土木災害復旧費であ

りますが、不用額１億4,650万6,105円、執行率

は63.3％となっております。不用額につきまし

ては、22年災、23年災における事業費確定に伴

う執行残であります。

今まで御説明いたしましたいずれの目も、執

行率が90％を下回ったのは、主に翌年度への繰

り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果について、主なものを

御説明いたします。

報告書の「河川課」インデックスの268ページ

をお開きください。（２）良好な自然環境・生

活環境の保全についてであります。主な事業及

び実績でございますが、表の２番目、河川パー

トナーシップでは、自然豊かな河川空間を地域

に生かし維持するために、県民と行政が協働し

て堤防の草刈りを行っているところでありまし

て、平成23年度は399の団体に参加していただい

たところであります。

次に、269ページをごらんください。施策の成

果等につきまして御説明いたします。河川や海

岸の美化清掃を行う愛護ボランティア活動の延

べ参加人員につきましては、すぐ下の表の活動

の状況にありますとおり、口蹄疫の影響で平

成22年度は減少したものの、平成23年度は7,023

人にまで回復いたしました。また、河川パート

ナーシップへの参加自治会等の団体数につきま

しても年々増加し、県民との協働による河川管

理が順調に進展しているところでございます。

今後とも、県民とともに良好な河川環境の保全

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、（１）安全で安心な県土づくりであり

ます。まず、広域河川改修であります。これ

は、平成17年の台風14号などにより浸水被害を

受けた耳川外８河川において、河道掘削や築堤

などの整備に取り組んだところであります。

270ページをお開きください。表の１番目、水

防災対策であります。台風などで浸水被害を受

けた五ヶ瀬川外６河川におきまして、輪中堤の

整備や宅地のかさ上げなどを行うことにより、

家屋の浸水被害の防止・軽減に取り組んだとこ

ろであります。

次に、一番下の欄、老朽化対策であります

が、これは老朽化した海岸施設の機能回復及び

強化を図るもので、日南市の風田海岸外２海岸

において平成23年度に新規着手したところであ

ります。

271ページをごらんください。１番目の県単河

川改良であります。これは、湯の元川外64河川

におきまして河川の堆積土砂の除去などに取り

組んだところであります。

次に、下から２番目の公共土木災害復旧であ

ります。22年災、23年災をあわせまして、丸谷

川外122カ所におきまして事業実施し、災害箇所

の早期復旧に努めたところであります。

次に、272ページをお開きください。２番目の

ダム施設整備でありますが、祝子ダムなど３ダ
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ムにおいて、管理制御設備の更新や補修工事に

取り組んだところであります。

次に、一番下の欄、河川管理施設維持管理計

画策定であります。これは、平成21～23年度の

３カ年で堆積土砂除去の実績などの維持管理の

履歴などを蓄積していく河川のカルテを、全て

の県管理河川で策定するものであります。今

後、これを有効に活用し適切な維持管理に努め

てまいりたいと存じます。

273ページをごらんください。施策の成果等に

つきまして御説明いたします。まず、①です

が、平成17年の台風14号などにより浸水被害が

大きかった箇所を中心に河川改修を実施してい

るところであります。平成23年度は、水防災対

策事業を耳川などで重点的に取り組むととも

に、広域河川改修事業においても一ツ瀬川など

で事業実施したところであります。

また、②にありますように、ハード整備とあ

わせて、わかりやすい防災情報の伝達・提供な

どのソフト対策を推進していく必要があること

から、雨量局、水位計及び河川監視カメラの設

置を進めております。平成23年度は河口部にお

ける津波状況を監視するカメラの増設に関する

調査を行い、平成24年度からの設置を予定して

いるところであります。

次に、③の地震・津波対策についてでありま

す。平成23年度は、全国防災枠などにより一ツ

瀬川や酒谷川などで河川管理施設の地震・津波

に対する安全性の照査等を実施いたしておりま

す。今後、必要に応じて堤防の液状化対策や水

門等の耐震化・自動閉鎖化などを推進すること

としております。

次に、④でありますが、宮崎海岸につきまし

ては直轄事業として取り組んでおりますが、平

成23年12月に基本方針と具体的な対策工法が決

定され、ことしから突堤の工事に着手されま

す。

最後に、⑤の災害復旧事業につきましては、

平成21～23年災害の決定箇所283カ所のうち、こ

れまでに97.2％に当たる275カ所で工事に着手

し、早期復旧に努めているところであります。

今後とも、安全で安心な県土づくりを推進して

いく所存であります。

続きまして、監査結果報告についてでありま

す。河川課の指摘事項はありませんでしたが、

土木事務所で１件の指摘を受けております。

委員会資料にお戻りいただきまして、５ペー

ジをお開きください。（１）収入事務の２段目

ですが、都城土木事務所におきまして、「土石

採取料について、会計年度を誤っているものが

見受けられた」というものであります。今後

は、財務規則などの諸規定に基づき適正に処理

し、担当リーダー、担当課長などにより精査を

再度徹底することとし、あわせて関係する全所

属に対して注意喚起を行ったところでありま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はありません。

河川課は以上でございます。

○加藤砂防課長 砂防課でございます。当課の

決算について御説明したいと思います。

決算特別委員会資料の28～29ページとなりま

す。まず、29ページ一番下の欄、砂防課の計を

ごらんください。左から、予算額73億8,281

万7,000円、支出済額48億7,226万5,138円、翌年

度繰越額24億5,884万9,000円、不用額5,170

万2,862円、執行率は66％で、翌年度への繰越額

を含めた執行率は99.3％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものについてでございます
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が、１ページ戻っていただきまして、28ページ

中ほどの（目）砂防費は、右側の説明欄にあり

ますが、各事業におきまして繰越事業が発生し

ております。それに伴いまして65.7％の執行率

となっております。

また、不用額5,170万2,862円につきまして

は、主に新燃岳が再噴火した際に緊急に実施す

る除石工事等を行うための土石流対策費用とし

て予算措置をしておりましたが、幸いにも実施

するに至らなかったことにより不用額となった

ものでございます。

次に、主要施策の成果について御説明を申し

上げます。

報告書の「砂防課」のインデックス、274ペー

ジをお開きいただきたいと思います。砂防課、

くらしづくり３の（１）安全で安心な県土づく

りの中より、主な事業について御説明を申し上

げたいと思います。表の一番上、通常砂防でご

ざいますが、高千穂町の城屋敷川外32渓流にお

いて堰堤工や護岸工を整備し、土石流による災

害の防止対策を実施しているものでございま

す。

次に、１つ飛ばしまして、地すべり対策につ

いてですが、日之影町の大藪地区外４地区にお

きまして排水ボーリングなどを施工いたしまし

て、地すべりに対する災害の防止対策を実施し

ているものでございます。

一番下の災害関連緊急砂防ですが、これは、

平成23年６月の梅雨前線豪雨により土石流が発

生いたしました椎葉村の不土野川におきまし

て、堰堤工の詳細設計を実施したものでござい

ます。

次の275ページをごらんください。表の一番

上、急傾斜地崩壊対策でございますが、宮崎市

の元神南地区外39地区におきまして擁壁工及び

のり面工を実施しているものでございます。

次に、総合流域防災でございますが、砂防事

業として串間市の春日谷川外１渓流において渓

流保全工を実施するとともに、急傾斜地崩壊対

策事業として、宮崎市の富吉上村地区外９地区

において擁壁工やのり面工を実施しているも

の、また、ソフト事業になりますが、土砂災害

防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定をす

るための基礎調査を県内一円において実施して

おるものでございます。

次に、県単砂防ですが、宮崎市の加江田川

外30渓流において、水路工、護岸工及び新燃岳

の噴火に伴う土石流対策としての緊急対策工事

を実施したものでございます。

引き続きまして、276ページをごらんくださ

い。表の上から２番目、県単自然災害防止急傾

斜地崩壊対策でございますが、これは、市町村

が実施する急傾斜地崩壊対策工事に対する県か

ら市への補助金でございまして、宮崎市の大坪

―２地区外９地区におきまして、擁壁工及びの

り面工を実施しております。

次に、施策の成果等についてでございます。

本県の土砂災害危険箇所の整備状況でございま

すが、277ページの表の一番下、右側にあります

とおり、平成23年度末で28.2％の整備率になっ

ております。おおむね目標としている成果、進

捗率となっていると認識しております。

また、平成22年度に都城市の牛の脛谷川及び

渡司川で発生した土砂災害対策については災害

関連工事で実施しておりまして、先ほども申し

上げましたが、23年度、椎葉村不土野川にて発

生した土砂災害対策につきましても災害関連で

取り組んで工事進捗を図ったところでございま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査
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報告書につきましては、当課より特に報告すべ

き事項はございません。以上でございます。

○坂元港湾課長 港湾課でございます。当課の

決算について御説明いたします。

委員会資料の30～36ページでございます。港

湾課には一般会計と特別会計がございます。ま

ず、一般会計から御説明いたします。33ページ

の一番下の段、一般会計の計の欄をごらんくだ

さい。平成23年度決算額は、予算額51億1,567

万9,000円、支出済額44億5,556万3,289円、翌年

度繰越額６億2,393万円、不用額3,618万5,711

円、執行率87.1％、翌年度への繰越額を含めま

すと99.3％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

恐れ入りますが、30ページにお戻りくださ

い。（目）土木総務費でありますが、不用額

が3,527万812円となっております。これは、主

に空港整備直轄事業負担金の執行残でありまし

て、国の事業費の変更決定がおくれたことによ

るものでございます。

次に、32ページをお開きください。（目）港

湾建設費でありますが、執行率が74.9％となっ

ております。これは、主に港湾改修事業の翌年

度への繰り越しによるものであります。

次に、34ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の決算についてでございます。決

算額等につきましては、先ほど部長のほうから

御説明しましたので省略させていただきます

が、一般会計と同じく、目の執行残が100万円以

上及び執行率が90％未満のものについて御説明

いたします。

同じく34ページの（目）港湾管理費でありま

すが、不用額が1,518万2,152円となっておりま

す。これは、主に荷役機械や引き船に係る維

持・点検費用の執行残であります。

次に、（目）港湾建設費でありますが、執行

率が75.4％となっております。これは、細島港

整備事業費の翌年度への繰り越しによるもので

あります。

次に、35ページをお開きください。下のほう

の（目）予備費でありますが、平成23年度は予

備的費用が発生しなかったことから、200万円全

額が未執行となっております。

次に、一番下の段、港湾課の計の欄をごらん

ください。当課の一般会計、特別会計を合わせ

ました平成23年度決算額は、予算額73億7,112万

円、支出済額65億301万4,517円、翌年度繰越額

８億1,473万円、不用額5,337万5,483円、執行

率88.2％、翌年度への繰越額を含めますと99.3

％となります。

次に、36ページをごらんください。港湾整備

事業特別会計の歳入について御説明いたしま

す。一番下の段の歳入合計ですが、予算現額22

億5,544万1,000円に対し、収入済額が20億8,360

万2,183円となっております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の「港湾課」のインデックス、278ペー

ジをお開きください。２の安心して生活できる

社会の（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりについてであります。主な事業及び実績で

ありますが、みやざき臨海公園運営費は、宮崎

港一ツ葉地区にありますみやざき臨海公園の管

理運営を指定管理者に委託しているものでござ

います。

施策の成果等についてでありますが、主な実

績内容にも記載してありますとおり、公園全体

の利用者数は24万1,900人、また、海水浴期間の

利用者数は８万1,400人となっております。各種
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イベント等の開催により利用促進を図ってきた

ところでありますが、夏場の台風襲来等の影響

により前年度を若干下回る利用状況となってお

ります。

次に、279ページをごらんください。１の経

済・交流を支える基盤が整った社会の（１）交

通ネットワークの整備・充実についてでありま

す。主な事業及び実績でありますが、港湾改修

は、細島港、油津港におきまして港内の静穏度

を確保するため防波堤の整備などを行ったもの

であります。

280ページをお開きください。上から３段目の

ポートセールス推進でありますが、本県重要港

湾３港の利用促進を図るため、県内外での港湾

セミナーや企業訪問を実施するとともに、ＰＲ

パンフレットの作成などを行ったものでありま

す。

次に、下から２段目の細島港整備（コンテナ

ターミナル整備）であります。細島港において

は、平成22～24年度でコンテナターミナルの整

備に取り組んでおり、平成23年度はガントリー

クレーンの増設工事などを行ったところであり

ます。

次に、新規事業、細島港整備（多目的国際

ターミナルふ頭整備）であります。この事業

は、国が行う大型岸壁の整備に合わせまして、

平成23～26年度で背後の埠頭用地を県が整備す

るもので、平成23年度は護岸などの設計を行っ

たところであります。

281ページをごらんください。施策の成果等で

ありますが、まず、港湾整備につきまして、既

存施設の有効活用を図りながら重点的、効果的

な整備を行ったことにより、安全性や信頼性の

向上など港湾施設の強化につながったものと考

えております。また、ポートセールス活動につ

きましては、港湾セミナーや企業訪問を積極的

に実施したところであります。コンテナ貨物取

扱数といたしましては、新燃岳噴火などの影響

を受けたにもかかわらず、過去最高となった平

成22年度と同程度となっております。

主要施策の成果については以上でございま

す。

次に、監査報告についてであります。港湾課

の指摘事項はありませんでしたが、港湾事務所

で２件の指摘を受けております。

委員会資料の５ページをお開きください。

（１）収入事務の４段目であります。北部港湾

事務所の、「延岡新港上屋使用料等について、

調定額の算定を誤り過徴収や徴収不足となって

いるものが散見された」との指摘でございま

す。今後は事務所内のチェック体制を強化する

とともに、適正な事務処理に努めるよう職員に

周知徹底を図ったところであります。

続きまして、７ページをごらんください。

（３）契約事務の３段目であります。北部港湾

の、「延岡港物揚場補修工事について、工期変

更に伴う契約保証の変更手続が行われていな

かった」との指摘であります。今後は、保証状

況が正確に把握できるよう管理の書類を改める

とともに定期的なチェックを行うなど、適正な

事務処理に努めることとしております。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はありません。

港湾課につきましては以上でございます。

○大谷都市計画課長 都市計画課でございま

す。当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の37～40ページに当課の決算につ

いて記載しておりますが、まず40ページをお開

きください。一番下、都市計画課計の欄をごら

んください。当課の決算額でございますが、予
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算額39億9,441万2,000円、支出済額が31億3,363

万864円、翌年度への繰越額が８億5,937万8,000

円、不用額が140万3,136円となっております。

執行率は78.5％、翌年度繰越額を含めます

と99.9％となっております。

目の執行残が100万円以上のものはございませ

んので、執行率が90％未満のものについて御説

明をいたします。

38ページにお戻りください。（目）街路事業

費の執行率74.0％につきましては、主に繰り越

しによるものであります。

また、39ページをお開きください。中ほど、

（目）公園費の執行率84.4％につきましても、

主に繰り越しによるものでございます。

次に、主要施策の成果について、主なものを

御説明いたします。

報告書の「都市計画課」のインデックスのと

ころ、282ページをお開きください。まず、１の

（２）良好な自然環境・生活環境の保全につい

てであります。表の１番目、公共下水道整備促

進事業によりまして市町村に補助を行い、宮崎

市外６市６町で下水道の整備を進めるととも

に、表の２番目、下水道県過疎代行事業により

まして、日南市北郷町におきまして県が代行し

て幹線管渠の整備を行ったものであります。こ

の結果、右のページの上の表にありますよう

に、県内の平成23年度末現在での公共下水道人

口普及率は54.2％となっております。今後も市

町村の実情に応じた効率的、経済的な整備を進

める必要があると考えております。

次に、２の（１）快適で人にやさしい生活・

空間づくりについてであります。表の２番目、

新規事業、広域圏まちづくり実行プログラム策

定であります。これは、県が平成23年度に策定

しました都市計画区域マスタープランの実効性

を高めるために、小林市など12市町へのヒアリ

ング、アンケートなどを実施しまして、その市

町における市町村マスタープラン策定のための

ガイドラインを策定したものであります。

次に、表の３番目、美しい景観づくりであり

ますが、これは、景観行政団体となった市町村

のうち、景観計画の策定に取り組まれた都城市

など３市１町に対しまして支援を行ったほか、

地域住民や行政職員を対象にした景観研修の開

催や、地域での景観に関する検討会などに景観

アドバイザーを派遣したものであります。

次に、284ページをお開きください。表の１番

目、民間活力を生かした景観・地域づくり支援

でありますが、これは、県が指定します景観整

備機構に補助を行いまして、景観形成に関する

実践的なセミナーを開催するなど、民間の活力

を生かした美しい景観づくりへの取り組みを

図ったものであります。

285ページの施策の成果等でありますが、これ

らの取り組みによりまして、②の中段にありま

すように、県の区域マスタープランに即して策

定します市町村マスタープランの改訂が行いや

すいよう、関係市町へ支援を行ったところであ

ります。また、③及び⑤にありますように、県

内各地で地域の特性を生かした美しい景観づく

りへの取り組みを促進し、地域住民や事業者ら

がみずから継続的に景観形成活動に取り組む体

制づくりを行ったところであります。

次に、286ページをお開きください。（２）地

域交通の確保についてであります。表の２番

目、土地区画整理事業でありますが、この事業

によりまして、施行地区内の都市計画道路が整

備され、都市基盤整備の促進が図られることか

ら、その整備費につきまして県が支援を行った

ものであります。



-78-

次に、表の３番目、地方道路交付金でありま

すが、これは、延岡市街地の交通混雑の緩和を

図るために整備を進めている延岡西環状線の一

部となる橋梁工事や、宮崎市街地の中村木崎線

外10路線で街路の整備を行ったものでありま

す。

287ページの中ほど、施策の成果等であります

が、②にありますように、街路整備等の推進に

より地域交通ネットワークと連携した放射・環

状道路、交通結節点へのアクセス道路など、ま

ちづくりと一体となった道路の整備を進めたも

のであります。今後とも、都市部における安全

で円滑な交通を確保する道路整備を進めるとと

もに、安心で快適な都市空間の整備に取り組ん

でまいりたいと考えております。

次に、288ページをお開きください。３の

（１）安全で安心な県土づくりについてであり

ます。表の公共都市公園整備でありますが、こ

れは、総合運動公園の屋内プールの耐震補強工

事や屋内練習場の屋根改修工事を行ったもので

あります。

施策の成果等でありますが、大規模災害に対

する被害の軽減や安全で快適な施設の利用促進

を図ったものであります。

次に、監査報告について御説明いたします。

都市計画課の指摘事項はありませんでしたが、

土木事務所で１件の指摘を受けております。

委員会資料の５ページをお開きください。

（１）収入事務の上から３段目であります。日

向土木事務所におきまして、「屋外広告物許可

申請手数料について、証紙の消印の方法が適当

でないものが散見された」との指摘でありま

す。今後は、指摘を受けた事務所を初め各土木

事務所等に対しまして、収入証紙条例に十分留

意して事務を行うよう指導したところでありま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はありません。

都市計画課については以上であります。

○伊藤建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。当課の決算について説明いたします。

委員会資料の41～45ページでありますけれど

も、45ページの一番下の段、建築住宅課の計の

欄をごらんいただきたいと思います。当課の平

成23年度の決算額は、予算額28億5,514万4,880

円、支出済額24億3,062万3,642円、翌年度繰越

額４億1,687万4,000円、不用額764万7,238円、

執行率は85.1％、翌年度への繰越額を含めます

と99.7％となっております。

次に、目の執行率が90％未満のもの、または

執行残が100万円以上のものについて説明いたし

ます。

42ページにお戻りください。中ほどの（目）

都市計画総務費の執行率が81.8％となっており

ますけれども、これは主に、都市計画法に基づ

く開発審査会での審査件数が予想を下回ったこ

とにより審査会の開催が少なくなったため、そ

の委員会の報酬及び事務費に不用額が生じたも

のであります。

同じページの下から２行目の（目）住宅管理

費の不用額が375万6,145円となっております

が、これは主に、県営住宅の修繕費として電気

設備、給排水設備の故障や風呂釜の交換など緊

急修繕のために需用費を確保しておりましたけ

れども、想定を下回ったことなどによるもので

あります。

次に、44ページをお開きください。（目）住

宅建設費の不用額が307万1,636円となっており

ますが、これは主に、県営住宅の整備に伴う工

事の入札残や事務費の執行残によるものであり
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ます。また、執行率が75.3％となっております

が、翌年度への繰り越しを含めますと99.8％と

なっております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の「建築住宅

課」のインデックス、289ページをお開きくださ

い。まず、（１）快適で人にやさしい生活・空

間づくりについてであります。次の「施策推進

のための主な事業及び実績」の欄にあります各

種の事業に取り組んだところであります。公共

県営住宅建設の住宅整備事業におきましては、

宮崎市内の平和が丘団地１号棟40戸を新規に着

工し、同団地３号棟37戸及び宮崎市内の小戸団

地４号棟28戸が完成をいたしました。なお、日

南市内の馬越団地３号棟24戸については、事業

を継続し、本年度の上期に完成したところであ

ります。また、環境整備事業としましては、宮

崎市内の学園木花台団地ほかにおきまして外壁

改修等を実施したところであります。

次に、市長村営住宅建設促進につきまして

は、人にやさしい公営住宅整備促進事業とし

て、市町村が整備する高齢者や障がい者世帯向

けの特定目的住宅に対しまして、その整備費の

一部を助成したところであります。

290ページをお開きください。次に、住情報提

供推進におきましては、県民の住まいづくりを

支援するために、ホームページによる住情報の

提供や住まい・る・メッセなどのイベントを開

催し、住まいに関する相談窓口の設置、情報の

提供等に努めたところであります。

次に、宮崎県住生活基本計画改訂におきまし

ては、平成19年３月に策定しました計画を、社

会経済情勢等が変化したことから見直すことと

し、宮崎県住宅政策懇談会で意見を伺うなどし

て改訂を行ったところであります。

次に、施策の成果等についてでありますが、

住宅に対して満足している県民の割合は高く、

また、県営住宅のバリアフリー化率が向上する

など、一定の成果が得られたものと考えており

ます。

次に、291ページですけれども、（１）安全で

安心な県土づくりについてであります。次の

「施策推進のための主な事業及び実績」の欄に

あります建築物防災対策に取り組んだところで

あります。この事業におきましては、建築物防

災展の開催などの建築物地震対策事業を初め、

木造住宅の耐震化普及促進などに取り組んだと

ころであります。

この結果、次の施策の成果等にありますとお

り、建築物所有者などの防災意識の高揚を図る

とともに、県内12市町で60戸の耐震診断と、６

市町で69件のアドバイザー派遣を実施したとこ

ろであります。今後も引き続きこれらの事業の

促進に努めてまいりたいと考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ありません。

建築住宅課は以上であります。

○酒井営繕課長 営繕課でございます。当課の

決算について御説明いたします。

委員会資料の46～47ページに記載しておりま

すけれども、まず、47ページの一番下の段の営

繕課計をごらんください。当課の平成23年度の

決算状況は、予算額６億9,830万2,000円、支出

済額６億8,487万422円、不用額1,343万1,578円

となり、執行率は98.1％となっております。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんが、執行残が100万円以上のものについて

御説明いたします。
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46ページにお戻りください。上から３段目、

（目）財産管理費でありますが、不用額が1,317

万8,396円となっております。主なものといたし

ましては、組織改正に伴う執務室改修等に係る

修繕費の執行残と庁舎、公舎等に係る営繕工事

費の執行残であります。

次に、主要施策の成果でありますが、当課は

該当ございません。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

営繕課は以上であります。

○山下主査 以上で執行部の説明が終わったと

ころですが、委員の皆様方の質疑を承りたいと

思います。

○右松委員 建築住宅課にお伺いしたいと思い

ます。291ページですが、木造住宅耐震化普及促

進事業について、これは私、２月定例会の一般

質問で取り上げましたので、きっちりと幾つか

問うていきたいと思っています。まず、施策の

成果等ですけれども、「県内12市町で60戸の耐

震診断を（中略）木造住宅の耐震化が促進され

た」というふうに評価されています。これはか

なり甘い内部評価だと思っています。はっきり

言わせていただきますけど、この評価は論外だ

と思っています。まず建築住宅課長に伺いたい

んですが、この事業は、知事も言われておりま

したが、昨年度、新規で目玉施策としての木造

住宅耐震化リフォーム支援事業の一環と受けと

めています。この想定診断戸数は何戸か覚えて

いらっしゃるか伺いたいと思います。

○伊藤建築住宅課長 木造住宅耐震化普及促進

事業でありますけれども、耐震診断補助につき

ましては予算としては90戸を見ておりまして、

決算としては、ここに書いていますように60戸

になっております。

○右松委員 ずれがあるといけませんから伺い

たいんですが、木造住宅耐震化リフォーム支援

事業も建築住宅課が担当されておって、このと

きは全部で5,000万という枠の中で耐震診断事業

として340万組み込んでいます。建築住宅課がつ

くっている中で340万で想定戸数は200戸と出て

いるんです。これと先ほどの80戸はどう違うの

か教えてください。

○伊藤建築住宅課長 今回の報告は23年度の報

告でありまして、委員がおっしゃっています木

造住宅耐震化リフォーム支援事業というのは24

年度に新規で上げた事業でありますので、これ

についての決算は来年度になるということで

す。

○右松委員 大変失礼いたしました。

いずれにしても、60戸という戸数で、半年過

ぎていますから、現状がどこまで進捗している

のかわかりませんけれども、私は一般質問で

も、200戸という数字自体も低いということを申

し上げたんです。というのは、２月の定例会で

児玉前県土整備部長が、木造住宅の耐震化率72

％という中で、27年度目標数値が90％と答弁さ

れています。90％達成するためには、かなり施

策を強力に進めていかないとこの目標数値には

行かないと思っているんです。その中で私は、

静岡県の「東海（倒壊）ゼロ」というプロジェ

クトの話をさせていただいたわけです。この東

海（倒壊）ゼロでは耐震補強で２万戸という戸

数を明確に立ててやっておられるわけです。関

連だと思っていますから伺いたいんですが、目

標数値90％達成していくために、さらに耐震診

断事業を進めていかないといけないと思ってい

ますが、そのあたりの認識を伺いたいと思いま

す。
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○伊藤建築住宅課長 木造住宅の耐震化につき

ましては、御存じのように東日本大震災を契機

に重要性が高まっておりまして、まず、家屋の

倒壊を未然に防止するというのは、人命や財産

を守るという点からも、それから後の災害救助

の面、瓦れきの撤去の公的な経費、応急仮設住

宅の経費を抑制するという意味でも大変有益な

事業だと思っております。ただ、現在は市町村

を窓口にやっておりますけれども、なかなか進

まないというのが現況であります。これは国の

ほうでもいろんな調査をやっておりまして、耐

震化が進まない理由としては、耐震化の必要性

が十分に認識されていないということもありま

すので、本県としましては、先ほど報告しまし

たように、建築防災展並びに建築に係る講習

会、それから関係団体への紹介等につきまして

も、いろいろな説明会や講習会をやっておりま

して、これについては今後とも積極的に取り組

んでいく必要があると思いますし、現在やって

いるところでございます。

○右松委員 23年度の主要施策の報告ですか

ら、今年度の取り組み事業についてはこの場面

では言う必要はないのかもしれませんが、静岡

のほうはパンフレットをしっかり制作されて

おって、耐震化補強で行政がどういう手当てを

するのかわかりやすく出ています。もちろん連

絡先もきちっと出されているんです。こういっ

たしっかりとした取り組みをしてもらいたい、

住宅の耐震化率を上げてもらいたいというのが

根っこにあるわけですから、そういう方向で、

この数値がぜひ大きく変わるように努力してい

ただきたいと申し上げさせていただきたいと思

います。

○伊藤建築住宅課長 これは23年度報告ですけ

れども、24年度は新規事業で取り組んでいると

ころです。昨年度は耐震改修につきましては６

市町村で取り組んでおりまして、今年度県のほ

うで新規事業を立ち上げたということで、現在

は全市町村で取り組みを始めているところです

ので、これについてはことしにかかわらず継続

的に取り組んでいきたいという考えを持ってお

ります。

○図師委員 報告書の287ページの施策の成果等

のところにも出ておるんですが、暮らしやすい

都市圏をつくる交通推進の事業内容で、昨年度

は高鍋駅と新富駅周辺の住民を対象にモビリ

ティ・マネジメントを行われているようです

が、これの成果と今後の展開はどのような考え

を持たれているか教えてください。

○大谷都市計画課長 委員からありました高鍋

町と日向新富町周辺の住民を対象にしたＭＭで

すけれども、これは286ページにあります表の一

番上の「暮らしやすい都市圏をつくる交通推

進」で取り組んでおる事業でありまして、平

成21年度に宮崎都市圏の総合交通戦略を立てて

おります。これは、自動車中心利用から歩行

者、自転車を使った交通の取り組みをやろうと

いうことで、宮崎市への通勤通学の依存度が高

い地区を宮崎都市圏として事業に取り組んでお

ります。目的といたしましては、なかなかハー

ド整備では進まないものですから、啓発的なこ

とでやっていこうということで、23年度に実施

しましたＭＭといいますのは、高鍋駅と日向新

富駅周辺の住民約6,500世帯に、286ページにあ

ります啓発リーフレットを皆さんにお配りし

て、あわせて皆さんからのアンケートもいただ

いております。推進協議会もつくっております

ので、宮崎交通やＪＲにアンケートの内容を示

しまして、今後活用していただくといった取り

組みでございます。
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○図師委員 そのアンケートの内容で公表でき

る部分があれば、どういう傾向が出ているかだ

けでも教えてください。

○大谷都市計画課長 アンケートの内容につき

ましては、車利用の健康、環境、まちづくりに

与える悪影響の評価の啓発についてということ

で、歩いたり自転車を使うと非常にエコといい

ますか、ＣＯ２削減にもなり環境にいいという

ことをリーフレットに記しております。そう

いったことで「健康についていいと思うか」な

どのアンケートをとっております。そういう面

ではかなり高い評価がアンケートの結果出てお

ります。それと現況の交通の手段、「どういっ

た交通手段を使われているか」ということ

で、88％の方が「車を利用している」という結

果が出ております。「バス利用の改善点として

どういうことがあるか」ということで、「バス

の増便をしてほしい」「料金を下げてほしい」

「フリー乗降のバスをつくってほしい」「新規

バス路線を設けてほしい」というようなアン

ケート結果が出ております。それと、「電車利

用の改善点」ということで、「増便をしてほし

い」「料金を下げてほしい」といったアンケー

ト結果が出ております。

○図師委員 この事業の目的は、今言われた、

エコなり健康というところで、交通手段を車か

らバス、電車のほうに移行させていこうという

狙いがあると思うんですが、具体的にこの事業

を打たれた後の追跡調査は行われるのか。ま

た、高鍋と新富以外の宮崎市への通勤通学圏内

への同じような事業を打たれるかどうかの展開

はいかがでしょうか。

○大谷都市計画課長 先ほども申しましたよう

に、21年度にこの計画をつくりまして、宮崎都

市圏総合交通戦略推進協議会というのをつくっ

ております。学識経験者、交通利用者、商工会

議所、それと先ほど言いました宮崎交通などの

交通事業者の方々でこの協議会をつくりまし

て、毎年、進捗管理をやっております。

○図師委員 進捗管理を行った上で、効果を見

きわめながら同じような事業をほかの駅周辺で

も行っていくというふうに理解をいたします

が、あわせて協議会の中で取り上げていただき

たいのが、交通手段を車からバス、電車への移

行を促すのはいい事業だと思うんですが、あわ

せて行わなきゃいけないのは、御存じのとお

り、駅周辺の放置自転車の問題、また自転車が

歩道にはみ出しておって、そこで自転車がぶつ

かったり歩行者との事故がふえているという実

態もありますので、人の流れを変えていこうと

するときには、そこに伴うハード面の整備も並

行して行っていくという視点をぜひ忘れていた

だきたくない。もちろん持たれていると思うん

ですが、そういうところの取り組みも留意して

いただきたいと思います。お考えがあればお願

いします。

○大谷都市計画課長 交通戦略の施策というこ

とで、先ほど啓発的なことしか申し上げており

ませんでしたが、そのほかに、市街地における

人中心の交通環境を形成しましょうということ

で、循環バスの検討や自転車道や駐輪場も整備

をしていこうということで上げております。

○図師委員 最後にしますが、それらの検討を

進める、イコール予算も伴うものでありますの

で、ぜひそのあたりも同時並行で進めていただ

きたいと思います。以上です。

○緒嶋委員 宮崎県には沿道修景美化条例とい

うすばらしい条例があるんですけれども、全体

を見ると、これは予算が減ったことが一番の原

因かと思いますけれども、景観形成基本方針と
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かいろいろ計画はありますけれども、実際、美

観が保持されるかどうかが一番問題なわけで

す。それがかつての松形知事の時代から見ると

大分低下しておると思うんですが、このあたり

はどういう認識を持っておられますか。

○大谷都市計画課長 285ページ、施策の成果等

の③のところに、委員がおっしゃいました宮崎

県景観形成基本方針を上げております。景観に

つきましては、平成16年に景観法が定められま

して、県としては平成19年に、景観に取り組ん

でいこうということで基本方針を定めておりま

す。基本的に、景観を守っていこう、取り組ん

でいこうということにつきましては、市町村が

やっていくことが重要だと思いますので、まず

は市町村に景観行政団体になっていただいて取

り組んでいただきたいということで、その取り

組みをやっております。

○緒嶋委員 今のはちょっと答えがずれてお

る。

○永田道路保全課長 御指摘のように、宮崎県

は昭和40年代から沿道修景美化条例をつくりま

して沿道修景の美化に取り組んできて、県外の

観光客などいろいろな方から評価をいただいて

おります。ただし、今、委員御指摘のように、

最近どうなんだということが、今回の議会でも

議員の御質問にございました。限られた予算の

中で全部はなかなかできないものですから、沿

道修景などメーンのルートは力を入れてやって

いきたいと考えておるところでございます。以

上です。

○緒嶋委員 これは全体的に予算が厳しいとい

うことが一番原因だと思うんです。宮崎県は、

観光的な意味も含めて景観がすばらしいという

のが売りであったわけです。そういうものを保

持する、保全する姿勢で進まないと、市町村も

含めて景観に対する認識をもう一回深めていか

んと、景観を含めて経済的にも宮崎県の全てが

落ち込んでしまっておる。宮崎県全体が活力を

失って衰退しておるという状況が景観にもあら

われておるんじゃないか。そういう意味では、

景観は守り保全するというのが大変重要だと思

います。ハード事業の予算が全体的に少ないの

が原因だと思いますけれども、今後とも、必要

なものは守っていく、保全するという気持ちで

景観形成に努力してほしいということを要望し

ておきます。

○山下主査 ほかにありませんか。なければ総

括に入りますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下主査 それでは、午前の部と午後の部の

総括に入りたいと思いますが、準備があるよう

ですので、暫時休憩いたします。

午後２時11分休憩

午後２時14分再開

○山下主査 分科会を再開します。

県土整備部の決算全般について、何か質疑は

ありませんか。

○中野委員 用地取得事業特別会計で教えてく

ださい。委員会資料の12～13ページ、または歳

入歳出決算書の６ページ、まず基本的なことか

らですが、不要不急、遊休資産は売却するとい

う姿勢で取り組まれているわけですね。

○河野用地対策課長 はっきりと理解できな

かったんですが……。

○中野委員 不要不急のものとか遊休資産は売

却するという姿勢で取り組まれておるんです

か。

○河野用地対策課長 この特別会計は、公共事

業に必要な用地の取得に当たりまして支障が出
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てくることが見込まれて時間がかかるものにつ

きまして、先行してこの特別会計で取得すると

いうものでございます。

○中野委員 土地取得あるいは売却は一般会計

のほうでもあるわけですね。

○河野用地対策課長 一般会計でもございます

が、この特別会計ではあくまでも……。

○中野委員 質問だけに答えて。何も悪いこと

は聞きませんので。

一般会計で購入したとか売却したというのは

どこを見ればいいんですか。

○谷口道路建設課長 一般的な用地取得の費目

でございますが、道路建設課で見ていただきま

すと、委員会資料の16ページの道路新設改良費

の一番下に公有財産購入費がございます。こう

いうので土地を取得しております。

○中野委員 各課そのように全部記載してある

わけですね。

○大田原県土整備部次長 今、委員おっしゃっ

たように各課で計上しております。

○中野委員 表の見方がわからないものだから

聞きたいんですが、特別会計のところでお聞き

したいと思います。13ページの繰越金が１億743

万6,890円とあります。これだけが繰り越された

ということですが、次へ繰り越した金額、24年

度への繰越金はどこをどんなふうに計算すれば

いいわけですか。

○河野用地対策課長 まず、13ページにありま

す繰越金は22年度から23年度へ繰り越したもの

でありまして、特別会計のほうで22年度に先行

取得を予定しておりましたが、ここの代替地が

なかなか見つからないということで、22年度は

できないということで23年度に繰り越したもの

でございます。特別なものについて、特別会計

で取得予定していたものが、時間の関係で移転

先がなかなか見つからないということで23年度

に繰り越したものでございます。23年度はこう

いった形での繰り越しはございません。

○中野委員 毎年１億前後の繰越金があるのか

なと思ってお尋ねしましたが、23年度は特別で

あったということですね。

○河野用地対策課長 23年度の会計のときだけ

出てきたということでございます。

○中野委員 では、それぞれの道路等で、逆に

道路敷地等を売る場合、売るというのは、道路

建設か保全かわかりませんが、どこを見ればい

いんですか。

○永田道路保全課長 道路の場合につきまして

は廃道敷地等がバイパスの建設等で出てくるわ

けですが、その廃道敷については基本的に市町

村道への道路移管とかやっていきますが、それ

でも不用なものが中に出てきますので、そう

いったものは県で管理しておりまして、委員会

資料の36ページ、10の財産収入で収入済額が１

億6,100万余……。

○江藤管理課長 県の財産を処分した部分をど

こで見ればいいかということでありますが、歳

入歳出決算書の一般会計の２ページ、歳入の

款、項でいきますと、款10財産収入の２財産売

払収入で歳入で受け入れることになります。

○中野委員 13億6,115万8,050円がいろんな財

産を売り払った金額だということですね。

○江藤管理課長 はい、そういうことになりま

す。

○中野委員 そうすると道路敷地等で遊休資

産、不用なところを売却した金額は、23年度で

幾らあったものですか。

○永田道路保全課長 23年度の廃道敷地の払い

下げの実績につきましては、面積で8,000平方

メートル余、3,400万円程度になっております。
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○中野委員 私は特別会計をずっと見ておった

ら、収入の欄がなくて、公共用地取得事業とい

うことで特別会計のところにあったものだか

ら、特別会計のところで質問しました。予算も

なく収入済額もないと書いてあったので、不要

不急なもの、遊休資産の売却はなかったのかな

と思ったんだけれども、実際は財産売払収入に

まとめて書いてあるということでわかりました

が、特別会計のほうは歳入歳出が同額、あるい

はまた歳出も歳入も予算と収入済額が一緒とい

うことは、土地を売ったり買ったりするのは、

前年度に決まったことを翌年度に100％受け払い

をするという状態のことが書いてあるんです

か。

○河野用地対策課長 特別会計で行いますの

は、当然当該年度にやるんですが、各事業課か

ら当該年度にどの程度の見込みがあるのかお聞

きしまして、それを予算化し、実績が出たもの

についてはそれがそのままなくなると。ただ、

当該年度にできなかったものについては、先ほ

ど言いましたように特別なものについては翌年

度繰り越す形で収支をしております。

○中野委員 12ページを見ていただきますと、

公有財産購入費、次の補償・補填及び賠償金は

予算と支出は同額です。だから、前年度に購入

金額が決まったことを予算に立ててきちんとす

るということかと思ったんだけど、そういう理

解ではいけないんですか。

○河野用地対策課長 ここでの予算額は２月補

正後の予算額でございまして、２月補正の段階

で、当該年度で見込まれる額に合わせて減額し

たり増額して調整するということでございます

ので、このときにはそれ以降がありませんでし

たので一致したということでございます。

○中野委員 じゃ、違うときもあるということ

ですね。

○河野用地対策課長 特殊な事情で２月以降に

発生するということがあれば、違ってくるとい

うことであります。

○中野委員 会計上のことがわからなかったか

ら聞きましたが、私が言いたいことは、不用な

土地、道路を第三者とか隣の人が買いたいと

いって申し込んでいるのに、なかなか進まない

んです。遅々として進まないと言わせてもらい

たいぐらい進まないんです。担当者が何人もか

わってする。そして次の異動のときに「もうす

ぐです」と言いながら、また次の人にかわる。

そしてなかなか進まない。私が今まで経験した

中ではそれが実態なんです。県もお金がない

し、遊休的なもの、不用なところはぼんぼん処

理して売ればいいのになと。質問すれば、近傍

の価格に合わせてどうのこうの、取得したとき

の価格はどうのこうの、ああのこうのと言って

なかなか進まないのが実態じゃないですか。西

諸だけかしれませんが。

○永田道路保全課長 委員のおっしゃった件は

小林土木管内の売り払いの件かと思いますが、

小林土木管内の廃道敷にかかわらず、県で管理

しております廃道敷につきましては、道路とし

ての機能が必要なくなっているということで、

近傍の地権者の方から買いたいという申し出が

あれば、積極的にそれに応えていくようにして

おります。ただ、今回の件に関しましては手続

に時間がかかっているというのが実際にあった

ようでございまして、今、土木事務所とも早急

に手続を進めるように、道路から落とす手続と

か法的な手続は終わっておりますので、単価の

面などを買いたいと希望を出されている方とも

協議しながら進めていきたいと考えているとこ

ろであります。以上です。
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○中野委員 私は個別なところは言っていませ

んが、既にそのことをちゃんと認識されておる

ということですか。そしたら急いでください。

指示をしてください。お願いしておきます。終

わります。

○緒嶋委員 宮崎県は全体的に社会資本の整備

がおくれて、特に道路行政は整備率から言えば

九州で最低なわけです。今後整備率を急ぐため

には、宮崎県として国に対しての切り口を改め

ていかんと、戦略交付金なんかも九州で最低。

切り口を変えていかなければ宮崎県はなかなか

予算確保も難しいんじゃないか。宮崎県は日向

灘に面しておる、地震のおそれもある、そして

県民の命を守る、そういうことからすると地震

対策を含めて社会資本の整備をしなければ県民

の生活も命も守れんという前提のもとに、そう

いう視点を強化しながら―東九州も、日南か

ら鹿児島に向けても、また中央道路そのほか国

県道に向けても、輸送道路を含めて―宮崎県

は九州で一番危険性が高い、また山間地は深層

崩壊もあるかもしれない、集中豪雨も大変多い

ということを考えたら、切り口を考えて国のほ

うに訴えていく。整備がおくれておりますとい

うだけではなくて、そういう視点を強化しなが

ら、県土整備部が知事を先頭に、部長を先頭に

頑張るという、視点を変えた国に対する要望を

もっと強くやるべきだと思うんですけれども、

このあたりの考えはどうですか。

○谷口道路建設課長 道路の予算はことしもか

なり厳しいわけでございますが、御指摘のよう

に、津波対策ということで、先日も知事のほう

に、いち早く生命を救うためには避難路が一番

重要だということで、避難路のあるものの整

備、重点投資をお願いしますというようなこと

のほか、お話にもありましたように、中山間地

域を結ぶ命の道の道路整備についても、ター

ゲットを絞って重点整備をしたいということ

で、国のほうにお願いも繰り返ししていただい

ているところでございます。

○緒嶋委員 特に津波対策は、あらゆる意味で

全然できていないわけです。そうなればほかの

ところ以上に予算確保をしなければ、10何メー

ターの津波が来るという想定もあるわけですの

で、そういうことを強く国に要望して、それぞ

れの対策を立てる基本的なものを、県として、

こういう津波対策についてはこういう対策をと

いう、それこそ将来構想を描きながら国に要望

していかなければ、津波が来ますから何とかし

てくださいだけではなくて、県はこういう構想

を掲げております、それを具現化するためには

これだけの金が要るんだ、国の補助が必要だと

いうような前向きの積極的な対策を立てて―

地震対策は県土整備部だけでできることじゃな

い、それこそ県庁総力戦で、市町村も含めた問

題にもなりますけれども、そういうものを早く

確立して進まなければ、このままの状態では、

全てが九州で最下位ということは情けないわけ

でありますので、今後とも知恵を出し合って、

各課各局が対策を立てていくという基本的なも

のを将来に向かってつくり上げていく必要があ

ると思うんですけれども、具体的にそういうの

が進んでおるかどうか。

○大田原県土整備部次長 今、委員がおっしゃ

いました件につきましては、今、道路建設課長

が説明しましたが、津波からは逃げるのが一番

大事ということで、高速も含め国県道、市町村

道、全ての道路を避難路と考えまして、それの

陳情・要望。それと少しでも逃げるための時間

を稼ぐために河川への遡上をおくらせるという

ことで河川堤防の強化、あるいは樋門等の遠隔
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操作ができるような陳情・要望を、先々週、知

事と一緒に国交省等に参ってしたところです。

道路局長等も今回の異動でかわった関係もあっ

たものですから、説明しましたところ、タイム

リーな陳情・要望ということで受け取っていた

だきました。

それとあわせまして、津波防災まちづくりの

法律ができてからの県の体制としまして、県土

整備部を初め他部も巻き込みワーキンググルー

プをつくりました。８月末に内閣府のほうから

津波の浸水の高さとか範囲が示されましたが、

それをさらに詳細に県レベルで詰めるのにもう

ちょっと時間がかかるものですから、それまで

に何がやれるか、何が必要なのかを、ワーキン

ググループで詰めている状況でございます。そ

れがまとまり次第、次の行動に移っていきたい

と考えております。

○緒嶋委員 ぜひそういうことで具体的に前に

進んでいかなければ、地震が10年先か何十年先

かわからんけど、「備えあれば憂いなし」とい

う言葉もあるし、そのために一歩一歩ワーキン

ググループで頑張っておられるということであ

りますので、積極的に対応して、これは全庁的

にやらなきゃいかんし、県下の全市町村を巻き

込んでやらにゃいかんと思いますので、県土整

備部はハード事業についてはリーダーシップを

とって頑張るという気持ちで努力していただき

たいということを要望しておきます。

○右松委員 午前中ちょっと伺いました入札制

度について、最後に伺いたいんですが、毎回、

委員会で聞かれていることなので恐縮ではある

んですが、先ほど申し上げました、自民党の会

派でＰＴをやっていますから、現段階で質問す

るのはどうかと思うんですけれども、部として

は、総合評価制度を改良することでよしと考え

ておられるのか。それとも3,000万あるい

は5,000万未満は指名競争入札を復活させること

に関して大きな抵抗感を感じておられるのか。

それとも、これは知事の専権事項になってい

て、部として知事の判断待ちという状況なの

か。現段階での状況を参考にお聞かせいただけ

ればありがたいです。

○濱田県土整備部長 入札・契約制度につきま

しては、今議会でも御質問いただいておりまし

て、県の基本的スタンスとしては、17年ぐらい

から一般競争入札の試行を始めまして、いろい

ろと内部でも議論をしますし、また業界団体と

も意見交換をしながら今の形までやってきた

と。今年度もまた、地域要件の見直しとか、地

元の業者を評価するような評価シートもつくっ

たり。意見交換をした中でそういう見直しを

行ってきておりまして、一般競争の枠組みの中

で意見交換をしながら、どうすればよりよい制

度になっていくか追求していきたいというのが

基本的な考えでございます。

私も指名時代はもちろん経験しておりますけ

れども、そのとき思っておりましたのは、土木

一式だと予定価格に応じて特ＡからＤクラスま

でありましたけれども、Ａランクの業者が30者

いる中から10者とか12者選ぶんです。指名基準

はございますけれども、この指名基準に当ては

めていけばこの30者からこの10者になるかとい

いますと、そういうことはまずありません。そ

のときいつも思っていたのは、指名されなかっ

た20者―業者にしてみれば指名されないとど

うしようもないわけです。入札に参加できない

わけですから。この20者から「何でうちは指名

できないんですか」と言われたときに、理由の

説明が難しいと。規定上は「10者以上」となっ

ていましたから、30者全部指名してもいいん
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じゃないかという議論もしたことがあるんです

けど、当時は紙入札もありましたので、大変だ

ということで10者とか12者しか指名しなかった

わけです。

官製談合事件を受けて一般競争入札という形

になったわけですけれども、これは30者全てが

参加できる。参加できる業者を発注者が決める

のか、実儒者といいますか入札参加者が、どの

入札に参加するかは自分の判断でいけるという

のが、今の条件つき一般競争入札だと解釈して

おります。今のほうがいいと言われる方は、発

注見通しを示しますので、それを見た上で、価

格競争なのか総合評価なのか、総合評価であれ

ば自分ところのどの技術者を配置予定技術者に

すればとれる確率が高いとか、経営計画を立て

た上で応札されている業者さんもいらっしゃい

まして、自分自身でどの工事に参加するか選べ

るというのは、ある意味、受注者側にとっては

メリットかなと思っております。今のところ

は、今の枠組みの中で、御意見を伺いながら少

しでもよりよい制度にしていくことを基本的な

考えにしているということでございます。

○右松委員 私もしっかりとこれは研究してい

きたいと思っています。せんだって、えびのの

私どもの党の関係者と意見交換をしたときに、

今の入札制度になって、特定の業者にどうして

も偏ってしまうという話も一方であるものです

から、そこをまたしっかりと調べます。勉強さ

せてください。

○中野委員 今のに関連で。今の一般競争入札

制度、少しずつ見直しはされているんだけど、

我々は3,000万以下については見直しをしてくれ

ということでやっているんだけど……。

変な質問ですが、部長はあと何年ですか。

○濱田県土整備部長 あと半年切りました。

○中野委員 やめた幹部職員に、何かの会で集

まる機会があったり、個人的に会ったりしてい

るんですが、100人が100人「指名競争入札がい

い」と言うんです。異口同音という言葉はこの

ことかなと言いたくなるぐらいです。だから、

知事の思いや公約やらあるかもしれないけれど

も、やめた人はそういう発言をされる率が高い

んだから、現職のうちにちゃんと知事に言って

ほしいと思うんです。できたら諫言するぐらい

のことをお願いしたいんだけれども、いかがで

すか。

○濱田県土整備部長 私は、個人的には先輩の

方からそういう御意見をいただいたことはござ

いません。県土整備部として、現時点では、指

名競争に戻すということではなくて、あくまで

も一般競争の枠組みの中で制度の見直しを行っ

ていきたいということで、知事に対してもそう

いう部の方針をお伝えしているところでござい

ます。先ほど言われました受注が偏るという話

も、確かに総合評価にしますと、企業の成績と

か技術者の成績のいい業者が有利になりますの

で、どうしてもそういうところに受注が偏ると

いうこともございまして、Ｋ値ということを導

入し、一定程度の受注になったら点数をマイナ

スにするとか、総合評価だけではなくて価格競

争も併用して行うというようなこともやってお

ります。

一番問題なのは、非常に経営が厳しい、公共

投資がピーク時の半分以下に落ちてきている。

それに対して業者の数はそこまで落ちていな

い。そのために供給過多になっておりまして、

これが経営状況を非常に圧迫している原因では

ないかと思っております。先ほど緒嶋委員から

もございましたけれども、宮崎県はまだまだ

ハード整備、社会資本整備が必要、予算が必要



-89-

なわけですから、我々としては公共投資予算を

少しでもふやすことに全力を挙げたいと考えて

おります。

○緒嶋委員 入札制度については、一般の業者

さんが言うのは、官製談合を知事がしたことに

よって業者が指名を外されるのは反対じゃない

か。県外の業者や知事がやって、知事は責任を

とってやめたかどうかわからんけど、そのこと

で業者が迷惑をこうむったのに、業者いじめみ

たいなことじゃないかと言う人もおるわけで

す。業者同士の談合でこうなったということな

らまた考えは違うかもしれんけど、知事がやっ

たことで、我々は被害者じゃないかと。そうい

う認識が根本にあるものだから、なかなか皆さ

んが納得できんところも一面あるんです。

熊本とか鹿児島は指名競争をまだ残しておる

と。今のままがいいという人と指名がいいとい

う人と２通りあるわけで、ベストだというのは

なかなか難しいわけです。それを修正するため

に総合評価とかいろいろ知恵を出しておるわけ

だけど、これは将来的にも見直すことはいろい

ろ見直しながら、完璧ということはあり得んと

いう前提で、100％納得しなくても、85％ぐらい

はやむを得んなとみんなが思うようなものを、

どう知恵を出していくかということだろうと思

うんです。言われたようにパイが小さくなった

ことが一番厳しいわけですので、パイを大きく

するために頑張るのが一番先だろうと思いま

す。今後ともよりよい方法はないかという思い

で努力してほしいということを要望しておきま

す。

○重松副主査 高速道対策局長にお尋ねしま

す。以前、聞いたこともあるかもしれませんけ

れども、いよいよ24年、25年で開通をするわけ

でございます。大々的なイベントというか、開

通に対するプレゼンをすることによって、県観

光にも影響があるし、今後の建設促進大会にも

弾みがつくんじゃないかと思うんですけれど

も、今後、大きなイベントを考えていらっしゃ

るのであれば教えていただきたいと思います。

○中野高速道対策局長 委員御指摘の点、これ

から高速道路がつながる中で、そこをいかに県

としての力、活力にしていくかということで、

対外的なＰＲもしっかりやっていかなきゃいけ

ないと考えてございます。もちろん県土整備部

としても高速道対策局としても限られた予算の

範囲内でいろんな形でやってまいりますが、観

光、企業立地であれば商工観光労働部ございま

すし、県庁全体で高速道路の効果をしっかりＰ

Ｒして力にしていかなければいけないと思って

います。また、記紀編さん1300年という切り口

でも利用促進のキャンペーンもやっております

し、みんなで力を合わせてやっていくことかと

思っております。

○山下主査 なければ、県土整備部の平成23年

度決算審査を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時49分休憩

午後２時52分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、４日の13

時30分に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他、何かありませんか。

それでは、以上で本日の分科会を終了いたし
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ます。

午後２時52分散会
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平成24年10月４日（木曜日）

午後１時30分再開

出席委員（７人）

主 査 山 下 博 三

副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 右 松 隆 央

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議事課主任主事 大 山 孝 治

○山下主査 それでは、分科会を再開いたしま

す。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

それでは、議案第24号についてお諮りいたし

ます。

原案のとおり認定することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。

主査報告の内容として御要望等ありません

か。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時41分再開

○山下主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下主査 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

何もないようですので、以上で分科会を終了

いたします。

午後１時42分閉会


